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欧州中央銀行の金融政策とユーロ導入の
欧州経済への影響（ユーロ圏）

９９年１月のユーロのスタートとともに、フランクフルトに置かれた欧州中央銀行

（ＥＣＢ）が経済通貨同盟（ＥＭＵ）第３段階参加１１ヵ国の中央銀行から金融政策の権限を

継承した。本レポートでは、１．においてユーロ圏の金融政策の唯一の担い手となった

ＥＣＢの政策運営の枠組みを紹介し、２．、３．においてＥＣＢの実際の金融政策の分析を試み

る。さらに、４．でユーロ導入の欧州経済に与える影響について言及し、５．ではユーロの国

際通貨としての役割を論じることとする。

（１）欧州中央銀行の目的

ＥＣＢの金融政策の主要目的は物価安定の

維持である。ただし、この主要目的を侵害し

ない限りにおいて、ＥＣＢはＥＵの一般的な経

済政策を支援することとされている。ＥＣＢ

は、ユーロ圏の消費者物価調和指数

（ＨＩＣＰ）で年２％を下回る上昇率を現在、

物価の目標値としている。なお、目標値には

下限はなく、いわゆるデフレに対応する数値

的な目標はない。

ＥＣＢは主要目的である物価安定の維持を

達成するため、次の２つの政策上の柱を設け

ている。すなわち、①通貨供給量（マネーサ

プライＭ３）の伸び（現在の参考値：年率４

％）、②その他諸指標から見通されるインフ

レ予測である。

１．欧州中央銀行（ＥＣＢ）の政策の枠組み
（２）ＥＣＢの金融政策上の手段

ＥＣＢは、金利操作、市場の流動性管理、

政策スタンスの発信を行う手段として、週１

回、期間２週間の債券レポ（債券を担保とし

た市場への資金供給）をはじめとする公開市

場操作を中心に据えている。

ＥＣＢの「政策金利」とはこの「債券レ

ポ」の金利のことであるが、現在債券レポは

金利を固定し量を入札するかたちで行われて

いる（金利の推移については、表１参照）。

フランクフルト事務所

表１ ＥＣＢの債券レポ金利の推移

決定年月日 利率（％）

１９９９．１．１ ３．００
１９９９．４．８ ２．５０
１９９９．１１．４ ３．００
２０００．２．３ ３．２５
２０００．３．１６ ３．５０
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ただし、変動レートでの債券レポ（金利を入

札させるやり方）の方が、資金需要の実態を

把握しやすいため、変動レートの導入が検討

されている。

また、ＥＣＢは市場参加者（市中銀行な

ど）に常時資金を供給できる手段として、翌

日物資金の貸付けを行っている。この金利

（限界貸付金利）は短期金利の上限をなすと

いうことで上限金利と呼ばれており、市場参

加者は市場で資金を調達できないときにこの

貸付けを受けることになる。さらに、中央銀

行への付利預金の金利（中銀預金金利）を短

期金利の下限をなす下限金利と呼ぶ。なお、

中央銀行から市中銀行への相対の貸付金利を

意味した公定歩合の制度は存在しない。

（１）各国金利の収れん（９８年１２月３日、

各国中銀の一斉利下げ）

ユーロ発足前の９８年においても、ユーロ参

加予定１１ヵ国の金利水準には相当の格差が

あった。依然として金融政策の権限を持って

いた各国中央銀行と９９年１月のユーロ発足と

同時に金融政策を委譲されることになってい

２．ＥＣＢの金融政策の推移

たＥＣＢにとって、金利水準をどうひとつに

収れんさせていくかがユーロを円滑にスター

トさせるための第一の関門であった（収れん

前の各国金利については、表２参照）。

ドイツ連邦銀行（以下、ドイツ連銀）は９８

年１２月３日、債券レポ金利を３．３％から０．３ポ

イント引き下げ３．０％とすることを決定した。

ティートマイヤー・ドイツ連銀総裁（当時）

は記者会見で、利下げが景況感の悪化に対応

したものであることを強調した。

他のユーロ参加国も一斉に利下げを決定し

ているが、この点につきＥＣＢは、「（利下げ

は）ＥＣＢの政策理事会が議論の上、ユーロ圏

の経済・通貨・金融情勢に関する共通認識に

基づき、同意に至っている」との声明を発表

した。また、「一斉利下げは、欧州中央銀行

制度（ＥＳＣＢ）がＥＭＵを開始する際の金利

水準に関する事実上の決定で、当面維持する

意向である」とし、実質的にはこれがＥＣＢ

の最初の金融政策の決定であると宣言した。

市場関係者やエコノミストの間では９８年内

の利下げの可能性は少なく、ＥＣＢが９９年の

ユーロ発足後早々に利下げするとの見方が主

流であっただけに、そのタイミングに驚きの

声があがった。ただし各国の株式・債券・外

国為替市場は、利下げを金利収れんの最終プ

ロセスとして冷静に受け止めたため、大きな

変動はなかった。

（２）デフレ懸念に対応、初めての利下げ

（９９年４月８日）

ＥＣＢは９９年４月８日、債券レポ金利を３．０

％から０．５ポイント引き下げ２．５％とすること

を決定した。市場関係者の大半は０．２５ポイン

トの利下げを予測していたが、ＥＣＢは事前

の予測を上回る大幅な利下げを決定した。ド

イゼンベルクＥＣＢ総裁は、「小幅の利下げは

市場に追加利下げの期待を起こさせる」と述

べ、これが最終的な利下げであることを強調

した。

表２ 収れん前の各国の金利

（９８年１月１日時点）

利率（％）

ベルギー・ルクセンブルク ３．３０
ドイツ ３．３０
スペイン ４．７５
フランス ３．３０
アイルランド ６．１９
イタリア ５．５０
オランダ ３．３０
オーストリア ３．２０
ポルトガル ５．３０
フィンランド ３．２５

（注）政策金利の定義は各国によって異なる
（出所）ＥＣＢ９８年年次報告
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利下げの理由について、同総裁は、ユーロ

圏に当面インフレのおそれはないとした上で、

ユーロ圏経済の減速傾向を挙げ、インフレの

中期的な趨勢とＥＣＢの物価安定目標との適

合性に焦点をあて、先を見通して行われたも

のであるとしている。また、物価安定を目的

とする金融政策の路線変更でなく、まさにそ

ういう政策を遂行することによりユーロ圏の

潜在成長力を十分に引き出せるような経済環

境の創出に資するものであるとしている。

この利下げについては、①マネーサプライ

（Ｍ３）が年率５．２％とＥＣＢの参考値４．５％を

上回っているにもかかわらず利下げが行われ

ており、物価安定一本ヤリではなく経済重視

の姿勢が出ていること、②ドイツ、イタリア

などユーロ圏中核国の景気が減速する一方、

アイルランドなど周辺国の景気が過熱すると

いう状況で大幅利下げが行われていること、

③ＥＣＢ自身は否定しているが、デフレ懸念

に対応するための利下げという意味が見受け

られることから、ＥＣＢの戦略を占う上で興

味深い政策決定であったといえる。

（３）インフレ予防的な利上げ（９９年１１月４日）

ＥＣＢは９９年１１月４日、債券レポ金利を、

２．５％から０．５ポイント引き上げ３．０％とする

ことを決定した。

ドイゼンベルクＥＣＢ総裁は、利上げは

「物価上昇リスクの上向き傾向に対処する」

予防的利上げであるとし、「ユーロ圏の中期

的なインフレなき持続的な経済成長に貢献す

げ時には市場金利は０．５ポイントの利上げを

完全に織り込むに至っていた。

利上げは景気回復に水を差すと取られ易く、

政治的な反発を呼ぶおそれがある。ましてや、

①ＥＣＢは設立後間もなく、その独立性につ

いての確固たる歴史がないこと、②オランダ、

スペインなど景気が過熱、インフレ懸念が具

体化している国がある一方、ドイツ、イタリ

アなど大国の経済回復が相対的に遅れている

状況にあること、といった事情があり、初め

ての利上げを万全の準備で遂行したといえる。

（４）ユーロ安によるインフレ懸念に対応

（２０００年２月３日）

ＥＣＢは２０００年２月３日、債券レポ金利を、

３．０％から０．２５ポイント引き上げ３．２５％とす

ることを決定した。

ドイゼンベルクＥＣＢ総裁は、「この決定は

ＥＣＢの金融政策との関連で中期的な物価安

定のリスクの評価に基づいてとられた」とし

た。利上げの理由としては、通貨（マネー）

の面で、通貨供給量と市中銀行融資の高い伸

び、インフレ見通しの面では、原油価格、非

エネルギー商品価格、生産者物価の上昇の加

速、ユーロ圏経済の成長の力強さなどを挙げ

た。さらに、ユーロ相場の下落が輸入物価の

上昇を招いており、将来の物価安定の見地か

ら懸念を引き起こしつつあるとした。

９９年１１月の利上げの際、同総裁は「ＥＣＢは

最大限、予見可能な存在でありたい。そうして

初めて、市場の信認獲得に成功できるからで

１

るものとなろう」と述べた。また、利上げに

よって過剰な流動性が物価上昇圧力につなが

るのを防ぐことが重要であると述べ、タイム

リーな利上げをすることで将来の大幅な利上

げを回避でき、より強く長期にわたる成長に

役立つこととなると強調した。

利上げまでの１ヵ月間、同総裁以下ＥＣＢ

の幹部は積極的にメディアにおいて発言し、

利上げの雰囲気の醸成に努め、その結果利上

ある」とまで明言していたにもかかわらず、利

上げは事前のＥＣＢ幹部による発言がなく、突

然の印象を与えた。また、利上げのタイミン

グについては、１ユーロ＝１ドルを割る急速

なユーロ安を受けたパニック的利上げではな

いか、前日に決定された米国連邦準備制度理

事会（ＦＲＢ）の利上げに追随したものではな

いか、といった疑問が呈されており、「ＥＣＢ

への信頼を損なう」という指摘もあった。

４ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４



（５）インフレリスクに対する強い姿勢を示す

（２０００年３月１６日）

ＥＣＢは２０００年３月１６日、債券レポ金利を、

３．２５％から０．２５ポイント引き上げ３．５％とす

ることを決定した。

ＥＣＢは、利上げを、「９９年１１月、２０００年２

月の利上げに続き、物価上昇の危険に対し適

時かつ予防的に対応するという政策を継続す

るもの」と位置付け、「インフレのない環境

の確保により、ユーロ圏の持続的な経済成長

を確実なものにすることに役立つだろう」と

している。

当地（フランクフルト）のエコノミスト、

市場関係者は、ユーロ圏の景気回復が進むな

か、ユーロ安、原油高などインフレ圧力がか

かる状況は変わらず、今後も小刻みな利上げ

が行われ、２０００年末の債券レポ金利の水準は

４～４．５％に達するという見方が多い。

ＥＣＢは発足して間もない中央銀行であり、

その政策手法が確立しているとはいえない。

また、主権国家１１ヵ国の共通金融政策を担当

するという前例のない任務からくる難しさも

多い。本章では、ＥＣＢの金融政策を見る上

でポイントとなる議論をいくつか紹介してみ

たい。

（１）ＥＣＢの金融政策の目的

先にも述べたようにＥＣＢの金融政策の目

的は物価の安定である。ＥＣＢは物価の番人

の評判が高いドイツ連銀をモデルとして設立

された。しかし、ＥＣＢは物価安定を最優先

とするのか（いわゆるタカ派）、米国ＦＲＢの

ように経済成長、雇用をも重視していくのか

（いわゆるハト派）、という議論がある。

９９年４月の初めての利下げ時には、ＥＣＢ

はハト派的政策決定をした。すなわち、マ

ネーサプライの伸びが参考値を上回っている

３．ＥＣＢの金融政策をめぐる議論

にもかかわらず、ユーロ圏に当面インフレの

おそれはないとした上で、部分的には減速傾

向もみられるユーロ圏経済の「潜在成長力を

十分に引き出せるような経済環境の創出に資

する」利下げを行った。

それに対し、９９年１１月の利上げ時には、

ＥＣＢはタカ派的傾向を示した。すなわち、

はっきりしたインフレの兆候がまだ見られな

いにもかかわらず、「物価上昇リスクの上向

き傾向に対処する」予防的利上げを行った。

９９年４月と１１月の金融政策決定について、イ

ンフレ懸念だけで説明するのは難しく、デフ

レ懸念に対応して４月には利下げをしたが、

実はデフレという判断は間違っていたので１１

月に元に戻したのではないかという指摘さえ

ある。

ＥＣＢの政策決定の主要目的があくまで物

価安定であるのは間違いないが、実際の政策

決定に当たっては、ユーロ圏全体の経済、参

加各国の経済の状態を考え合わせているとみ

るべきであろう。９９年１１月の時点では、利上

げの背景として、ユーロ圏全体の経済環境が

大幅に改善し、ドイツ・イタリアの経済も弱

いながらも回復し始めていたこと、スペイン

などの景気の過熱も見過ごせない状況になっ

ていたことなどを指摘することができる。

（２）ＥＣＢの政策判断の方法

先に述べたように、ＥＣＢは主要目的であ

る物価安定の維持を達成するため、通貨供給

量（マネーサプライＭ３）、インフレ予測とい

う２つの政策上の柱を設けている。中央銀行

が最終目的である物価安定の維持を達成する

ため、インフレ率を直接の目標とする（英国

イングランド銀行型）、マネーサプライを監

視することで間接的にインフレに対処する

（ドイツ連銀型）という２つの方法があり、

ユーロ発足前その得失が長らく議論されてき

た。ＥＣＢは両方式の折衷型として「２本の

柱」を政策の中心に据えたわけである。
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９９年４月には、マネーサプライの伸び率が

ＥＣＢの参考値を超えている状況で大幅な利

下げが行われた。また、９９年１月のユーロ発

足以来、マネーサプライの伸び率はＥＣＢの

参考値を常に超えている状態であるにもかか

わらず、ＥＣＢは２０００年においても参考値を

変更しないことを決めている。このことによ

り、ＥＣＢの方法はマネーサプライの数値が

ターゲットをはずれると、金融政策の発動が

検討されたドイツ連銀のマネーサプライの

ターゲット制とは違うことが明らかである。

２０００年２月の利上げでは、２番目の柱であ

るインフレ予測が利上げの根拠として前面に

出てきており、予想ができなかったユーロ相

場の下落、原油価格の高騰、世界景気の回復

がその要因として挙げられている。また、各

国の賃上げ交渉へのシグナル、警告といった

こともドイゼンベルクＥＣＢ総裁は発言して

いる。

ユーロ圏各国共通の中央銀行であるＥＣＢ

には、単一の指標だけを見て機械的に政策判

断するというようなことは望めないだろう。

ＥＣＢは今後も、「物価安定」にかかわるさま

ざまな経済指標を総合勘案して政策決定して

いくと思われる。

（３）ＥＣＢの為替政策

９９年１月のユーロ発足時、１ユーロ＝

１．１７８９米ドルで取り引きを始めて以来、ユー

ロ相場は米・欧の景気動向の違いなどを要因

として下落傾向で推移、２０００年３月末時点で

対米ドルでみると１５％以上値を下げている。

従来ＥＣＢ幹部はユーロ安進行中も一貫とし

て、「ユーロ相場は数ある指標の一つにすぎ

ない」、「ユーロの対ドル相場はＥＣＢの政策

目標ではない」などユーロ安に無関心ととら

れる発言を繰り返してきた。

ところが、ドイゼンベルクＥＣＢ総裁は

２０００年１月３１日のユーロ参加１１ヵ国の蔵相会

合「ユーロ１１」に出席後、従来のユーロ安放

任ともとれる発言を改め、「ユーロ安がさら

に続けばＥＣＢの政策目的である物価安定を

脅かすリスクとなりかねない」旨の発言をし、

為替相場重視の態度を明らかにした。さらに、

３月２日の記者会見で同総裁は、「強いユー

ロは欧州の関心事である。ＥＣＢは強いユー

ロに関心を持っている。ＥＣＢはインフレへ

の影響、ユーロへの信頼感という２つの意味

で現在のユーロ安に懸念を持っている」と思

い切った発言を行った。また、その間、２月、

３月と連続として利上げが行われているが、

ユーロの対ドル相場は反転する兆しがみられ

ない。

なお、ＥＣＢも為替市場への介入を行う権

限はあるが、市場のトレンドを介入で支える

ことは不可能であるという考えのようであり、

特にユーロ買いの単独介入には消極的である

と伝えられている。

（４）ＥＣＢの情報発信のあり方

ＥＣＢの情報発信の主な手段は、毎月１回

の総裁・副総裁の記者会見、月報の発行であ

る。また、総裁ほか幹部の講演、新聞などへ

の寄稿、インタビューも頻繁に行われており、

主要な講演についてはＥＣＢのホームページ注１

からダウンロードすることができる。

ＥＣＢの情報発信についてはさまざまな批

判があるが、筆者の見るところ、次の３つの

点に整理される。

第１の点は、政策決定についての情報公開

が不足しているという批判で、主に英米系の

報道で取り上げられることが多い。政策決定

を行う最高意思決定機関である政策理事会の

議事録、表決結果は公表されておらず、記者

会見で表決結果を問われても「コンセンサス

で決めた」としか答えないこととなっている。

注１ ホームページのアドレスはｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｃｂ．ｉｎｔ
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ただ、１１ヵ国の中央銀行総裁はじめ会議参加

者の自由な議論と意思決定を保証するために

は、議事の秘密は欠かせないとみられ、

ＥＣＢもこの点を改める意思はないようであ

る。

第２の点は、ＥＣＢは成長見通し、インフ

レ見通しなどを示すべきという欧州議会から

の批判である。この批判は自国に金融政策の

権限がなくなった各国の政治家が存在を示す

ために行っている議論という感もある。中央

銀行が政策と離れた純粋な見通しを示すこと

は市場を混乱させ金融政策に有害であると思

われ、この点の情報発信には限界があろう。

第３の点は、ＥＣＢでは講演などで情報発

信を行う人の数が多すぎ、しかも微妙に発言

内容が違うために、市場を混乱させていると

いう批判である。米国ＦＲＢならばグリーン

スパン議長、かつてのドイツ連銀ならば

ティートマイヤー総裁というように、政策の

方向を語る人は１人に絞るべきであるという

主張である。実際、ＥＣＢの場合、総裁、副

総裁のほか、主任エコノミストのイッシング

氏などの理事、大国であるドイツ、フランス

の中央銀行総裁、場合によってはドイツの地

方中央銀行総裁の発言までもが報道で取り上

げられ、時には市場が逆方向に動き混乱する

こともある。この問題は記者会見でも取り上

げられ、ＥＣＢとしても混乱を防ぐよう意識

し始めているようである。ただ、ＥＣＢは発

足して間もない中央銀行であり、ユーロ圏内

外でその政策を理解してもらうためにＥＣＢ

幹部が手分けして広報活動にあたっていると

いう事情はある。

（５）ユーロ圏の経済統計の問題

ＥＣＢが政策判断をする上で正確で迅速な

経済統計が必要であるのはいうまでもない。

しかし、ユーロ圏１１ヵ国の経済統計はとても

満足なものとはいいがたい状態である。

このたびインタビューしたドイツ銀行のア

クセル・ジーデンベルク（ＡｘｅｌＳｉｅｄｅｎ‐

ｂｅｒｇ）経済調査部長によると、米国ＦＲＢが

用いている重要な２１件の経済統計のうち、

ユーロ圏には輸出入価格などの４つの統計は

存在せず注２、使用可能なのは１７件にすぎない

とのことである。しかも使用可能な１７件の統

計についても、発表頻度が少なすぎる注３、発

表が遅い注４などの問題があり、充実した最新

の統計を持たない金融政策は「霧の中をレー

ダーなしで航行する船と同じ」とし、各国統

計局に分かれている権限を集権化するなど、

効率化をはかるべきとしている注５。

これに関し、欧州統計局のイヴ・フラン

シュ（ＹｖｅｓＦｒａｎｃｈｅｔ）総局長は、米国を

手本として機能的な統計網を構築する必要が

あるが、人員と予算が足りないことを訴えて

いる注６。

（１）金利低下効果が欧州経済を刺激

先に述べたようにユーロ導入の前年まで、

各国の金利水準にはかなりの差異があり、

ユーロ導入懐疑派の論拠のひとつとなってい

た。国によってはやや強引な中央銀行による

誘導が行われ金利が収れんしたのだが、この

金利低下が低迷していた欧州経済を刺激する

結果となったのは否めない。特に、金利水準

の高かったスペイン、アイルランドなどの周

辺諸国にとっては効果がありすぎて、インフ

レ傾向が出ているほどである。

いわゆるユーロ圏の中核国、特にドイツ、

４．ユーロ導入の欧州経済に与える効果

注２ ユーロ圏輸出入価格、工業受注、建築許可、個人貯蓄率などの収入の使途
注３ 米国ではマネーサプライ、市中銀行貸付などの統計は毎週、ユーロ圏では毎月
注４ ユーロ圏では例えば１時間当たり賃金の統計は米国より１０３日遅い。
注５ ＤｅｕｔｓｃｈｅＢａｎｋＲｅｓｅａｒｃｈＦｒａｎｋｆｕｒｔＶｏｉｃｅ”９９年１１月１５日、２９日付
注６ ＦｒａｎｋｆｕｒｔｅｒＡｌｌｇｅｍｅｉｎｅＺｅｉｔｕｎｇ２０００年２月２２日付
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イタリアは、アジアなど世界経済の混乱の影

響を受け、景気回復が出遅れていたが、９９年

の後半からユーロ安の影響もあって外需主導

の回復が始まった。

ユーロ導入後１年がたち、ようやくユーロ

圏の景気動向も方向性がそろってきたわけで

あり、ＥＣＢの共通金融政策も効果をあげや

すい環境になりつつある。

（２）企業経営の面ではＭ＆Ａが活発化

ユーロは９９年からスタートしたが、会計、

納税などすべての面がユーロで行われるのは

ユーロ現金の流通が始まる２００２年１月を待た

ねばならない。したがって、特に中小企業で

は企業経営への表立った影響はまだみられな

い。

しかし、特に大企業については、欧州企業

による国境を超えたＭ＆Ａ（企業の買収・合

併）の動きが、ユーロの発足を機にさらに活

発化している。これまで競争よりも安定を選

ぶといわれた保守的な欧州企業も来るべき競

争に備えつつある。

ＫＰＭＧの調査によると、９９年に合意され

た国境を越えたＭ＆Ａの総額は７，９８０億ドル

に上る（９８年は５，４１０億ドル）が、このうち

７３％にあたる５，８２０億ドル（９８年は３，２７０億ド

ル）が英国を含めた西欧企業によるものであ

る。国別の買収額をみると、１位は英国

（２，５４６億ドル）、２位は米国（１，５６４億ドル）、

以下ドイツ（９２７億ドル）、フランス（９２２億

ドル）、オランダ（４３７億ドル）、スペイン

（２５４億ドル）と続く。また、案件ごとの買

収額では、１位は英国携帯電話大手のボーダ

フォンによる米国エアタッチ・コミュニケー

ションズ買収（６３９億ドル）であり、以下１０

位までのうち９件が西欧企業によるＭ＆Ａが

占めている。

（３）ユーロ建て社債市場の急成長

９９年のユーロ建て債券市場で最も注目され

たのは社債市場の急成長であった（表３参

照）。ＥＣＢは９９年上半期の大型のＭ＆Ａに関

連した社債発行で、社債市場は勢いがついた

としている注７。これだけの金額を従前の各国

市場で調達するのは困難であったとみられ、

ユーロ建ての債券市場の大きさが大型のＭ＆

Ａを促進したという面も指摘されている。

投資家の投資姿勢もユーロ建て社債市場の

成長に貢献したとＥＣＢは指摘している。具

体的には、①従来は高利回りのユーロ圏内国

債に投資していた機関投資家が、国債金利の

収れん（低下）に伴い、投資対象をより利回

りのいい社債に換えてきていること、②年金

基金、投資信託などの投資が社債市場に向

表３ ユーロ建て債券発行額の推移

（単位：百万ユーロ）

９９年Ｑ１ ９９年Ｑ２ ９９年Ｑ３ ９９年Ｑ４ ９９年合計

国債 ２０６，５７９ １６０，３６３ １４４，９６９ １０９，３３６ ６２１，２４７
その他公共債 １８，４７３ ２２，０５８ １７，７３８ １２，２２９ ７０，４９８
プファンドブリーフ（抵当債券） ８９，３３８ ７２，２７８ ６７，０１６ ６５，９９８ ２９４，６２９
金融債 ６６，６３７ ８３，０２６ ７１，６２０ ５８，９６０ ２８０，２４３
社債 ２５，３６６ ４２，９４１ ３７，１６８ ３４，８１５ １４０，２９０
〈合計に対する社債のシェア〉 （６．２％） （１１．３％） （１１．０％） （１２．４％） （１０．０％）
合計 ４０６，３９３ ３８０，６６６ ３３８，５１０ ２８１，３３８ １，４０６，９０７
（出所）欧州委員会

注７ ＥＣＢＭｏｎｔｈｌｙＢｕｌｌｅｔｉｎ２０００年１月Ｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｒｏｌｅｏｆｔｈｅｅｕｒｏ”
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かっていること、③従来、貸し付けや非募債

引き受けというかたちで投資していた保険会

社が社債市場に投資していることが挙げられ

ている。

（４）株式市場の変革の動き

株式については、各国の税制、商法、会計

制度などのちがいを理由に、ユーロ導入によ

り直接大きく変化することはないとされてい

た。しかし、欧州の証券取引所の市場統合の

動き、新市場（ベンチャー市場）の活発化な

ど、変革の動きが出てきている。

ロンドン、フランクフルト、パリなど欧州

の８つの証券取引所は９９年９月証券市場の統

合について合意した。しかし、その後取引所

間の主導権争いにより、市場統合の青写真は

報道されるたびに変わるという状況である。

２０００年３月には、８取引所のうちパリ、アム

ステルダム、ブリュッセルが合併し、ロンド

ンに次ぐ欧州第２位の「ユーロネクスト」を

設立することを発表した。この動きから欧州

の取引所が統合に向かうのか、それとも欧州

内での勢力争いが当分続くのか、目の離せな

い展開となっている。

（１）ユーロ安をどうみるか

ユーロの対ドル為替レートは２０００年１月末

から下落の勢いを早め、２月、３月と常に対

ドル等価を割り込む記録的安値となっている。

当地のエコノミスト、商工会議所、労組など

にヒアリングしたところ、ユーロ安が景気回

復を助けるという積極的な面を評価し、輸入

コスト増によるインフレについてはあまり心

配がいらないとする人がほとんどであった。

その根拠としては、①輸出が輸入より額が大

きいため、輸出のプラスの効果が輸入のマイ

５．ユーロの国際通貨としての役割

ナスの効果を相殺して余りあること、②電気

通信分野などの規制緩和によるコスト低下が

物価面でも好影響をもたらすこと、③ドイツ

ではユーロ圏、および自国通貨をユーロ相場

にリンクさせている中・東欧諸国などからの

輸入が多いため、ユーロ安による悪影響が比

較的小さくなること、を挙げていた。

ただ、ユーロ安がユーロの通貨としての威

信を落とし、ユーロ圏の国民とこれからユー

ロ圏に入ろうとする国の国民に心理的悪影響

を与えるのではないかという意見もあった。

現に、もともと反ユーロ感情の強い英国では、

ユーロ安により国民のユーロ反対の意見が増

えていると伝えられている。ＥＣＢの最近の

政策をみると、通貨としての威信、心理的影

響も重視し始めたということがうかがわれる。

（２）国際金融市場でのユーロの地位の変化

ユーロ圏は９８年に世界のＧＤＰの１５．５％

（米国２０．８％、日本７．４％：９８年）、世界の輸

出額の１９．６％（米国１５．０％、日本８．５％：９８

年）を占める米国と並ぶ巨大な経済圏であり、

その通貨であるユーロには国際通貨としての

重要な位置を占めるものの、いまだその地位

が急上昇する兆しはみえていない。

国際決済銀行（ＢＩＳ）によると、為替取引

のユーロのシェアは９８年から９９年にかけてほ

とんど変化していない注８。９９年１０月のユーロ

・ドル取引が為替取引全体に占めるシェアは、

９８年４月のマルク・ドル取引のシェアとほぼ

一致している。ユーロ・円取引のシェアは非

常に小さなままである。対中・東欧通貨では

ユーロはマルクの地位をそのまま引き継いで

いる。

一方、国際的な債券市場では、９９年最大の

でき事はユーロ建て債券発行額の急増である。

ユーロ建て債券の純発行額は９８年の２，２１３億

ドルから９９年には５，２２３億ドルと倍以上に増

注８ ＢＩＳＱｕａｔｅｒｌｙＲｅｖｉｅｗ：２０００年２月”ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＢａｎｋｉｎｇａｎｄＦｉｎａｎｃｉａｌＭａｒｋｅｔＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ”

９ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４



え、ドル建て発行額４，７０１億ドルを上回った

（表４参照、９８年はユーロ圏通貨による発行

額）。ユーロ建て発行額の急増はもっぱら欧

州の発行体の発行増の寄与するところが大き

い。欧州以外の発行体はあまりユーロ建ての

発行に興味を持っていないとＢＩＳは分析して

いる。新規発行におけるシェアの変化にもか

かわらず、９９年末の残高で見るとドル建て４７

％、ユーロ建て２９％と９８年の数字とあまり変

化はしていない（９８年：ドル建て４６％、ユー

ロ建て２７％）。

なお、中・東欧諸国のなかには、自国の通

貨とユーロとの間に固定相場制、カレンシー

ボード制など何らかの関連付けを行っている

国、あるいは、そういう関連付けを行わず為

替相場を自由にしていても、対ユーロの為替

相場を意識した金融政策運営を行っている国

が多い。こうした国々は既に準ユーロ圏の地

位にあり注９、物価上昇などユーロ安の弊害を

こうした国々からの輸入が緩和しているとい

える。

ここまで経済的視点でユーロのこの１年を

論じてきたが、ユーロは経済的理由のみなら

ず、政治的理由からも導入が急がれたという

ことを忘れてはならない。経済的理由だけで

は、独自の財政を持った１１の主権国家を抱え、

言葉の問題から労働力の移動が自在に行われ

るとはいえないユーロ圏は「最適通貨圏」で

はなく、通貨統合は極めて困難であるといわ

ざるを得ない。にもかかわらずユーロが導入

されたのは、常に世界大戦の火元になってき

た欧州が政治的安定を求めるという願いから

きているところが大きい。

その点では、英国は大陸欧州の諸国とはか

なりの温度差があり、英国でのユーロ報道が

一貫して批判的であることもそれを反映して

いる。ユーロとＥＣＢの動向を見るには欧州

大陸からの報道をチェックする必要がある。

ユーロ導入前の英国の報道は一貫して９９年か

らのユーロ導入を危ぶむレポートを送り続け

た。これがわが国の論調をミスリードしたこ

とは否めないことを強調しておきたい。

（藤田博一）

終わりに

表４ 通貨別の地域別国際債券市場の純発行額

（単位：１０億ドル）

９８年 ９９年

欧州
米ドル
ユーロ
合 計

６８．６
１５６．５
２５４．０

３２．８
４２５．８
５３６．１

北米
米ドル
ユーロ
合 計

２５７．２
２４．８
２９６．９

３８３．８
３４．８
４２５．８

その他
米ドル
ユーロ
合 計

８３．７
３９．９
１２７．６

５３．５
６１．８
１２３．５

合計
米ドル
ユーロ
合 計

４０９．４
２２１．３
６７８．５

４７０．１
５２２．３
１０８５．４

（注）９８年はユーロ圏通貨による発行額
（出所）国際決済銀行

注９ ＥＣＢＭｏｎｔｈｌｙＢｕｌｌｅｔｉｎ２０００年１月
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社会民主党政権下における
失業問題への取り組み（ドイツ）

ドイツ連邦政府は、９９年６月、欧州委員会

に対し「雇用政策への行動計画―１９９９年」を

提出した。同計画は、シュレーダー政権にお

ける雇用拡大に向けての指針と基本政策をと

りまとめたもので、ドイツの新たな経済・財

政政策を方向付けるものである。

「雇用政策への行動計画―１９９９年」ではまず、

「雇用政策でのダイナミックな進展を図るに

は、競争力の強化と旧構造の近代化が重要で

あり、そのためには経済と社会の幅広いコン

センサスが必要である」と述べられている。

そのために、政府として、第１に「企業・労

１．「雇用政策への行動計画―１９９９年」
を指針に

組・政府による雇用同盟を通じた合意が即時

に政策に反映されること」、第２に「過去の

労働市場政策にあった一貫性の欠く、政策に

落差の大きい受け身的な給与補助政策に代え

て、恒常的な努力と積極的な政策を優先する

こと」、第３に税制・社会保障制度に関連し

て「労働意欲を強化し、投資の促進、社会的

公正の再構築と環境保護的な利点を考慮した

雇用促進策に発展させること」を、具体的な

方針として示している。これら方針のもと、

シュレーダー政権は、企業、労組、政府から

なる「雇用のための同盟」を立ち上げ、戦略

の中核にしながら、失業問題への取り組みを

進めている。

９８年１１月、着任早々のシュレーダー首相（社会民主党：ＳＰＤ）は演説の中で「新政府

の最優先課題は失業問題との戦いである。今世紀最大の失業問題の解決は、社会において

活動する全ての人々の協力が必要である。税制、財政歳出の削減、投資、賃金政策などが

（雇用拡大に向けて）相互に補完していかなければならない」と語った。その後、シュ

レーダー中道左派政権は「雇用のための同盟」を早々に立ち上げ、この同盟を失業問題解

決に向けての戦略の中核に据えている。本レポートでは、社会民主党政権によるドイツで

の失業問題への取り組みが、どのような方向を辿ろうとしているのかについて、特に直接

雇用拡大に結びつく政策を中心に探ってみたい。

ハンブルク分室
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ドイツでは首相が労使協調にイニシアチブ

を発揮することは、伝統的な政治手法となっ

ている。旧コール政権時代の「政治・労働・

経済トップによる官邸協議」にあるように、

ドイツ社会では議会のほかに、国民的コンセ

ンサスを政府仲介のもと労使間の協議で図る

システムが定着している。この背景には、ド

イツの憲法である「基本法」には、雇用・賃

金政策における労使の自主決定権が保障され

ており、政治の直接的な介入は許されていな

いことがある。シュレーダー首相は、同じよ

うな労使自主決定制度を持つオランダが、雇

用拡大の点で目覚ましい成果を挙げたことに

注目し、選挙前から旧コール政権時代の官邸

協議を雇用同盟に発展させ、労使間の自主的

な相互の合意に基づいた共同行動を目指すこ

とを提唱していた。

シュレーダー首相は、９８年１１月に「雇用の

ための同盟」をスタートさせた。この同盟で

は、最上部に企業・労組・政府の代表からな

るトップ協議があり、その下に各テーマごと

の研究部会が常設された。これら各部会では、

政府・労働・経済団体の推薦による代表や学

術・研究機関の代表が召集され、独自或いは

他の研究・学術機関に委託するかたちでテー

マ別に調査が行われている。

テーマ別の研究部会については、まず調査

指導部と海外制度比較調査部があり、そのう

ち調査指導部には、職業訓練／継続教育部会、

労働時間部会、税制部会、東部ドイツ再建部

会、生涯就労時間／前倒し年金制度調査部会、

年金・失業保険部会、健康／介護保険部会、

そして特別専門部会として解雇示談金問題部

会と専門／テーマ討議部会の７研究・２特別

部会が存在している。各研究部会はさらに

テーマごとに分かれ、調査研究と報告を行っ

ている。

２．「雇用のための同盟」を通じた
労働市場の改革

これまでに研究成果を提出したのは、職業

訓練／継続教育部会のみであるが、同報告は

最近、冊子にまとめられ公表された。これら

の調査結果は、さらにトップ協議に持ち込ま

れ合意・決定される仕組みになっている。

（１）利害が対立する労使

９９年２月２５日に開催された第２回協議にお

いて、雇用者側の代表であるドイツ経営者連

盟（ＢＤＡ）のフント会長は、「オランダやイ

タリアでも雇用のための包括合意として低め

の賃金政策で合意」している点を指摘、賃金

引上率の設定を議題に含めることを求めた。

また、労働協約について「経済分野、地域間

における経済格差等を考慮した上で、それぞ

れの分野、地域での自主決定余地を増やすよ

うな柔軟な方向付け」を提唱した。これに対

して組合側は、「賃金率の大枠設定の提唱は、

同盟継続を困難なものにするだけ」とし、

「経済的な数字について論争するならば、賃

金率だけではなく利潤も問題になる」（金属

産業労働組合〈以下ＩＧメタル〉のツヴィッ

ケル委員長）と反発をみせた。一方、労働側

は雇用拡大策の一環として、前倒し年金制度

導入を提唱。ツヴィッケル委員長は「６０歳か

らの前倒し年金制度導入で、向こう５年で若

年就労者への新規雇用を１４０万人増やせる」

と主張し、同制度は２０００年の春闘の最大争点

となった。

（２）賃金問題が議題に

７月６日の第３回協議では、賃金問題を初

めてトップ協議の議題にすることで合意し、

新たな展開をみせることになった。高齢就労

者のための嘱託・パートタイマー制の規制緩

和措置と法改正（６０歳定年制の再導入の可能

性、パートタイム就労への刺激策）、職業訓

練職の拡大・上積みなど、具体的な合意もな

された。これら合意は、法改正の手続きと議

会承認を経て、既にほとんどが実施に移され
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ている。

また、ＢＤＡとドイツ労働総同盟（ＤＧＢ）

は、１１項目の共同テーゼを発表した。本テー

ゼでは①中長期にわたる労使相互による信頼

できる賃金政策が求められること、②労働協

約の事業所レベルにおける柔軟な適応に向け

て努力すること、③賃上げに於ける労使自主

決定権は不可侵でありながらも、予算・財政、

社会保障、そして賃金政策の分野で（同盟の

参加者は）共同して雇用拡大、国民経済発展

の方向に向かうこと、がうたわれた。

雇用同盟１年目を迎えた第４回協議では、

実習職や長期失業者対策など、地域ごとに実

施されるモデルの設定と拡大措置などで一定

の合意に至った。しかし、２０００年度の労働協

約と賃上げのアウトライン設定をめぐり、労

使が再び対立することになった。

２０００年１月９日に開催された第５回協議で

は、この問題で突破口的な合意がなされた。

同協議では、経済見通し、生産性、給与体系、

利益率、および物価上昇率などを踏まえて賃

金政策に関する集中的な討議がなされた。そ

の結果、「長期的労働協約」（最低２年以上の

協約期間）締結に向けて努力することが合意

された。さらに、賃上げ率をめぐっては、従

来のような物価上昇率に生産性の伸び率を加

算する方式ではなく、経済全体の生産性の伸

び率のみを考慮に入れた、しかも各産業分野

ごとに必要な格差を持った賃上げに向けて努

力することが合意された。これは事実上の超

包括労働協約ともいえ、歴史的なタブーによ

り踏み込んだ内容となっている。

こうした労使間の同盟での合意等を踏まえ、

シュレーダー政権は、雇用・失業対策として

「１００日間緊急プログラム」を手始めに、「若

年失業者への緊急プログラム」、パート就労

等の社会保障面での整備、労働促進法、社会

構造適応法、年金制度改革などの法改正、お

３．同盟の合意を基に進む雇用拡大策

よびこれと関連した他の社会保障制度上の措

置など矢継ぎ早に法案を発表し、実施に移し

ている。

まず、９８年１０月の「１００日間緊急プログラ

ム」では、９６年コール政権時代に改正・緩和

された雇用保護法と病欠時の給与継続保障規

定を、改正前の状態に戻した。９９年１月には

「若年失業者への緊急プログラム」をスター

トし、同８月には就労促進法等の改正を実施

に移している。これら措置の内容は、雇用拡

大に向けての社会基盤の整備、社会的公正を

目指しての是正や福祉社会の再生なども含ま

れている。また政府は２０００年からの改革とし

て、年金制度の構造的改革、現代の労働市場

に適応させるための労働促進法の全面改正、

より具体的で柔軟な対応を目指した事業所組

織法の改正などを計画している。「雇用のた

めの同盟」の合意に基づいて、実施されてい

る主な雇用拡大策とその現状を以下のとおり

紹介する。

（１）若年層の実習職・就職斡旋を強化

「能力があり、意欲のある若者１人１人に、

実習職を」（シュレーダー首相）を合い言葉

にした「若年失業への緊急プログラム」

（「ジャンプ」）は、「雇用のための同盟」で

まず最初に合意されたものである。実習・訓

練職受け入れ体制の強化にあたる行動プログ

ラムは、プログラム成立時に予定された１０万

人を大きく超過し、９９年の１０月末現在で１９万

４千人となり、実習職、あるいは実習職に就

いた以後、失業者となった若者たちに職を斡

旋した（労働省公報、数字は９９年１０月末時

点）。同プログラムは引き続き今年も実施さ

れる。

ドイツの教育システムでは、医師の資格取

得にインターン制度があるのと同じように、

他の多くの職種にも実習・訓練制がある。多

くの場合、同期間は専門資格取得の上で必修

となっており、一定期間内これを行い、専門
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資格を取得後に正規雇用契約を結ぶのが通常

である。ところが企業は最近、合理化の一環

として人員削減をすすめ、実習職を雇い入れ

なくなった。この傾向はとりわけ東部ドイツ

地域で強まり、若年層の失業が深刻な問題と

なっている。政府は同緊急プログラムに２０億

マルクの予算（欧州委員会からの雇用基金は

そのうち６億マルク）を裂き、連邦労働・社

会省は各州地域の労働局と提携し、実習職斡

旋を強化した。この緊急プログラムは「雇用

のための同盟」でも確認され、とりわけ各州

商工会議所と連携し、企業・事業所への実習

職紹介への努力を行っている。

こうした努力の結果、９９年１０月末時点での

若年失業者数は、前年同期比で６．３％減少し

た。取り組み開始以来、労働局による同職探

しの相談は８１万１千件に上り、斡旋を受け入

れた若者のうち３８％が東部ドイツ地域からで

あった。

（２）高齢者パート就労を促進し若年層の

雇用を拡大

高齢者パート就労法は、高齢就労者の職を

若年層にスムーズに移し、若年層の新規雇用

を促す目的で改正された。本人の意思に基づ

いて高齢者従業員をパート・嘱託職にし、そ

の代わりに新規雇用者を雇い入れる。パート

・嘱託職になり労働時間が減っても、正規就

労時の給与レベル、年金や社会保障費を維持

できるよう、労働局が助成するというシステ

ムになっている。

同法は、やはり「雇用のための同盟」トッ

プ協議で合意された内容をもとに政府が改正

の手続きを行い、９９年１２月１７日の連邦参議院

最終議会で承認、２０００年１月１日から実施さ

れている。同改正内容は、これまで正規職が

条件であったが、最初にパート・嘱託職（月

６３０マルクまでの微収入パート職を除く）と

して就労していた場合も、高齢者パート就労

（５６歳以上）規定の対象とすることができる。

ただし、同助成を申請するには失業保険の掛

け金支払いを継続することが条件となる。こ

れは既に高齢である失業者を再雇用に引き入

れた場合を考慮している。

また、同改正前は、５０人以下の従業員を雇

用する企業が同助成を労働局から受けるため

には、パート職への切り替えで生じた空席に

新規雇用した場合に初めて、助成金が支給さ

れていた。しかし同改正後は、同一企業内の

他の職種でも新規雇い入れを行えば、同助成

金は支給されるようになった。一方、５０人以

上の従業員を抱える企業では、高齢者パート

職への切り替えとそれに伴う新規雇用が、同

じ部署（製造・購買・営業部など）内であれ

ば認められる。また、例えば高齢者が管理職

であっても新規に雇用がなされれば、実習生

であれ失業者であれ、被雇用者のランクに区

別なく助成の対象となる。リースター労働社

会相は「これにより前倒し退職を計画してい

る就労者の退職をスムーズにし、同時に新規

雇用への促進を図ることができる」と述べて

いる。

このようにパート就労促進に向けての法的

整備が進められる中、今年の春闘では、金属

・電機産業において（熟練・若年労働者間

の）「雇用の掛け橋」制度が導入された。こ

の制度は従来の合意規定にあった高齢就労者

のパート就労規定を発展させたもので、希望

するフルタイムの就労者に、５７才から最高６

年間にわたるパート就労（嘱託化）への切り

替えの機会を与えるものとなっている。なお、

法的年金が６５才満期であるため、年金前倒し

支給の場合、１ヵ月につき０．３％減率される。

この制度の場合、５７才から６年間のパート職

に就いた場合は６３才で年金を受給することに

なり、６５才までの２年間分が減給される。そ

こで、同制度では雇用者側の負担により、年

金目減り分の補てんとして、毎月４５０マルク

が最高４８ヶ月間支給されることになっている。

さらに、パート職への切り替えによる収入減
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少に対しては、パート化により生じた空席を

５年以内に新規雇用で埋めることを条件に、

フルタイム時の給与の２０％が労働局から助成

される。

新しい制度は、ＩＧメタル側が当初主張し

た６０歳定年制の導入により、半強制的に高齢

就労者と若年就労者との入れ替えを促進させ

るのではなく、「雇用のための同盟」での合

意に従い、高齢就労者のパート化促進を通じ

て、若年層の雇用拡大を図ろうとするものと

なっている。

（３）人材斡旋業を支援

このほか、今年から実施に移された制度と

して、人材斡旋業に対する支援がある。失業

生活扶助を受け取っている１年以上の長期失

業者に、就労契約６ヵ月以上の職場を斡旋し

た場合、労働局からその第３機関（労働・人

材斡旋企業）に報酬が支払われる制度が９８年

１月から実施されている。本措置は当初９９年

までとされていたが、その後２００１年末までに

延長された。報酬額は１人につき６ヵ月以上

の雇用契約で４，０００マルク、９ヵ月以上では

さらに１，０００マルク上乗せされ５，０００マルクと

なっている（今までは２，０００～４，０００マルク）。

（４）長期失業者への取り組みが課題

ドイツの場合１年以上の長期失業者が失業

者全体の３２％（９８年連邦統計）を占めており、

中でも母子家庭などの婦人が多い。政府は直

接の給与助成措置には概して消極的であるが、

長期失業者への給与助成制度は必要という立

場を取っている。これら長期失業者は１年の

失業保険支給期間が切れると、失業手当に切

り替え、この期間が切れると生活扶助を受け

るようになり、就労を通じての社会復帰がま

すます困難になっている。この傾向は欧州全

体にほぼ共通しており、欧州委員会の雇用促

進指令でも同問題の解消は緊急課題となって

いる。

長期失業者への職業教育や再就職対策では、

労働官の家庭訪問相談を含め多くの特別対策

モデルが労働局や地域、事業所でテストされ

ている。学歴や資格不足のため再就職が困難

な者や、１年以上の長期失業者に対し労働官

が家庭訪問を行うなどの、ザールランド、ラ

インラント・プファルツ州で行われている

「マインツ・モデル」を拡大し、労働局を通

じた再就職促進を行っている。

（５）冬季悪天候を原因とした建設業界の

失業打破

昨年６月、シュレーダー首相自らが、建設

業界の労使を仲介してとりまとめた「悪天候

保障手当制度」についての合意は、１１月５日

の連邦参議院で原案通り承認され、１１月１日

に遡って実施に移されている。

同制度は、冬期の悪天候を原因とした建設

業界の高失業の打破を目的にスタートした。

雇用者側にとっては冬期の悪天候による就業

停止期間の経営上のリスクを防ぎ、被雇用者

側にとっても解雇のリスクを減少させること

を狙っている。被雇用者は年間に最高３０時間

の労働時間を、残業時などを利用して貯蓄し、

冬季に悪天候で発生する休業期間に振り充て

る。休業期間が３０時間を超えた場合、１００時

間までは「冬期休業手当」として名目給与の

６０％が、雇用者側負担の冬期割当金基金から

支給される（付帯する社会保障費掛け金も、

同基金から全額掛け金を支払う）。この基金

はいわゆる準備金で名目給与の１．７％を雇用

者側が積み立てる。休業期間が１００時間を超

える場合、「冬季休業手当」は労働局が負担

する。さらに、被雇用者が労働時間の貯蓄を

進めるように、インセンティブとして政府か

ら１時間当たり２マルクの助成が給付される。

雇用者側は、悪天候を理由とした解雇は一切

認められず、規定違反と分かった場合、解雇

処分は取り消しとなり、労働局から支給され

た手当支給分全額を雇用者が返納しなければ
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ならない。規定の遵守は労働官による冬期建

築委員会で監視される。同規定の実施結果が

及ぼす労働市場への影響は、２年後に報告さ

れることになっている。

こうした失業減少に向けた政府の法的措置

は、経営側、労働側および連邦労働局が、悪

天候によるリスクを将来ともに共有し、建設

業界の労働協約を通じた自主性を保持した上

で、政府が雇用促進を刺激する方向で助成を

行う仕組みになっている。これは、「従来型

の受け身的な支出策に代えて、恒常的な努力

と積極的な政策を優先する」という新政権の

典型的な戦略といえよう。

（６）新産業は人材不足

一方、こうした中で「雇用のための同盟」

でも問題となり、今後の行政措置として注目

されているものに、メディア・情報通信など

新産業、とりわけコンピューターやインター

ネットのプログラマーなどの専門家不足があ

る。目下、シュレーダー首相は外国人就労規

制を緩和して西欧以外からの人材確保を提案

している。これについてはブルマン教育・科

学相はアジア・東欧諸国からの外国人に関し

て「国内の教育・人材育成が軌道に乗るまで、

期限付きでの労働許可を認める必要がある」

とするが、リースター労働社会相は「どのよ

うな人材と技術能力が実際に必要であるのか、

また本当に国内で人材不足なのかどうかを調

査する必要がある」と単純な外国人への就労

緩和には批判的である。今年は教育制度の改

革が本格化するが、情報技術産業分野では海

外からの労働者を受け入れる可能性が高い。

これまで連邦レベルでの失業問題への取り

組みをみてきたが、雇用拡大に向けての政府、

企業、労組間における同盟の例は、地域レベ

ルでもみられるようになっている。

４．地域における雇用拡大に向けての
取り組み

フォルクスワーゲン本社（以下ＶＷ社）の

あるニーダーザクセン州ヴォルフスブルグ市

では、ＶＷ社と共同で雇用確保と失業解消の

ために人材派遣企業「ヴォルフスブルグ

ＡＧ」を設立した。ＶＷ社を中心に一括的労

働協約に反しない範囲で、企業の雇用環境整

備に寄与することを目指し、通常の就労者や

パート職の斡旋を行っている。

今年になってＶＷ社は、今後自動車需要の

頭打ちが見込まれることを理由に、ヴォルフ

スブルグＡＧから受け入れた期限付き就労者

２，０００人の解雇を発表した。同社の労働評議

会はこの決定を不満として、会社側との折衝

を続けていたが、２月１１日の交渉で最終的な

合意に至った。それによれば、合意時ＶＷ本

社に１，７３８人いる期限付き就労者のうち７８９人

を、本社工場の正規従業員として採用するほ

か、さらに１００人をハノーバー工場にて継続

雇用することで合意した。残りは一度ヴォル

フスブルグＡＧに戻り、新たな職場に赴く可

能性が残されている。

全ＶＷ社労働評議会のクラウス・フォルケ

ル委員長によれば、当初、ヴォルフスブルグ

工場では期限付き就労者は３，０００人いたが、

２，０００人が既に正規雇用に切り替わっている。

その後も期限付き就労者を雇い入れ、２０００年

４月時点で、同社のドイツ国内６工場で

３，０００人ほどいるが、このうち１，３００人程度に

ついて、各事業所ごとの労働評議会を通じて

正規採用の可能性について経営側と協議を進

めている。既にカッセルのバウナタール工場

では期限付き就労者３６０人のうち１７０人が正規

雇用に切り替わった。

一方、ＶＷ社は新規の雇用拡大を時短政策

や残業時間の貯蓄制度などを通じて進めてい

る。同社では、組立工場で２８．８時間制、研究

開発や事務職では通常通り３５時間の就労時間

制度をとっているが、新規雇用が拡大するよ

うに、ほとんどの残業時間が貯蓄制度を通じ

て休暇に振り替えられる傾向にある。このよ
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うな措置が可能となる背景には、同社の労働

者側が雇用拡大に向けて極めて柔軟な態度を

取っていることが挙げられよう。担当の労働

評議会ハンス－ユルゲン・ウール代表によれ

ば、同社の組合組織率は９０％であり、「収入

増が望めなくなることに対して、不満を持つ

ような従業員はいない」という。

こうした、ヴォルフスブルク市・ＶＷ社の

職場斡旋モデルにみる新規雇用への方法は、

化学産業大手のＢＡＳＦ社などでも展開されて

いる。このほか、多くの中小企業においても、

企業レベルで、何らかのかたちで雇用同盟が

導入されている。これら中小企業の例は「経

営難の時の特別規定」の適応がほとんどであ

り、特別手当のカットや一定時間の残業分を

雇用を確保にまわすといったシステムを導入

している。

シュレーダー政権成立以後、「雇用のため

の同盟」を通じて賃金政策や労働市場に関す

る各種政策の点で重要な合意がなされた。ま

た、実習職や若年層の失業問題については目

標を上回る成果がでている。こうした努力の

結果、税制改革や社会保障改革による賃金付

帯コストの切り下げ、国内景気の向上などと

も相まって、失業問題はある程度改善されつ

つある。２０００年度の政府経済見通しにおいて

も、一層の失業者数の減少が見込まれており、

年平均の失業者数は９８年には４３０万人弱で

あったのが、９９年には４００万人弱に、さらに

２０００年には３９０万人台に減少する見通しであ

る。しかし、総選挙前にシュレーダー首相が

５．注目される今後の同盟の行方

約束した、失業者数を１５０万人減らすという

目標からすると、その速度は未だ十分ではな

い。今後は雇用拡大を目指して、労働市場の

さらなる弾力化を求めていくものと思われる。

また各地域や企業レベルでの雇用同盟の好例

は今後、トップ協議の動向に拘わらず数多く

出されていくものと思われる。さらに、２０００

年度は現在検討される企業減税を通じて、企

業にとっての立地条件が大枠で改善され、労

働市場が再び拡大するであろうとの期待も大

きい。

ただし、賃上げ交渉の動向によっては、労

働市場が再び冷え込む可能性もある。２０００年

の労使交渉の状況をみると、３月末の時点で、

３月２２日に妥結した化学産業界の２．２％の賃

上げを初めとして、金属・電機産業も２８日に

３．０％の賃上げで妥結。建築業界も３０日に２

％の賃上げで合意に至り、「経済見通しに沿

い、雇用拡大を方向付けた良い内容」（シュ

レーダー首相）との評価のとおり、緩やかな

賃上げ率で妥結が進んでいる。今回の春闘は、

「雇用のための同盟」が見えない拘束力を

もって、労使交渉に作用した最初の成果と

なっている。特に２０００年は、労働協約の交渉

で穏健派の化学産業が先導役を果たしており、

今後は社会民主党政権下で「雇用のための同

盟」が継続するに伴い、労使協調の中でも柔

軟派が台頭することが十分考えられよう。

シュレーダー政権の雇用拡大策が成果を上げ

ていくためには、こうした労使双方の協力関

係の継続が不可欠であり、今後の「雇用のた

めの同盟」の行方が注目される。

（植田 大）
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失業構造と企業への影響
（ドイツ）

ドイツ経済にとって失業問題は最大の政策課題である。本レポートはドイツの労働・失

業問題の実態を分析し、それが企業活動とどのように関係しているかについて、ミュンヘ

ン大学のヴァルデンベルガー（Ｗａｌｄｅｎｂｅｒｇｅｒ）教授により調査・執筆されたものである。

（１）失業統計

ドイツには失業に関して３種類の統計があ

り、しかもそれぞれの概念・手法には大きな

違いがある。最も頻繁に引用され、公の討論

などで使用されるのはニュルンベルクの連邦

雇用庁（ＢｆＡ）の統計であるが、国際的な比

較はほとんど不可能である。なぜならこの統

計は、ドイツの失業保険の特殊な概念に基づ

いて各地の労働局（職業安定所）に登録され

ている失業者のみを統計の対象としているか

らだ。従って、職業教育のための職場を探し

ている若年層は失業者には含まれず、全般的

に職業訓練生は就業者に入らない。また、年

金を受ける権利を有する人や６５歳以上の高齢

者も同様に失業者の概念には当てはまらない。

一方で、社会福祉関係立法のいう僅少労働者

（雇用期間が３ヵ月未満あるいは週１５時間未

満）が継続的または正規の職を探している場

合は、失業者に含まれる。

１．ドイツの労働市場
これに対し、ヴィースバーデンの連邦統計

局は、標本調査（サンプル・センサス）を毎

年実施して労働市場データを収集している。

連邦統計局の場合、失業者とは、報告対象週

の労働時間が１時間未満で、かつ就業を希望

している人を指す。よって、この調査は国際

労働機関（ＩＬＯ）の概念に基づく就業者・失

業率により近いものとなっている。ＩＬＯとの

主な相違点は、標本調査で失業とされた者が

すぐに職に就くことが可能か、またその意思

があるかを明確にする質問が調査に含まれて

いない点である。

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）およびＥＵは、

国際比較を可能にするべくドイツの労働市場

統計調査を行っている。この統計はＩＬＯの国

際基準に最も適合している。連邦統計局の統

計調査と異なり、求職者がすぐに職に就く可

能性と、その意志についても、明らかにされ

ている。表１は、就業者数、失業者数、失業

率について、各種の労働市場統計を一覧表に

したものである。

ミュンヘン・センター
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（２）失業の特徴

失業統計の目的は、労働市場の状況を把握

することであるが、同時に労働政策実施の緊

急度を示すことも目的に含まれる。ただし、失

業者数や失業率では、この目的を完全に説明

することはできない。職不足は、必ずしも統計

的測定による失業として現れないからである。

以下、統計がなぜ実際の労働市場を反映しな

いのかについて、主な理由を３点挙げたい。

第１に、潜在就業者の中には、長い間求職

活動をしたが職が見つからない人、またはそ

の他の理由から就業にほとんど期待をかけて

いない人も数多く含まれており、この人達は

求職活動をやめる可能性がある。そうなった

場合、この人達は通常の失業者の定義から外

れることになる。生活費が保証されていて、

どうしても仕事が必要という訳ではないが、

労働市場の状況が許す限りは多少の副収入を

得たいと考える人、特に主婦、職業訓練中の

若年層、年金受給者がこれに該当する。

第２に、生産能力が十分に利用されていな

いにもかかわらず、企業が解雇を行わない場

合は、企業の内部に失業が「隠されている」

ことになる。理由はさまざまで、法律に定め

られた解雇保護（就業者を解雇権の行使から

保護する意）規定により解雇を行えない場合、

社内の雰囲気が極度に悪化する懸念からでき

ない場合、あるいは解雇を行うことで経営者

としての手腕が疑われ、将来的に質の高い労

働力の新規獲得が困難になるという懸念など

がある場合である。

第３に、失業に関する数字は、労働政策上

の措置により「美化」されているケースが少

なくない。国の雇用創出措置、賃金補助、職

業教育・転職教育プログラム、早期退職制度

などは、民間企業の求人を促進するとともに、

求職の抑制を図ろうとするもので、労働政策

措置の典型的な例といえる。

国際比較では、上記の３つの理由の比重が、

国により異なる点に配慮しなければならない。

例えば日本では、企業に隠された失業が特に

大きいとされている。日本の場合、法律による

解雇規制はドイツや他の国と比較すると緩い

が、日本企業は解雇を避ける傾向がある。各国

の解雇保護規定に関するＯＥＣＤの最新の格

付けによれば、日本では個人の解雇保護のレ

ベルが比較的高いものの、ドイツには及ばな

い。また、集団解雇に関する規制面では、日本

では規制がかなり緩和されている（表２参照）。

法律上の解約保護規定が許容的であるにも

かかわらず、日本では他のＯＥＣＤ諸国と比

べて解雇率が明らかに低くなっている。９０年

代、東部ドイツの経済構造改革で多くの解雇

が実施されたため、９０年代の日本とドイツの

解雇率を比較すると、とりわけ大きな差がみ

られる（表３参照）。

表１ ドイツの労働市場統計の比較（９７年）

（単位：千人）
就業者 失業者 失業率（％）

ＢｆＡ統計 ３０，１３６ ４，３８４ １２．７
連邦統計局統計 ３１，３３０ ４，４７５ １２．５
ＯＥＣＤ／ＥＵ ３５，３５１ ３，９１０ １０．０
出所：経済諮問委員会（以下、五賢人委員会）年次報告書９８～９９

表２ 解雇保護規定の国際比較

個人解雇に対する
解雇保護の格付け

集団解雇に対する
解雇保護の格付け

英国 ２ １１
フランス １４ ４
イタリア ２３ ２４
ドイツ ２１ １３
日本 ２０ ２
韓国 ２６ ３
米国 １ １１
注）比較は９０年代後半。数値はＯＥＣＤ２７ヵ国中の相対的位置付けを示す。
数値が大きいほど保護規定が厳しい。

出所：Ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔｏｕｔｌｏｏｋ１９９９（ＯＥＣＤ）
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ドイツの失業者数は、手厚い労働政策によ

り実際の失業者数との差が生じている。表４

が示すように、これらの措置により２００万人

弱の失業者が統計対象から外されている。

（３）雇用と失業の推移と現状

各国と比較すると、ドイツの労働時間は非

常に少ない。労働人口（１５歳から６４歳）に占

める就業者の割合は、９８年には６８．４％だった

（表５参照）。また就業者１人当たりの労働

時間も、ドイツはＯＥＣＤ諸国と比較して少

ない。しかしながら、失業率は日本や米国と

比較すると非常に高い。

ドイツでは生産に投入される労働力が非常

に少ないため、労働力が比較的高価な生産要

素である。７０年から９５年の２５年間について国

際比較してみると、ドイツでは雇用の伸びを

所得の伸びが上回ってきたことがわかる（表

６参照）。ちなみに米国ではこれが逆になっ

ている。また、日本では、雇用と所得の両方

が大きく伸びている。その理由は、日本経済

が、この時期に研究開発集中型・高付加価値

の産業分野に生産構造をシフトすることに成

功したためである。

（４）失業の構造

失業の分布は、他国同様ドイツでも均一で

はなく、失業率の特に高いグループが存在す

る。特に高年齢層（表７参照）と、特別な職

業資格を有しない層、あるいは熟練度の少な

い層がここに該当する。例えば、９７年の職業

表３ 推定解雇率の比較（就業者全体に対する割合）

（％）
総数の割合 企業側による解雇 被雇用者側からの退職

８０年代 ９０年代 ８０年代 ９０年代 ８０年代 ９０年代
英国 ４．４ ４．４ ２．７ ２．７ １．７ １．７
フランス ３．２ ５．９ ２．９ ５．０ ０．３ ０．９
イタリア １．５ ２．７ １．４ ２．３ ０．１ ０．４
ドイツ １．６ ４．３ １．１ ２．８ ０．５ １．５
日本 １．９ ２．４ ０．６ ０．７ １．３ １．７
米国 ５．１ ４．０ ４．３ ３．１ ０．８ ０．９

出所：Ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔｏｕｔｌｏｏｋ１９９７（ＯＥＣＤ）

表４ ドイツの失業実態（９８年）

（単位：千人）
Ａ登録失業者数 ４，２７３
Ｂ統計対象から外されている失業者数 １，８８８
うち短時間労働者 ５１
雇用創出政策による雇用者 ３７４
再教育プログラム参加者 ３４９
早期退職者 １，１１４

Ａ＋Ｂ ６，１６１

出所：五賢人委員会年次報告書９８～９９

表５ 労働力参加率・労働時間・失業率の国際比較（９８年）

労働力参加率（ａ）
（％）

就業者１人当たり
労働時間（時間）

失業率（ｂ）
（％）

ドイツ ６８．４ １，５５８（ｃ）　　　　９．４
フランス ６７．４ １，６５６ １１．７
英国 ７５．６ １，７３１ ６．３
日本 ７８．２ １，８８９（ｄ）　　　　　４．１
米国 ７７．８ １，９６６ ４．５

注）（ａ）人口（１５歳から６４歳）に占める就業者の比重。
（ｂ）標準化されたＯＥＣＤデータ。
（ｃ）西部ドイツのみ （ｄ）９５年

出所：Ｅｃｏｎｏｍｉｃｏｕｔｌｏｏｋ１９９９（ＯＥＣＤ）

表６ 雇用と所得の伸び率（７０年と９５年の比較）

（％）
雇用者１人当たりの収入（ａ） 雇用者数

ドイツ ６０ １４
日本 ７５ ５９
米国 ５ ６５

注）（ａ）インフレ調整済み
出所：五賢人委員会年次報告書９７～９８
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教育を受けていない層の失業率は２０％以上で

あった。これに対し大卒の労働力人口の失業

率は５％以下と少ない。

ドイツでは若年層の失業率が他の国と比較

して低い（表８参照）。ドイツの若年層の大

部分は、旧来から続いている「職業教育の二

元制度（注）」の枠内で職業訓練のための職

場を探す。つまり、労働市場に労働力を提供

するわけではないため、連邦労働局の定義で

は就業者でも失業者でもない。したがって、

失業者を職業教育制度に吸収することが失業

対策の重要な柱となっている。職業教育を無

事終了すると、職に就く可能性は大幅に拡大

する。政府は数年前から、職業訓練の場を十

分に提供するよう、企業に熱心に呼びかけて

いる。これらの点も、ドイツで若年層失業率

が低い理由として挙げられる。

年齢や資格だけでなく、地域によっても失

業率には大きな偏りがみられる。ドイツでは

産業構造の弱い北部と東部ドイツの失業率の

高さが目立つ。これに対し、ドイツの南部２

州は失業率が低い。ドイツ統一により旧産業

が崩壊した東部ドイツでは、事態の改善のた

め、国が膨大な援助をしているが、新生産拠

点の構築までには至っていない。また、東部

ドイツの失業率が特に高い理由を考える際に

重要な点は、東部ドイツの女性の就業に対す

る態度が西部ドイツとは違うことである。東

部ドイツでは大部分の女性が仕事に従事して

いたため、現在も仕事を求める女性が多い。

従って東部ドイツでは職場に対する需要が西

部ドイツよりもはるかに高いため、その分失

業率も高くなる傾向にある。

表７ 年齢別にみた失業率

（％）
９１年 ９４年 ９７年

１９歳以下 ４．５ ７．９ １０．２
２０～２４ ５．６ ８．７ １１．９
２５～２９ ６．４ ８．２ ９．０
３０～３４ ６．７ ９．０ ９．６
３５～３９ ６．１ ８．９ １０．３
４０～４４ ５．６ ８．３ １０．１
４５～４９ ４．８ ８．６ １０．７
５０～５４ ６．７ ９．４ １２．０
５５～５９ １４．３ ２０．４ ２３．０
６０～６４ １４．１ １８．６ １８．８
全体 ６．７ ９．８ １１．７

出所：五賢人委員会年次報告書９８～９９

表８ 若年層の失業率の国際比較

（％）
８３～８７ ８８～９２ ９３～９７

ドイツ － － ９．３

旧西独
（９３～９７は
西部ドイツ）

９．６ ５．１ ８．５

フランス ２４．０ ２１．２ ２８．４
イタリア ２８．９ ２７．９ ３２．５
英国 １８．４ １３．０ １６．１
米国 １４．０ １２．１ １２．２

出所：五賢人委員会年次報告書９８～９９

表９ 労働力参加率と失業の地域構造（９７年）

労働力参加率
（ａ）（％）

失業率
（％）

〈西部ドイツ〉 ５４．８ １１．０
バーデン・ヴュルテンベルク ５４．６ ８．７
バイエルン ５６．０ ８．７
ベルリン（西） ５９．１ １６．２
ブレーメン ５７．７ １６．８
ハンブルク ５７．８ １３．０
ヘッセン ５４．５ １０．４
ニーダーザクセン ５５．８ １２．９
ノルトライン・ヴェストファーレン ５３．４ １２．２
ラインラント・プファルツ ５３．０ １０．３
ザールラント ５１．８ １３．６
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン ５６．０ １１．２

〈東部ドイツ〉 ６２．３ １９．５
ベルリン（東） ６５．８ １９．１
ブランデンブルク ６２．５ １８．９
メクレンブルク・フォアポンメルン ６３．１ ２０．３
ザクセン ６０．７ １８．４
ザクセン・アンハルト ６２．４ ２１．７
チューリンゲン ６２．６ １９．１

注）（ａ）総人口に占める就業者および失業者の割合
出所：バイエルン州経済・交通・技術省（９８）
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失業により発生する個人・家族・社会のコ

ストを深刻化させるのは、失業の期間である。

失業者が短期間のうちに新たな職をみつけら

れれば、失業率が高い場合でも、個人の精神

的負担は比較的小さいと考えられるが、失業

が長期化すると精神的にも経済的にも負担は

大きい。ドイツでは、失業者全体に占める長

期失業者（１年以上継続して失業）の割合が

７０年代半ばの約１５％から９８年には３５％以上に

増加している。

（１）合理化戦略と失業

前章において、ドイツの労働時間は他国と

比較すると少ないという結果が得られた。理

由は人員削減と労働時間の短縮にある。ドイ

ツでは９２年から９７年の間に２００万以上の労働

者が解雇された。しかし、ドイツよりも深刻

な不況下にあった日本では、全く同じ時期に

３００万近くの雇用が新たに創出されている。

人員削減は、ドイツ企業の投資の伸びが国

際比較でも決して低くない（五賢人委員会

９８）ことからも意外に思える。この点につい

て、ドイツ企業の大部分の投資は労働を資本

で代替するために行われた、ともいわれてい

る。９８年をみても企業の投資活動の主な動機

は「合理化」、すなわち労働の資本による代

替にあった。これに対して、生産能力拡大は

投資の動機付けとしては重要視されていない

（五賢人委員会９８）。

企業はなぜ労働を資本で代替しようとして

いるのか。その背景として考えられるのは労

働コストである。前章でみたとおり、過去２５

年間の労働所得は、米国よりもドイツが大幅

に伸びている。所得の伸びと同時に、いわゆ

る「労働単位コスト」も上昇したが、その幅

は日本や米国と比べるとかなり小さい（表１０

参照）。

労働単位コストとは、付加価値総額に占め

る被雇用者所得の割合を示す。従業員１人当

２．企業への影響

たりの所得の伸び率が平均労働生産性の伸び

率を上回ると、労働単位コストは上昇する。

ただし、この数字の解釈には注意を要する。

労働単位コストの上昇は、所得分配政策の影

響を受けた賃金交渉の結果である可能性があ

る。その場合、コスト上昇は外生要因が企業

に影響を及ぼした結果である。しかし、労働

単位コストの上昇は、生産の資本集約化が進

んだために、生産要素の一つである労働が相

対的に不足した結果である可能性もある。こ

の場合のコスト上昇は内生要因による。この

２つの解釈を区別するうえで重要なカギとな

るのは、失業率の推移が労働単位コストの推

移と平行することである。７０年代以降上昇し

続けているドイツの失業率は、労働単位コス

トが主に外生要因によって上昇したことを示

す。これに対して、同じ時期に低い失業率を

維持してきた日本では、企業の内生的な投資

戦略に起因して労働単位コストが上昇したと

みられる。

ドイツの労働コストの推移に関して注意す

べき点は、企業の費用負担が常に増大してい

るにもかかわらず、被雇用者が実際に受け取

る金額の割合が低下していることである。労

働コストの総支出と被雇用者の収入（手取り

ベース）を比較すると、その格差は次第に拡

大する傾向にある。７０年代初めはその格差が

１．６倍であったが、９８年の西部ドイツの労働

コスト総支出は、被雇用者の総収入の２倍以

上にも達している。その要因は、生産要素と

しての労働に課される公課・租税負担の増大

である。このことは、資本投入よりも労働力

表１０ 労働単位コストの推移（年平均伸び率）

（単位：％）
７１～８１ ８２～９１ ９２～９８

米国 ７．５ ３．９ ２．１
日本 ９．４ １．７ １．０
ドイツ ５．７ ２．３ １．０
ＯＥＣＤ ９．９ ４．４ ２．１

出所：Ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔｏｕｔｌｏｏｋ１９９９（ＯＥＣＤ）
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投入の方が、公課・租税負担をアンバランス

に大きくすることを示している。他国と比べ

てドイツの労働コストが高くなった主な原因

は、租税負担の増大にある。

（２）企業収益と失業

ドイツの失業は、増大する労働コストを回

避しようとする企業の行動のみに起因してい

る訳ではなく、企業が十分な収益を見込めな

い結果でもある。収益が見込めなければ、合

理化措置で解雇をすすめるため、結果的に十

分な雇用を創出することができなくなる。収

益見込みの重要な指標となるのは、企業の現

在の収益状況である。９３年の景気後退以後、

ドイツ企業の収益はかなり回復してきたが、

８０年代末の水準には達していない。収益はあ

る程度回復したものの、労働市場には現在の

ところ変化はみられない。９３年以来、西部ド

イツでは失業率が継続的に上昇し、８７年の基

準値を大きく上回っている。

９４年以降に収益は改善の兆しをみせている

が、明らかな雇用の拡大には至っていない。

ドイツの収益構造の特徴としては、８０年代後

半にはまだ７０％であった企業の総収益に占め

る生産活動による収益が、９６年には５０％とい

う低い割合になっていることである（五賢人

委員会９８）。フランス、米国、日本といった

他の先進工業国の９０年代半ばの数値をみても、

ドイツを大きく上回っている。つまり、ドイ

ツ企業は９０年代になって、本来の事業外で収

益を上げる傾向を強めてきている。このよう

な収益は、生産活動の拡大や雇用の創出には

つながらない。

以上の理由で、ドイツでは企業の収益の回

復にもかかわらず、国内の雇用拡大は進んで

いない。この問題は、直接投資の動向にも反

映されている。ドイツ企業がさかんに国外投

資を行っているのに対し、外国企業のドイツ

への投資は低迷している。９６年、９７年にかけ

ては連続で減少している（五賢人委員会９８）。

ドイツでの雇用創出効果を伴う生産能力拡

大に企業が消極的な理由のひとつは、企業環

境の不確実性とこれに伴うリスクの増加が考

えられる（五賢人委員会９８）。また、グロー

バル化した資本市場における競争の激化も理

由のひとつに挙げられる（五賢人委員会９８）。

（３）柔軟性を高める努力

高い労働コストは企業にとっての負担であ

ると同時に、国民の所得水準の上昇を意味す

る。従って労働コストを論じる際にはこの点

を考慮する必要がある。この際、前述の労働

単位コストの解釈と同様に、労働コストの上

昇が外生要因に起因するのか、あるいは需要

増大および高技能・熟練労働力の就業拡大と

いった内生要因に起因するのかを考えなけれ

ばならない。ドイツをはじめ、失業問題を抱

える国は、賃金決定の際に所得政策上の観点

が極端に重要視され、生産性、雇用政策面へ

の考慮が不足している場合が多い。

企業全体が負担しうるコスト水準の平均が

どこにあるかを決める際には、雇用の柔軟性

も決定要因となる。柔軟性には２つの側面が

ある。ひとつは、時間とともに変化する諸条

表１１ 西部ドイツ（旧西独）における企業の
収益状況と失業（８７年＝１００）

資本利益率 売上高利益率 失業率
８７ １００ １００ １００
８８ １０７ １０６ ９８
８９ １０３ ９８ ８９
９０ １０９ １０３ ８１
９１ ９９ ９２ ７１
９２ ７４ ７０ ７４
９３ ５９ ５７ ９２
９４ ７５ ７４ １０３
９５ ７８ ７４ １０４
９６ ７１ ６７ １１３
９７ ｎ．ａ ８５ １２４

出所：ドイツ連邦銀行、五賢人委員会
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件への適合という側面である。同条件への適

合能力が欠ける場合は不確実性、リスクが高

まり、企業の投資意欲は冷え込む。表２の

ＯＥＣＤ加盟国の雇用保護規定の格付けから

は、特にドイツにおいて、集団解雇規定に比

べ個人解雇規定の柔軟性が比較的乏しいこと

がうかがえる。また、パートタイム労働規定

についても、緩やかな「アングルサクソン

型」と厳しい「欧州大陸型」の間に格差がみ

られる（表１２参照）。

柔軟性に関するもう一つの側面として、企

業ごとの生産性の違いに応じた賃金構造の構

築の問題がある。ドイツでは賃金交渉が中央

集中的に行われ、柔軟な分権的解決法を採択

する余地は少ないと思われる。もちろん、交

渉結果の影響範囲は考慮しなければならない。

交渉結果がどこまで影響するかは、労働組合

の実際の組織化の度合いよりも、労使の代表

が結んだ大枠合意の拘束力による部分が大き

い。表１３からは、ドイツを含む「欧州大陸

型」の国では、労働市場における労働協約の

影響範囲が大きく、中央集中度も高いことが

わかる。

ドイツでは労働市場における柔軟性の欠如

が全般的に認識されており、ここ数年間、賃

金および雇用政策の柔軟性を高める努力の下

に、中央集中的な交渉構造の改革の試みがな

さ れ て い る。 例 え ば、 現 社 会 民 主 党

（ＳＰＤ）・緑の党連立政権下で誕生した

「雇用のための同盟」でも、企業、業界の実

状に応じた定年制度の規則作りに努力するこ

とが合意されたほか、労働協約からの逸脱を

部分的に認める規定により、労働時間規定お

よび賃金・給与決定を個々の企業がより柔軟

に決定できるようになった。しかし、労働市

場全体の流れを変えるまでには至っていない

のが現状である。

（注）企業の職業訓練と職業学校における授業とが

並行して行われるシステム。

表１２ パートタイム労働規定の国際比較（格付け）

英国 １
フランス ２３
イタリア ２４
ドイツ １８
日本 １７
韓国 １６
米国 １

注）ＯＥＣＤ加盟国２７ヵ国を対象とした調査。比較時
は９９年末。数値は２７ヵ国中の相対的位置付けを
示す。数値が大きいほど保護規定が厳しい。
なお、英国、米国はともに１位。

出所：Ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔｏｕｔｌｏｏｋ１９９９（ＯＥＣＤ）

表１３ 労働市場における団体交渉の国際比較（格付け）

影響範囲 中央集中度
英国 １５ １４
フランス ２ ５
イタリア ７ ５
ドイツ ４ ５
日本 １８ １６
米国 １９ １６

注）数字は格付け順位。数値が低いほど影響範囲・
中央集権度が高い。

出所：Ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔｏｕｔｌｏｏｋ１９９７（ＯＥＣＤ）
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首都機能移転で今後の経済発展が
期待されるベルリン（ドイツ）

ベルリン・センター

ベルリンは９９年秋に名実ともにドイツの首都となった。ベルリンの壁崩壊１０周年記念も

重なり世界の目はベルリンに集中したが、首都機能移転決定当時に期待されたような経済

効果は今のところ現れていない。しかし、将来的にＥＵに加盟予定の中・東欧諸国との接

点として、また、サービス、メディア、情報通信産業の拠点として大きな可能性を持って

おり、識者は５～１０年後には魅力的な経済立地条件が整うと予想している。

ベルリンは、ドイツ東部、シュプレー川河

畔の平地に位置し、およそ７５０年の歴史をも

つ人口約３４０万人のドイツ最大の都市である。

総面積は８９２平方キロで、そのうち約４４％は

森林、湖、河川などで占められている。１９世

紀以降、ドイツの政治、経済、文化の中心と

なるものの、１８世紀以前には人口３万人にも

満たない一地方都市にすぎなかった。１８７１年

のドイツ帝国成立とともにその首都となり、

続くワイマール共和国時代には周囲を統合し

た大ベルリン（現在のベルリン）が成立した。

ナチス（第三帝国）時代にも首都の地位に

あったものの、第２次世界大戦後は東西２つ

に分割され、東ベルリンはドイツ民主共和国

（東ドイツ）の首都、西ベルリンはドイツ連

邦共和国（西ドイツ）の事実上の一州であっ

た。１９６１年に構築され、東西ベルリンを隔て

１．ベルリンの概要
ていた「ベルリンの壁」は、１９８９年１１月９日、

民主化運動が高揚するなか崩壊し、翌１９９０年

１０月のドイツ再統一に際して東西ベルリンも

統一され、統一ドイツの首都となった。壁が

崩壊して１０年が経過したものの、いまだに東

西の経済格差はあり、政治的にも旧東ベルリ

ン地区では、旧東独の社会主義統一党

（ＳＥＤ）の後継である民主社会主義党

（ＰＤＳ）への支持が依然として高いなど、

東西の溝は完全に埋まっていない。

（１）首都機能移転の経緯

ドイツ連邦議会と連邦政府は９９年９月始め

に、正式にベルリンでの任務を開始した。ベ

ルリンは、９０年８月３１日に調印された東西統

一条約で、すでに統一ドイツの首都と定めら

れていたが、議会と政府機能のベルリン移転

は９１年６月２０日の連邦議会で決定された。当

日の審議開始前はボン残留派が優勢ではない
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１）詳細は表１参照。
２）具体的には９４年３月にベルリン・ボン法が成立して、連邦各省の所在地、一部上級官庁の移転先などが規定された。
３）そのため、９４年３月のベルリン・ボン法は遅くとも２０００年夏までに議会・政府機能を移転すると規定した。
４）ターゲスシュピーゲル紙９７年５月１８日付、９７年６月６日付。
５）今回、首都機能の移転をテーマに独自にインタビューした。

かとみられていたが、数時間にわたる長い審

議の後に行われた記名投票の結果、議会と政

府機能の一部をベルリンに移転することが決

定された。ボンに連邦省の一部を残した１）の

は、ボンが首都機能の移転によって経済、社

会的に大きな打撃を受けないようにするため

である。また、ベルリンだけに連邦官庁が集

中するのを避けるため、ベルリンにある連邦

の上級官庁をボンなどに移転することが決定

された２）。

（２）なかなか現れない経済効果

ベルリン移転が決定した理由は、統一ドイ

ツの政府機能をベルリンへ移転することで統

一の象徴的意義を高め実質的な東西統一を加

速させることと、移転によってベルリンと東

部ドイツの経済復興を促進させることが優先

されたからである。連邦議会の決議後は議会

・政府移転による経済効果がおおいに期待さ

れた。しかし、ボン派が財政難を理由に移転

の引き伸ばし戦略にでるなど、ベルリン移転

計画はなかなか進展しなかった３）。統一後、

ダイムラー・ベンツ（当時）が９０年に、ソ

ニーが９１年に、ベルリンの中心部のポツダム

広場に広大な土地を購入して巨大建設プロ

ジェクトを計画していただけに、首都機能移

転決定によってさらに大手企業のベルリン進

出が続くのではないかと期待され、どの大手

企業がドイツ本社や欧州総括本社をベルリン

に移転させるのか多いに注目されていた。

政府関連施設の建設とそれに伴うインフラ

整備、民間投資による建設プロジェクトがい

たるところに誕生し、ベルリンは欧州最大の

建設都市となるものの、その一方で企業進出

は進まず、ベルリン経済は今のところ期待さ

れたほど活性化していない。

これまで、ソニーの欧州本社、コカコーラ

のドイツ本社、ダイムラー・クライスラーの

販売本部、ダイムラー・クライスラーの子会

社ｄｅｂｉｓ（金融サービス）、アドトランス

（鉄道車両）がすでにベルリンに進出してい

る。コカコーラのビーグス社長は、ドイツ本

社のベルリン移転の理由として、首都だとい

うこと、労働力の質の良さ、経済圏の大きさ

を挙げた４）。９９年秋には、フランスの大手製

薬会社のドイツ本社がポツダム広場に完成す

るソニー・センターに入居することが決定し

た。旧ダイムラー・ベンツ、ソニーに続いて

ポツダム広場に土地を購入したＡＢＢ（総合

電機）は、いずれ建設プロジェクトを開始さ

せて欧州拠点を開設する予定だ。また、三星

やフィリップ・モリス、モトローラなどはベ

ルリンに生産拠点をおいた。

しかしそれでも、ベルリンへの企業誘致を

担当するベルリン経済振興公社のエスターマ

ン総裁は「期待は裏切られたままだ」として

いる５）。エスターマン総裁はこの理由として、

ベルリンへの議会・政府移転は企業誘致上直

接の魅力とはなっておらず、むしろベルリン

の経済立地条件を補足するものでしかなく、

ベルリンへの議会・政府移転を直接の理由と

してベルリンへ移転してきた企業はこれまで

なかった、と分析した。同氏は、企業にとっ

てベルリンの魅力は、ベルリンとその周辺が

約６００万人の人口を抱えるドイツ最大の経済

圏であること、労働者の質が高いこと、文化

・メディア・国際性などの都市機能が多様で

あることを挙げた。また期待が裏切られた背

景として、移転決議後の期待が高すぎたこと、

ドイツでは金融のフランクフルトや商業・貿
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６）電気通信・郵便事業の自由化に伴い、９７年末で連邦郵便・電気通信省が廃止され、その後継機関として９８年１月
１日から電気通信・郵便規制庁が発足した。

７）「主な経済団体のベルリン移転状況」
８）ハンデルスブラット紙９９年９月９日付。

易のハンブルクなど、経済機能の分散化が伝

統となっていること、東欧経済の回復に時間

がかかっていることなどを挙げた。

（３）足踏みする経済団体のベルリン移転

ＢＭＷやフォルクスワーゲン、ＶＥＢＡ（エ

ネルギー）などドイツの大手企業の多くは、

議会・政府のベルリン移転に伴い、ベルリン

に情報収集やロビー活動のための事務所を開

設した。ベルリンへの移転に伴ってボン事務

所を閉鎖する企業もあれば、まだ存続させて

いる企業もある。ボンに本社のあるドイツテ

レコムは、電気通信を管轄する官庁６）がボン

にあることから、ベルリンに駐在員事務所を

開設しただけにとどまっている。

ドイツのトップ経済団体であるドイツ産業

連盟（ＢＤＩ）とドイツ商工会議所連合会

（ＤＩＨＴ）、ドイツ経営者連盟（ＢＤＡ）は、

共同ビルを建設してベルリンへの移転を完了

させた。しかし、ドイツ団体マネージメント

協会（ＤＧＶＭ）がボン、ケルンにある４３７

の団体に対して行ったアンケート調査による

と、これまでにベルリンへ移転した経済団体

は約４０団体と、ボンに所在していた全団体の

約１０％にすぎない。今後ベルリン移転を予定

している団体（１９．１％）を加えても、約３分

の１弱がベルリンへ移住するにすぎず、６４．５

％がベルリン移転を計画していないという７）。

経済団体の首都移転が進まない背景として、

アンケート調査は、職員にベルリンに移住す

る意志がない（４３．７％）ため、ロビー活動を

主目的とする経済団体にとって人脈ルートの

確保に大きな障害が生じる可能性があるため

とする。しかし、ベルリンが政治の中心とし

てその機能を発揮していくのに伴い、今後経

済団体のベルリン移転は加速していくとも分

析している。

（４）東西欧州経済の接点が目標

ＥＵ東方拡大に向けて政治的にイニシアチ

ブを取るドイツは、ポーランド、チェコ、ハ

ンガリーの経済が徐々に回復してきたことに

伴い、経済的にも中・東欧諸国との関係を発

展させてきた。ハンガリーとの貿易額は前年

比で３０％上昇、ポーランドとの貿易額も前年

比で１５％ほどの伸びを示した（いずれも９８年

実績）。また、９９年上半期のドイツの対ポー

ランド直接投資額は約６０億ドル８）を記録、最

大の投資国となった。９９年中にはラウ大統領、

シュレーダー連邦首相が個別にワルシャワを

訪問しており、ドイツとポーランドの関係に

新しい１ページが開かれようとしている。

ベルリン市側も、早い段階からベルリンが

地理的に中・東欧諸国に近いことに注目し、

ベルリンが東西欧州経済の接点だとして積極

的にアピールしてきた。ベルリンの産業技術

開発の中心であるアドラースホーフに東西セ

ンターを開設して、中・東欧諸国企業とドイ

ツ企業が交流できる場を設けるなど、同諸国

との経済関係を積極的に振興している。ここ

では中小企業同士の交流が優先されており、

９８年末のディープゲン市長のワルシャワ訪問

は、ポーランド中小企業から大きな注目を浴

びたという。エスターマン総裁は、「中・東

欧諸国経済の発展がまだ鈍いため短期的には

まだ大きな期待はできないが、中・長期的に

はベルリンが東西欧州経済の接点になるのは

間違いない。バルト３国についてストックホ

ルムが中心となるのに対し、特にポーランド、

チェコ、ハンガリーにとってはベルリンが中

心となる。チェコ、ハンガリーは地理的に一

見ウィーンのほうが有利と思われるが、オー
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９）７０年代後半の旧東独時代にプラント建設を開始した。
１０）１５年前に旧西ベルリンに進出してビデオレコーダの製造を行っている。
１１）西部ドイツの９９年１２月の失業率は前年同月比で０．７ポイント減少して８．６％になった。それに対し、東部ドイツで

は失業率は前年同月比で０．３ポイント上昇して１７．７％と失業が増加した。
１２）例えば同じ機関で同種の業務を担当していても、東部ドイツ市民は西部ドイツ市民の約８０％程度の俸給しかもら

えない。
１３）ボンから引越した公務員には高額な移転手当が支給されたほか、まだ引越していない公務員に対しては２年間、

週末ないし月曜日、金曜日にボン・ベルリン間を往復する権利が与えられ、そのための専用便、専用列車などが
用意されている。

ストリアには大企業がないため、中・東欧諸

国企業はベルリンを優先させることになろ

う」との見通しを示した。

（５）慎重な日系企業に変化の兆し

ベルリンの壁崩壊を機に、日系企業は金融

機関などを中心に競ってベルリンに進出した

が、商社、金融機関のほとんどが早い時期に

撤退し、現在はソニーを除くと統一前に進出

した東洋エンジニアリング９）、ＪＶＣ１０）など数

社が残るだけとなった。ある日系商社関係者

は撤退の理由として、旧東独地域の産業集積

が薄いため、既に拠点を確立しているデュッ

セルドルフやハンブルクからの営業で十分対

応できるビジネス規模だったため、と述べて

いる。

しかしここにきて、いくつかの企業がベル

リン進出を検討しているといわれている。こ

れまで英国に欧州統括機能を置くケースの多

かった日系企業だが、英国がユーロを導入し

ていないこともあり、統括拠点を欧州大陸に

移す動きもあり、候補地としてベルリンとア

ムステルダムが有力になっているとも伝えら

れている。

（１）移転は成功と評価

ただしこれまで述べたように、議会・政府

の移転による経済効果は期待に反しており、

ベルリンとその周辺の経済は依然として活性

化していない。ベルリンの９９年１２月の失業率

は１５．９％、周辺のブランデンブルク州の失業

率も１７．７％と、東部ドイツは依然高い失業率

２．一般市民の反応とベルリンの魅力

に苦しんでいる。西部ドイツで景気回復の兆

しから失業率が減少してきているのに対し、

東部ドイツでは逆に失業率が増加する傾向に

あり１１）、東部ドイツの労働市場は当分の間、

回復が期待できない状況にある。

しかしベルリン市の依頼で９９年末に行われ

た、全ドイツ約２千人の有権者に対する首都

機能移転についてのアンケート結果によると、

９３年１０月には５７％が移転に反対と答えていた

のに対し、今回の調査では５７％が移転を歓迎

し、８３％が移転は成功したとしている。移転

を高く評価する傾向は、特に東部ドイツ市民

に強く、７１％が移転を歓迎するとし、８７％が

移転を成功したとした。これまで西部ドイツ

のほぼ西端に位置するボンで活動していた多

くの政治家にとって、東部ドイツ問題は重要

課題であるとはわかっていても自分に直面し

た問題としては捉えられていなかったと考え

られる。しかしこうした政治家も首都機能移

転によって、東部ドイツ内に位置するベルリ

ンで活動し、いやおうなしに東部ドイツの現

状を目の当たりにすることになる。その意味

で首都機能移転の東部ドイツ復興に関する政

治的な意味合いは大きい。また同アンケート

調査によると、ドイツ国民の認識では、ベル

リンは「経済」と「科学」のイメージが他の

欧州主要都市より強い。また、「政治」でもブ

リュッセルに次いで第２位にランクされた。

もちろん首都機能の移転に関連しては、旧

東西市民間の交流のなさや偏見、公的機関内

における東西出身者間の俸給格差１２）、ボンか

らの移転者やボンからの単身赴任者への優遇

措置に対する不満１３）のほか、移転に伴って必
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１４）基本的に道路交通網などのインフラ整備はベルリン市側の負担で行われ、連邦は関与しない。しかし、連邦は議
会・政府移転に伴う市側の負担の一部を補助する。

１５）ターゲスシュピーゲル紙２０００年１月２４日付。
１６）例えば観光業に関していえば、９９年１０月の宿泊数は前年比で２９％も増加（１０８万泊）しており、年間でも前年比

１０％増の９３０万泊となっている。しかしながらロンドン（６，２５０万泊）、パリ（２，７００万泊）、ローマ（１，３００万泊）
と比べるとまだ少なく、今後も増加することが期待される。そのためには、閉店法を緩和することや、現在直行
便のないベルリン－北米、ベルリン－日本などの航空路の開設、ひいては国際ハブ空港の建設も重要であろう。

１７）アドラースホーフにメディア・パークがあるほか、近郊のバーベルスベルクには欧州最大といわれる撮影場がある。
１８）旧東ドイツの学術研究の中心、学術アカデミーが９０年に閉鎖されたのに伴い、ベルリン市は連邦の学術顧問委員会

の勧告に基づき、９１年に東ベルリン・アドラースホーフにある学術アカデミーの土地と建物をテクノロジー・パー
クとして再開することを決定した。アドラースホーフの特徴は、他のテクノロジー・パークと異なり、ベンチャー
企業の育成ばかりでなく、研究開発の振興に重点を置いている点である。情報工学、マイクロエレクトロニクス、
光学、レーザー工学、製造加工、環境などの分野で、中小企業の研究開発上の弱点を軽減するため、企業と研究
機関が密接に提携できる場を提供して、学術研究者と企業が共同で新しい製品を開発する環境を設けている。

１９）現在ベルリンにはテンペルホフ、テーゲル、シェーネフェルト（ブランデンブルク州）の３つの空港があり、３
空港全体の乗客数は年々増加している。特に政府・議会のベルリン移転に伴い空港の利用者が急増することが予
想され、ベルリン・ブランデンブルク地域の経済振興を考えると、国際ハブ空港の建設が必要とされていた。こ
のようにハブ空港建設は長年の懸案だったが、ベルリンとブランデンブルク州の利害が絡んでなかなか合意でき
なかった。しかし９６年５月に旧東独のベルリン国際空港であるシェーネフェルト空港を首都のハブ空港として拡
張することで合意した。空港建設と運営は民間が行う予定で、そのための入札も実施されたが、手続き上の不備
から、一度決定された空港建設、運営者とその建設案が裁判で無効となるなど、建設は依然難航している。

要なインフラを整備するための工事現場の増

加による交通渋滞、インフラ整備に対するベ

ルリンの莫大な財政負担１４）など様々な問題も

発生している。しかし、４０年近く東西に分割、

隔離されて生活していたベルリン市民の中に、

別の気質を持ったボン市民、大使館職員とそ

の家族などの外国人が入ってくることによっ

て、ベルリンがより一層多様化してその魅力

を増大させることになるとの見方が多い。実

際、ベルリン最大のデパートＫａＤｅＷｅでは

議会・政府移転以降、商品の販売傾向が多様

化、高級化しているという１５）。

（２）サービス、テクノロジー都市へ

ベルリンにとってこの多様化が利点となる

とエスターマン総裁は強調する。文化を含め

た都市の多様化が進むことは、さらに人を引

き付け、都市人口は増加する。これは、サー

ビス産業の成長を促し都市経済は活性化する。

都市はさらに魅力を増し、企業を引き付ける

ようになる。同氏はこの相乗効果によって

「ベルリンは今後５年でサービス１６）、メディ

ア１７）、情報通信の分野で大きく成長していく。

ただ製造業は衰退し、この分野での雇用は減

少するであろう」とした。またベルリンは、

これまでベンチャー企業の育成に力を入れて

おり１８）、すでにバイオテクノロジーなどの分

野でその成果が実ってきているという。同氏

のビジョンによると、ベルリンは今後、サー

ビス、テクノロジー都市としての特徴を生か

して大きく成長していく。また、ドイツ６大

経済研究所の一つであるドイツ経済研究所

（ＤＩＷ・ベルリン）前所長のホフマン氏は、

ジェトロ・ベルリン・センターとの会談で、

「短期的には多くは期待できないが、５～１０

年後にはサービス分野が成長してベルリンの

経済立地条件は魅力的なものになり、メディ

アや電気通信関係の企業が進出してくること

になろう」との見通しを示した。

議会・政府はその任務を開始したものの、

政府機関の施設にはまだ建設中のものが多い。

また、国際ハブ空港１９）の建設や新中央駅

（２００５年完成予定）の建設などのインフラが

完全に整備されるまでには数年を要する。し

かし、ベルリンが徐々に都市の全体像を明ら

かにしていくのに伴い、その経済的な魅力も

増していくのは間違いなく、今後の動向が注

目されよう。
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表１ 主な連邦政府機関

官庁名 ベルリン ボン 備考

連邦大統領府 × ９８年１１月にベルリンへ移転、ボンの官邸は第２官邸
として存続

連邦議会（下院） × ９９年９月からベルリンで公式に議会機能を開始

連邦参議院（上院） × ２０００年５月頃ベルリン移転の予定、ボンには支所が
残る予定

連邦首相府 × 仮建屋で任務開始

連邦新聞情報庁 ×

連邦外務省 × ベルリンに新建屋を増設

連邦内務省 ×

連邦法務省 ×

連邦大蔵省 ×

連邦経済省 ×

連邦食料・農林省 × ベルリンに支所を開設予定

連邦労働・社会省 × 仮建屋で任務開始

連邦国務省 × ベルリンに支所を開設

連邦家庭・女性・青年省 ×

連邦保健省 × ボンで他の建屋に移転予定、ベルリンに支所を開設
予定

連邦経済協力省 × ボンで旧連邦首相府へ移転予定

連邦建設・運輸省 × 運輸省、建設省を統合２０

連邦教育・研究省 × ベルリンに支所を開設予定

連邦環境省 × 当初予定に比べベルリン支所の規模が拡大

２０）９８年９月の選挙で社民党と緑の党の連立政権が誕生した時に統合された。

連邦政府の機関は各省単位でベルリンとボ

ンに完全分割されるわけではなく、各省がベ

ルリンないしボンに支所を有することで、省

内の機能が分割されている（表１参照）。

そのため連邦政府は、行政機関の分割に

よって行政機能が制限されないようにするた

め情報通信ネット、ベルリン・ボン情報ネッ

ト（ＩＶＢＢ）を設置することを決定し、行政

機能の近代化に着手した。ＩＶＢＢは、複数の

場所からの図書の共同処理やマルチメディア、

ビデオ会議を可能とするなど、新しい情報処

理技術を広範に使用し、９９年１月１日より使

３．（１）連邦政府機関の移転状況
用されている。

（２）その他の連邦政府機関

○ボン・ケルン地区からベルリンへ移転した、

または移転を予定している機関：

連邦政府外国人問題専門委員、連邦州教育

計画・研究振興委員会、連邦東洋学術国際

研究所

○ボン・ケルン地区に残留する機関：

連邦非軍事役務庁、連邦税務庁、連邦貨物

輸送庁、連邦自然保護庁、連邦情報技術安

全庁、連邦憲法擁護庁、連邦兵役管理庁、

連邦民間人保護庁、連邦郵便通信施設、連
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２１）注６参照。
２２）連邦通常裁判所は通常裁判権の最高裁判所。ドイツには裁判権が５系列（通常、行政、財政、労働、社会）あり、

それぞれに最高裁判所があるため、ここでは連邦通常裁判所とした。
２３）本庁はザルツギッター。
２４）本庁はヴィースバーデン。
２５）本庁はコブレンツ。
２６）本庁はベルギッシュ・グラートバッハ。
２７）本庁はケルン。
２８）本院はフランクフルトからボンに移転する予定。
２９）本部はフランクフルト。

邦技術援助施設（ＴＨＷ）、連邦スポーツ

学研究所、連邦政治教育センター、ドイツ

投資開発公社、連邦情報保護専門委員会、

カール・デュイスベルク協会、ドイツ航空

宇宙センター、連邦鉄道局、電気通信・郵

便規制庁２１）

○ベルリンからボンへ移転した、または移転

を予定している機関：

連邦医薬品・医療製品研究所、連邦カルテ

ル庁、連邦銀行監督局、連邦保険制度監督

局、連邦保険局、連邦職業教育研究所、連

邦通常裁判所内連邦検事総長２２）、連邦建設

土地管理庁、連邦放射線防護庁ベルリン支

所２３）、連邦統計庁ベルリン支所２４）、ドイツ

国際開発基金、ドイツ開発サービス公社

○ベルリンで閉鎖される機関、ベルリンから

他の都市へ移転した、または移転を予定し

ている機関：

連邦水質学庁２５）（ベルリン支所閉鎖）、連

邦道路庁２６）（ベルリン支所閉鎖）、連邦貿

易情報局２７）（ベルリン支所閉鎖）、連邦会

計検査院ベルリン支所２８）（ポツダムへ）、

連邦環境庁（デッサウへ）

○その他の都市からボンへ移転した、または

移転を予定している機関：

連邦農業食糧庁、連邦会計検査院、ドイツ

食糧協会、ドイツ成人教育研究所（以上、

すべてフランクフルトからの移転）

主な経済団体のベルリン移転状況

○ベルリンへ移転した経済団体：

経済安全作業部会（ＡＳＷ）、ドイツ産業連

盟（ＢＤＩ）、ドイツ銀行連邦連盟、ドイツ

商工会議所連合会（ＤＩＨＴ）、ドイツ保険

経済総連盟、ドイツ建設産業中央連盟、化

学産業連盟、ドイツ手工業中央連盟

（ＺＤＨ）、連邦自由業連盟、ドイツ使用者

団体連邦連合会（ＢＤＡ）

○ベルリンへ移転を予定している経済団体：

連邦自動販売機業連盟、ドイツ輸出業連邦

連盟ボン事務所２９）、ドイツ卸売・貿易業連

邦連盟、中小企業経済連邦連盟（一部）、

ドイツ・ホテル・飲食店業連盟、ドイツ旅

行代理店連盟、ドイツ貯蓄金庫連盟、ドイ

ツ小売業中央連盟（ＨＤＥ）、連邦医師会、

連邦弁護士会、ドイツ職員労働組合

（ＤＡＧ）、ドイツ官吏連盟（ＤＢＢ）

○ベルリンへ移転しない経済団体：

ドイツ経済展示見本市委員会（ＡＵＭＡ）

〈ケルン〉、連邦医薬品メーカー専門連盟

（ＢＡＨ）〈ボン〉、連邦衣料産業連盟〈ケ

ルン〉、ドイツ・スポーツ用品連邦連盟

〈バート・ホネフ〉、ドイツ廃棄物処理経

済連邦連盟〈ケルン〉、ドイツ肉製品産業

連邦連盟〈ボン〉、製薬産業連邦連盟〈フ

ランクフルト〉、ドイツ食品小売業連邦連

盟（ＢＶＬ）〈ボン〉、情報技術連邦連盟

〈ボン〉、ドイツ農民組合連合〈ボン〉、ド
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イツ精密機械光学連盟〈ケルン〉、ドイツ

機械設備製造業連盟（ＶＤＭＡ）〈フラン

クフルト〉、ドイツ製紙工場連盟（ＶＤＰ）

〈ボン〉、ドイツ電力業連合会（ＶＤＥＷ）

〈フランクフルト〉、ドイツ自動車流通業

中央連盟（ＺＤＫ）〈ボン〉、ドイツ大学連

盟〈ボン〉、金属産業使用者団体総連合会

〈ケルン〉、公勤務・運輸・交通労働組合

〈シュツットガルト〉、建設・農業・環境

労働組合〈フランクフルト〉、金属労働組

合〈フランクフルト〉

○ベルリンへ移転するかどうかの決定をして

いない経済団体：

ＯＥＣＤ〈ボン〉、自動車産業連盟（ＶＤＡ）

〈フランクフルト〉、連邦公認会計士会

〈ボン〉、鉱業・化学・エネルギー労働組

合〈ハノーヴァー〉

〈 〉内の地名は、現在の所在地。
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民営化の進展と今後の見通し
（イタリア）

（１）概 観

イタリアで国営企業の民営化が具体化した

のは９０年代以降である。それ以前の８０年代終

わりまで、第２次・第３次産業に占める国営

企業の比率は、エネルギーや水道など公共

サービス部門では総収益の９０％、銀行部門で

は同７５％に達していた。また、製造業全体で

は、国営企業の占める割合は１０％程度であっ

たが、化学、鉄鋼、機械などの国の基幹産業

にかかわる分野では、高い比率を占めてい

た。

８６年から８７年にかけて実施された産業復興

公社（ＩＲＩ）によるフィアットへのアルファ

・ロメオの売却と炭化水素公社（ＥＮＩ）によ

るマルツォットへのラネロッシの売却が、イ

タリアにおける国営企業の民営化の幕開けと

１．民営化の現状と課題
なった。

その後、９０年から９１年にかけて、イタリア

経済が低迷するとともに政府財政がひっ迫し、

加えて政界汚職が発覚したことで、社会的に

も国営企業の経営健全化を求める気運が高

まった。また、政府としても、世論に応える

ためだけではなく、国際市場におけるイタリ

ア企業の国際競争力を高め、経済回復を図る

うえでも民営化は避けて通れないとの認識が

強まったことで、拍車がかかった。同時期に

欧州委員会が政府基金の国営企業への無認可

支出に批判を強めていたことも民営化促進に

影響を与えた。

９２年８月、民営化法案が可決（９２年第３５号

および９２年第３５９号）され、電力公社

（ＥＮＥＬ）、ＥＮＩ、ＩＲＩ、 国 営 保 険 会 社

（ＩＮＡ）などの主要国営企業の政府持ち株

を売却することが決定した。これら４企業が

イタリアでは９０年代、主に通信産業、金融機関で民営化が進展した。ＯＥＣＤが同国を

「９３年から９８年でもっとも民営化が進んだ国」と位置付けるなど、その速度は速い。一方

で、政府は国益に関わる産業の主権を握るため「黄金株」を保持し続けるなど、民営化が

完了したとは言い難い面もある。本レポートでは９０年代のイタリアの民営化の流れを概観

するとともに、テレコム・イタリア、ＥＮＥＬ、ＥＮＩなど個別企業の民営化への取り組み

とその課題を検証する。また、同国の今後の有望産業と政府の育成策についても触れるこ

ととする。

ミラノ・センター
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傘下に抱える企業数は約５００社にのぼり、政

府は、民営化を通じて将来の株式市場創設も

視野に入れ取り組んだとされる。

民営化に関わる法の成立により、以後、国

営企業に対する政府補助金も段階的に削減さ

れていったが、この時点では、政府の株売却

比率はまだ小さく、依然、基幹産業を中心に

政府のコントロールが色濃く残っていたのが

実状であった。なお、金融部門に関しては、

９０年７月３０日に承認された法律９０年第３５６号

（いわゆるアマート法）に基づき、一足先に

民営化が進められていた。

９３年１２月、政府は欧州委に対し、３年以内

に広範な民営化を行う計画書を提出した。結

果的には、政界汚職などの政情不安から、本

計画は大幅に遅れ、一部は頓挫するかたちと

なったが、９７年に行われたテレコム・イタリ

アの政府株放出を機に、再び民営化が加速さ

れた。国営企業の比率は、９７年末段階で金融

部門を除く産業界全体の収益のうち１６．４％に

まで低下、雇用者数でも２０．２％にまで低下し

た（表１参照）。

他方、金融部門では、８８年段階で総収益に

占める国営企業の割合が、銀行部門で７４．８％、

保険部門で１５％であったのが、９７年には銀行

部門で３３．６％になっている。９８年には全国労

働銀行（ＢａｎｃａＮａｚｉｏｎａｌｅｄｅｌＬａｖｏｒｏ）が、

次いで９９年にはメディオバンカ

（Ｍｅｄｉｏｂａｎｃａ）が、それぞれ民営化された

結果、現在では銀行部門の政府の持ち株比率

は３０％にまで低下している。

ＯＥＣＤによれば、９３年から９８年の６年間

で、イタリアは主要先進国の中でもっとも民

営化が進展した国に位置付けられている。

政府の持ち株売却は、この６年間で総額

６３０億ユーロ相当にのぼるが、９２年から９９年

までの期間では、１，０８０億ユーロ相当にのぼ

る。これはイタリア政府が抱える公的債務の

７．６％に匹敵する規模である。同期間に民営

化が進められた国営企業と政府の持ち株売却

益および現時点における政府の持ち株比率は

表２のとおりである。

表１ 各産業分野における国営企業の比率推移

（単位：％）

産業分野
収益比率 雇用者数比率

１９８８ １９９７ １９８８ １９９７
エネルギー、電気、水道 ９０．１ ８５．０ ８９．０ ８４．０
鉱業、化学産業 １７．１ ５．６ １９．５ ５．９
うち、金属加工 ４５．８ ４．０ ５０．６ ５．０
うち、非金属鉱物加工 ５．１ ２．４ ４．７ １．９
うち、化学 ９．６ ８．０ ９．３ ７．７
うち、合成繊維 １７．４ ６．６ ２７．２ １０．２

食品産業 ４．１ ３．４ ３．６ ２．９
製造業全体 １０．２ ６．０ １０．４ ６．６
建設業 ３．６ ３．６ ３．５ ３．５
卸・小売業、観光（ホテル） ６．１ ４．５ ４．８ ２．７
運輸産業 ４６．９ ４６．９ ７１．９ ７１．９
通信産業 ９９．４ ２８．３ ９９．３ ６５．２
サービス業 １１．３ １０．３ １３．２ １２．２
計（銀行を除く） ２４．６ １６．４ ２５．４ ２０．２
銀行業 ７４．８ ３３．６ ７０．６ ３４．７
出所：イタリア中央統計局（ＩＳＴＡＴ）
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国営企業の民営化は、おおむね一巡してい

るが、２０００年には６月末を期限とするＩＲＩの

大型民営化が予定されている。また、財政赤

字削減のためにも、国有不動産の民営化や地

方自治体などが行う公共サービスの民営化、

ＥＮＥＬやＥＮＩの完全民営化が期待され、今

後数年のうちに、イタリアの経済システムは、

大きな変革を迎えるとみられる。

表２ 主要な国営企業の民営化案件

企業名 業種 所有省庁 株売却時期 売却益
（１０億リラ）

売却比率
（％）

政府の持株
比率（％）

Ｃｉｒｉｏ／ＤｅＲｉｃａ／Ｂｅｒｔｏｌｌｉ 食品 ＩＲＩ １９９３年１０月 ３１１ ６２．１ ０．０

ＣｒｅｄｉｔｏＩｔａｌｉａｎｏ 金融 ＩＲＩ １９９３年１２月 １，８０１ ６９．０ ０．０

Ｓｏｃｈｉｅｔａ’ＩｔａｌｉａｎｏＶｅｔｒｏ ガラス ＥＦＩＭ １９９３年１２月 ２１０ １００．０ ０．０

ＩＭＩ（第１次） 金融 国庫省 １９９４年１月 ２，３８５ ３６．１ ２７．１

ＣＯＭＩＴ 金融 ＩＲＩ １９９４年２月 ２，８９１ ５６．０ ０．０

ＮｕｏｖｏＰｉｇｎｏｎｅ 電子 ＥＮＩ １９９４年５月 ７１４ ６９．３ ２０．０

ＩＮＡ（第１次） 保険 国庫省 １９９４年６月 ４，４９９ ４７．２ ５２．８

ＡｃｃｉａｉＳｐｅｃｉａｌｉＴｅｒｎｉ 鉄鋼 ＩＲＩ １９９４年１２月 ６２１ １００．０ ０．０

Ｉｔａｌｔｅｌ 通信 ＩＲＩ １９９５年１月 １，０００ ４０．０ ５０．０

ＳＭＥ（第１次）／ＧＳ／Ａｕｔｏｇｒｉｌｌ 食品 ＩＲＩ １９９５年２月 ７２３ ３０．０ ３０．１

ＩｌｖａＬａｍｉｎａｔｉＰｉａｎｉ 鉄鋼 ＩＲＩ １９９５年３月 １，９２９ １００．０ ０．０

ＥｎｉｃｈｅｍＡｕｇｕｓｔａ 化学 ＥＮＩ １９９５年４月 ３００ ７０．０ １４．３

ＩＭＩ（第２次） 金融 国庫省 １９９５年７月 １，２００ １９．０ ８．１

ＳＭＥ（第２次）／ＧＳ／Ａｕｔｏｇｒｉｌｌ 食品 ＩＲＩ １９９５年８月 ３４１ １４．９ １５．２

ＩＳＥ エネルギー ＩＲＩ １９９５年１０月 ３７０ ７４．０ ０．０

ＩＮＡ（第２次） 保険 国庫省 １９９５年１０月 １，６８７ １８．４ ３４．４

ＥＮＩ（第１次） エネルギー 国庫省 １９９５年１１月 ６，３００ １５．０ ８５．０

Ｄａｌｍｉｎｅ 鉄鋼 ＩＲＩ １９９６年１月 ３０１ ８４．１ ０．０

ＮｕｏｖａＴｉｒｒｅｎａ 保険 国庫省 １９９６年３月 ５５０ ９１．０ ０．０

ＳＭＥ（第３次）／ＧＳ／Ａｕｔｏｇｒｉｌｌ 食品 ＩＲＩ １９９６年５月 ２３８ １５．２ ０．０

ＩＮＡ（第３次） 保険 国庫省 １９９６年６月 ３，２６０ ３１．１ ３．３

ＩＭＩ（第３次） 金融 国庫省 １９９６年７月 ５０１ ６．９ １．１

ＥＮＩ（第２次） エネルギー 国庫省 １９９６年１０月 ８，８８１ １５．８ ６９．２

ＥＮＩ（第３次） エネルギー 国庫省 １９９７年６月 １３，２２９ １７．６ ５１．６

ＡｅｒｏｐｏｒｔｉｄｉＲｏｍａ 運輸 ＩＲＩ １９９７年７月 ５９４ ４５．０ ５５．０

ＴｅｌｅｃｏｍＩｔａｌｉａ 通信 ＩＲＩ １９９７年１０月 ２２，８８０ ３９．５ ５．２

ＳＥＡＴ 出版 ＩＲＩ １９９７年１１月 １，６４３ ６１．３ ０．０

ＢａｎｃａｄｉＲｏｍａ 金融 国庫省 １９９７年１１月 １，９００ ３６．５ ６３．５

Ｓａｐｉｅｍ エネルギー ＥＮＩ １９９８年３月 ８００ ２０．０ ４３．２

ＥＮＩ（第４次） エネルギー 国庫省 １９９８年６月 １３，０００ １４．０ ３７．６

ＢＮＬ 金融 国庫省 １９９８年１１月 ６，７０７ ６４．５ ２．５

ＥＮＥＬ エネルギー 国庫省 １９９９年１０月 ３４，８２８ ３５．５ ６４．５

Ａｕｔｏｓｔｏｒａｄａ 運輸 ＩＲＩ １９９９年１０月 １３，８００ ３０．０ ７０．０

Ｍｅｄｉｏｂａｎｃａ 金融 国庫省 １９９９年１２月 ３，９００ １００．０ ０．０

出所：国庫省、イタリア銀行
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（２）主要国営企業の民営化への取り組み

① テレコム・イタリア

政府は、９６年末にテレコム・イタリアの民

営化計画を発表、９７年８月、計画が正式に承

認された。計画には、携帯電話部門を除くグ

ループ全体を売却するとともに民営化後、核

となる株主グループを形成することが盛り込

まれた。これに基づき、合計で１０．４％の株を

所有する１４社からなる株主グループが誕生し

た。それぞれの株所有率は以下のとおり。

（企業名） （所有率）

ＡＴＴ……………………………………１．２０％

ユニソース………………………………１．２０％

ＩＭＩ銀行、イタリア商業銀行、ＩＮＡ、

クレディット・イタリアーノ銀行

…………０．８０～０．９７％

クレディ・スイス………………………０．８６％

サンパオロ・トリノ銀行、カリブロ財団、

シエナ・モンテパスキ銀行傘下の１銀行

と２協会…………………………０．５０～０．６３％

ローロ銀行………………………………０．３１％

ジェネラーリ保険会社…………………０．９０％

アレアンツァ保険会社…………………０．４５％

投資会社ＩＦＩＬ………………………０．６４％

政府は、９７年１０月、テレコム・イタリアの

株３９．５％を売却し民営化に着手、現在の政府

持ち株比率は３．９５％にまで減少している。

民営化後の企業経営の安定化を図るため、

これらの核株主グループの形成が必要とされ

ているが、政府が持っている「ゴールデン・

シェア」とある面で同様の役割を担っている。

９９年２月、事務機器メーカーのオリベッ

ティがテレコム・イタリアに対する株式公開

買付け（ＴＯＢ）に乗り出すことを表明、同

年５月には５２％の株を獲得して買収に成功し、

世界の注目を集めた。買収に要した経費は総

額６０兆リラにのぼると推計されている。

② ＥＮＥＬ

ＥＮＥＬの民営化は、９９年に入りようやく

始動した。同年３月に民営化を規定する法律

９９年第７９号が承認され、政府の持ち株売却が

行われている。

ＥＮＥＬは、イタリアの全発電能力（７万

メガワット）の８０％を担い、電力供給網の９０

％を有しているが、発電能力のうち、少なく

とも１万５，０００メガワット分を新たに設立す

る発電会社３社に譲るかたちになる。法律で

は最終期限は２００２年末と定められているが、

政府は期限を待たず、２０００年内にも実施した

いとしている。

国庫省は、９９年１０月に第１次株売却として

３５．５％を放出したが、内外の高い関心を呼び、

売却益は史上最高の３４兆２，８２０億リラにの

ぼった。投資会社やＥＮＥＬ従業員、民間投

資家などによるＥＮＥＬ株への需要は、総額

１０６兆リラにのぼると推計されている。第１

次売却によって政府が得た利益はＧＤＰの１．７

％に匹敵するが、これによりイタリアの財政

赤字の対ＧＤＰ比は０．３ポイント下がる計算に

なる。

③ ＥＮＩ

９５年１１月から９８年６月にかけ、４次にわた

る株売却が行われている。これまでの売却益

は、総額４１兆４，１００億リラにのぼる。２０００年

２月時点の政府の持ち株比率は３７．６％。

また９８年末時点で、イタリアの株式市場に

おけるＥＮＩの株式数は、株式総数の１５％に達

している。

ＥＮＩの民営化とガス供給などの分野におけ

る市場の自由化推進を通じて、政府は国益と

してのエネルギー供給が滞りなく行われるこ

とを目指している。

④ アウトストラーダ（高速道路公団）

９９年１１月から１２月にかけ、民営化が進めら

れ、ＴＯＢを通じて同社の株の５６．６％が売却
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されている。売却益は、テレコム・イタリア、

ＥＮＥＬに次いで史上３番目に大きな１３兆

８，０００億リラにのぼる。このうち、８兆７，５００

億リラが公開買付けで、残りが株式交換によ

るものとされている。なお、株式交換で全株

の３０％を獲得したのが、ベネトン社のホール

ディング会社エディツィオーネ社をヘッドと

するコンソーシアムである。

⑤ ＩＭＩ銀行

ＩＭＩはイタリアの中長期投資銀行であり、

９０年に制定されたアマート法で株式会社への

転換が決定された。国庫省が保有していた株

５９．８％を９４年１月から９６年７月にかけて３次

にわたり売却した結果、現在の国庫省の持ち

株比率は１．１％にまで減少している。

第２次売却後、核株主グループには、サン

パオロ・ディ・トリノ銀行、カリプロ銀行、

モンテ・デイ・パスキ銀行がなり、それぞれ

９．９％ずつを所有した。一方で、ＩＭＩ自身も

サンパオロ・ディ・トリノ銀行の株の２％

（後に５％にまで増加）を所有するなど株の

持ち合いも活発に行われ、９８年８月には、

ＩＭＩとサンパオロ・ディ・トリノ銀行は合併

し、総資産で国内第１位の銀行となった。

⑥ ＩＮＡ

ＩＮＡは、もともと国庫省が１００％株を所有

していたが、ＩＭＩ同様３次にわたる売却を通

じて民営化が進められた。第１次売却で４８％

の株が放出された後、第２次１８％、第３次３１

％と続いた。第３次売却に当たって政府は、

２００１年６月２８日期限のＩＮＡ株への転換可能

国債を発行する方法を取り入れている。

⑦ ＢＮＬ

９８年９月、国庫省はＢＮＬの核株主グルー

プを形成することを発表、スペインのビルバ

オ銀行（１０％）、ビツェンツァ市民銀行（７．２５

％）、ＩＮＡ（７．２５％）がそれぞれ取得した。

これら３社は、ＢＮＬの１３の管理職ポストの

うち７ポストを占めており、経営参加を果た

している。ＢＮＬの民営化計画は９８年１１月末

にすべて終了しており、民営化に伴う売却益

は、総額６兆７，０７０億リラにのぼっている。

⑧ メディオ・クレジット・チェントラー

レ銀行

９９年９月、国庫省が民営化計画を発表、発

表後わずか３ヵ月の短期間で、株式交換方式

により、ローマ銀行に１００％売却されている。

売却益は３兆９，０００億リラにのぼる。

（３）２０００年以降の民営化計画

政府による正式なかたちで、２０００年以降の

民営化計画は発表されていない。ただし、９９

年に政府が発表した２０００年から２００３年にかけ

ての経済・財政計画書によると、当面、２０００

年６月末を期限とするＩＲＩの清算が最大の課

題とされ、ＩＲＩ傘下にあるローマ空港公団、

アリタリア航空、フィンメカニカ（ＦＩＮ‐

ＭＥＣＣＡＮＩＣＡ）などの株売却の動きが注目

されている。

① ローマ空港公団

ローマ空港公団の民営化は、９７年７月に４６

％の株が放出されて以降、ミラノ空港公団の

反対により頓挫していたが、残り５４％の放出

が、２０００年６月末の期限に先立って行われる

予定である。

② アリタリア航空

オランダのＫＬＭ航空との提携が発表され

るなど、民営化後の経営基盤強化への動きが

目立っている。既に段階的な株売却を通じて、

ＩＲＩによる持ち株比率は５３％にまで減少して

いる。

③ ＦＩＮＭＥＣＣＡＮＩＣＡ

国防・航空産業を担う同社は、現在、ＩＲＩ
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が５５％の株を所有している。英国や米国の関

連企業との提携を果たすなど、現在も活発に

事業を展開している。

政府は、同社の民営化は進めるものの、欧

州における防衛体制が整備されるまでは、政

府による一定のコントロールが必要との見解

を示しており、２０００年６月末の期限後も３０％

程度の株は所有することを明らかにしている。

そのほか、ＩＲＩが１００％を保有しているコ

フィーリ（ＣＯＦＩＲＩ、金融会社）やフィンカ

ンティエーリ（ＦＩＮＣＡＮＴＩＥＲＩ、造船会

社）も、２０００年６月をめどにすべて民営化さ

れる予定である。

（４）民営化を進める上での課題

① 労働組合のスタンス

労組は、政府の民営化政策に対して、必ず

しも反対の立場をとってはいない。鉄道やタ

バコ製造などの特殊な分野を別にすれば、民

営化以上にリストラによる失業などから雇用

を守ることが重要との観点から、これまでの

ところ、もっとも左派よりの労組ＣＧＩＬも民

営化にはさほど強い反対は表明していない。

この背景には、イタリアが、９２年から９３年

にかけての民営化初期の時代に露見した汚職

事件により政治危機を迎えたことから、国営

企業のような「公的なもの」に対する市民の

アレルギーが少なからずあることも強く影響

している。

現在、労組の掲げる最優先課題は、失業対

策と南部開発問題である。これらの問題を解

決する手段として、ＣＧＩＬは公的部門の赤字

削減のために、むしろ民営化による収益の増

大を提案している。特に、国有不動産や製造

業およびサービス業部門の民営化で生まれる

資金を活用して、雇用対策や開発に力を入れ

ることを強く提案している。

ただし、労組は、地方自治体などによる公

共サービス部門については、民営化に慎重な

態度をとっている。議会は現在、地域のガス、

電気、水道などの公共サービスを民営化する

法案の審議を始めているが、労組は、民営化

により市場が自由化されることで、料金体系

に及ぼす悪影響（値上げ）を懸念しており、

一定の範囲内での管理と消費者保護が必要と

のスタンスをとっている。

② 「ゴールデン・シェア」と政府のスタンス

「ゴールデン・シェア」は、法律９４年第

４７４号で規定されている。欧州委は、基本的

に政府によるゴールデン・シェアの行使に反

対の立場であり、議論の焦点となる部分であ

るが、イタリアでは、民営化後の企業経営が

国益に反して行われることを避ける観点から

導入されている。

これまでに民営化された主要企業（ＥＮＩ、

テレコム・イタリア、ＥＮＥＬ、ＦＩＮＭＥＣ‐

ＣＡＮＩＣＡなど）のすべてにゴールデン・

シェアが導入されているが、主な機能として

以下の４点が挙げられる。

・株所有比率の上限設定

個人、企業、グループの如何にかかわらず、

株所有比率に一定の上限を課すことができ、

上限を超える場合には、政府の承認が必要

となる。

・株主間の議決権譲渡の制限

株主総会での議決権の譲渡に関し、一定比

率を超える場合は国庫省の承認が必要とな

る（例えば、ＥＮＩでは３％、テレコム・イ

タリアは５％）。

・拒否権の発動

企業の廃業、海外への移転、事業目的の変

更などに関し、拒否権を発動することがで

きる。

・経営陣への参加

政府は、取締役会メンバーの議席のうち、

１つ以上（最高で定数の４分の１まで）お

よび監査役の１人を送り込むことができる。

ゴールデン・シェアの行使を通じて、政府
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は民営化後も企業に大きな影響力を維持して

いる。

テレコム・イタリアの場合は、最低でも３

年間はゴールデン・シェアの行使が必要との

見解を示し、現在、政府はテレコム・イタリア

株の３．９５％を所有し、取締役１人を派遣して

いる。ＥＮＩに関しても、政府は発行済み株の３６

％を所有しており、ＥＮＥＬについては、電

力市場の自由化推進に向けて、最低５年間は

ゴールデン・シェアが継続される予定である。

主要企業の民営化に対する政府のスタンス

は次のとおり。

・ＥＮＩ

当面、更なる株の放出は予定していない。

現在の政府の持ち株比率は３６％。

・ＥＮＥＬ

民営化プロセスが始まったところであるが、

当面、政府は過半数の株を保有する予定。

・テレコム・イタリア

政府は経営が安定するまで、現行の３．９５％

の株を維持することを表明。

・ＦＩＮＭＥＣＣＡＮＩＣＡ

２０００年６月末をめどに民営化が進められる

予定であるが、政府は３０％程度の株を所有

する意向を表明。

（１）産業別にみた国営企業の比重

産業別に収益と従業員数に国営企業が占め

２．民営化のビジネス環境への影響

る割合の変化（表１）をみると、もっとも大

きな変化がみられるのは、テレコム・イタリ

アの民営化が行われた通信部門で、収益に占

める割合は９９．４％から２８．３％へと大幅に低下

している。しかし同部門は、現在も国営放送

局や郵便局を有していることから、これらの

民営化が行われれば、国営企業の占める比率

は、さらに低下する余地を残している。

また、金属部門も、ＩＲＩの民営化やＥＦＩＭ

のアルミニウム部門からの撤退で、国営企業

比率は収益で４５．８％から４．０％、雇用者数で

５０．６％から５．０％へと大きく低下している。

政府は、民営化を通じて、企業規模の拡大と

同業種企業間の合併・整理統合を促進するこ

とを目指している。その過程では、多くの場合、

株式交換方式が用いられるが、最近では、公開

買付けによる方式も増えつつあり、オリベッ

ティが行ったテレコム・イタリアに対する敵

対的公開買付けは、市場最大規模となった。

（２）公共サービスにおける民営化の動き

① 国鉄

欧州委は、労働コストの減少と料金改定

（値上げ）を求めているが、労働組合が強く

反対していることから、民営化の具体的なめ

どが立っていない。

② タバコ専売公社

民間企業への移行は、これまでにも数度検

表３ 公営の公共サービス企業

（１９９８年末現在）

部 門 企業数（社） 収益（１０億リラ） 雇用者数（人）

下水道 １５５ ４，１００ ３４，０００

上水道 ２４１ ４，１００ １８，５００

ガス １１６ ６，４００ １０，５００

電気 １０６ ３，０００ ９，５００

輸送 １３０ ７，９００ ８７，０００

計 ７４８ ２５，５００ １５９，５００

出所：ＩｌＳｏｌｅ－２４Ｏｒｅ紙
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討されてきたが、政界からの反発や労働組合

との折り合いがつかず、難航している。

③ ＲＡＩ（国営テレビ局）

民営化計画は、議会の審議・決定待ちと

なっている。

中期的には、地方自治体の公益企業の民営

化が進展する可能性が高い。９８年末現在、水

道、ガス、電気などの公共サービスを行う公

益企業は７４８社あり、総雇用者数は約１６万人

にのぼる（表３参照）。

民営化による値上げの問題などから、労働

組合や自治体自身の反対もあるが、現在、民

営化に関する法案が議会で審議されている。

（１）イタリアの産業政策

イタリアの産業政策は、基本的にＥＵの共

通政策に基づき策定されるものがほとんどで

ある。しかし、教育や科学的研究・開発、製

品品質の向上や新製品開発、企業の競争力向

上などの分野では、長期的な独自プログラム

に基づき取り組んでいる。イタリア産業省は、

「競争力は製品や技術の開発力に根差すもの

である」との基本認識に基づき、企業による

投資を長期的展望に立って行うことを奨励し

ている。

しかしながら、イタリアの場合、政府の企

業に対する支援策は伝統的に乏しい。この２

年間、企業の法人税負担率が４６％から４３％に

引き下げられたが、諸外国に比較すると依然

高い水準にある。

また、製品・技術開発を目的とした産業政

策のために政府が計上している予算は非常に

限られている。イタリアは恒常的な財政赤字

を抱えているが、欧州経済通貨同盟

（ＥＭＵ）への継続参加のためには、財政赤

字のＧＤＰ比を３％以下に抑える必要がある。

このため、政府の公的債務削減は至上命題で

３．有望産業と育成策

あり、産業政策に振り分けられる予算も必然

的に切りつめを余儀なくされている。そのた

め、短期的に終了するプロジェクトや緊急課

題を優先せざるを得ないのが実状である。

広い意味では、イタリアの産業政策は、他

の欧州諸国と同様、市場の自由化、国営企業

の民営化、内需拡大、プラントや機械などの

インフラ投資の促進、技術革新、国家機構の

近代化などに重点を置いている。そのなかで

は、ＥＵの方針にも基づき、南部地域の低開

発地域に対する支援政策、インセンティブが、

国や地方政府によって導入されている。イン

センティブとしては、ＥＵの「構造基金」や

イタリア政府による低利融資、補助金など財

政的支援が中心となるが、南部開発政策の特

徴としては、企業進出と財政インセンティブ、

雇用確保を組み合わせたパッケージ型のもの

が多い。「ＡｒｅａＣｏｎｔｒａｃｔｓ」や「Ｔｅｒｒｉｔｏｒｉ‐

ａｌＰａｃｔｓ」として知られているプロジェクト

で、企業家（資本）、労働組合（労働力）、地

方行政府が共同で行うものである。

しかしながら、理論上の制度整備は進んで

いるが、実効面ではまだ十分な成果を上げて

いない。これらのプロジェクトを活用したビ

ジネスを発掘する環境が、まだ十分に整って

いないことが主要因であるが、同時に受け皿

となる市場も不足している。そのため、政府

は９９年に「スヴィルッポ・イタリア」を創設

した。スヴィルッポ・イタリアは国庫省の管

轄下（１００％出資）にあり、対内・外投資の

促進、特に南部における投資誘致を積極的に

行うことを目的としている。

（２）今後の有望産業と育成策

短期的にみた場合、大きな発展の可能性が

ある産業分野として、ファッション産業、工

作機械や繊維機械、包装機械などを中心とす

る産業機械産業などがあげられる。ただし、

これらの産業は、イタリアが従来から高い競

争力を持った分野であり、イタリア産業界の
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強みである中小企業のメリットを最大限に活

かすことができるからに他ならない。従って、

現時点では、政府によるこれらの産業に対す

る特別な育成政策や支援措置が存在するもの

ではない。

数少ない政府による支援措置として、例え

ば、外国貿易省は海外の市場参入を図る

ファッション関連企業に対する支援予算とし

て、約１，５００億リラを計上している。ただし、

これは、地理的に遠い国や複雑な流通システ

ムを持っているような国に単独で輸出するだ

けの資金力を持っていない中小企業を対象に

市場参入を側面支援するものであり、産業そ

のものを直接振興するものではない。むしろ、

ユーロの導入で域内貿易におけるリラ安のメ

リットを享受できなくなった輸出企業にとっ

ては、技術革新や品質向上を通じて、自ら競

争力をつけることが求められており、政府は

それを奨励しているにすぎない。政府はこの

面でも側面支援にとどまっており、若い世代

を中心に新技術を早急に習得するよう、企業

収益の一部を人材育成や新技術開発分野の投

資に回す企業に一定の減税を認める政策を導

入することで、産業界全体の活性化を図って

いる。

なお、ユーロの導入に伴い、企業に対する

融資や補助金の交付は、政府や地方自治体に

加え、欧州委によってもコントロールされる

ようになった。また、ＥＵによる融資は、受

益者（企業）による同等額の資金調達が前提

となり、融資の実行はプロジェクトの進捗状

況を見たうえで行われる。このため、これま

で企業の申請したプロジェクトに対し、往々

にしてプロジェクトの内容の吟味よりも、煩

雑な事務的手続きと審査に時間がかかってき

た国の補助金交付の体制が大きく改善されつ

つあり、産業活性化の一助となっている。

（３）新産業育成のための諸政策と環境整備

現在、イタリアでは、国際競争力を高める

一環として、伝統的産業分野でリストラや合

理化が進められている。他方、世界的に急速

に市場規模を拡大させている情報・通信、バ

イオテクノロジーといった新産業分野は、

「ニュー・エコノミー」と呼ばれ、米国では

ＧＤＰの６～７％を占めるといわれる。イタ

リアにおいても、その成長ぶりは著しく、早

急な産業基盤やビジネス環境の整備、技術開

発が必要とされている。

ＥＮＩのグロス・ピエトロ会長は、「ニュー

・エコノミーが経済全体、あるいは産業界に

与える影響や貢献度、成長度合いに関しては、

イタリアは他の欧州各国よりも大きい」とし、

「特に、通信産業の育成は、携帯電話やイン

ターネットの発達をもたらし、交通アクセス

の不便さを簡単に排除できるメリットがある。

それゆえ、早急に市場整備を進めるべき」と

述べている。

① 情報通信産業

政府は、情報通信分野で２つの優先的達成

課題を掲げている。

ひとつが、市場の完全自由化である。現在

のところ、まだ国営企業による市場支配が色

濃く残っているが、自由競争を通じて、価格

・料金競争やサービスの充実が図られること

を目指している。もうひとつが、通信ネット

ワーク網の拡大であり、行政機構や事務処理

の効率化を狙っている。フランコ・バッサ

ニーニ公共事業相は、「イタリアは情報通信

の分野では、まだまだ開発の余地が多く、こ

こ数年、他の情報産業先進国に匹敵するよう、

法制度の整備を進めている」と述べている。

消費者の間では、パソコンなどのコン

ピュータ機器、ハイテク製品が急速に普及し

ており、９８年には、携帯電話のブームが生じ、

同時にインターネットの利用が一般化した。

９９年には、デジタル通信への切り替えがス

タートし、デジタルテレビが市場シェアを高

めつつある。デジタル通信のアリストン・グ
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ループ取締役フランチェスコ・カーロ氏は、

「イタリア企業は、情報通信に関して、時代

の端境期にいることを認識している。イン

ターネットは、単なるデータ通信の手段だけ

ではなく、企業のあるべき新しい姿を示して

いる。それゆえ、伝統産業にとっても、ス

ピードアップを図り、グローバル化を進める

可能性がある」と述べている。

また、タイヤ製造大手のピレッリ社マルコ

・トロンケッティ会長も、「当グループの中

核ビジネスがタイヤ製造にあることはもちろ

んであるが、一方で、高い経済的付加価値を

もつ先端技術の分野にも事業を多角化させて

いきたい」とし、情報通信産業への参入を検

討していることを明らかにしている。

情報技術（ＩＴ）に対するニーズは急激に

増加しているが、９７年でみた場合、ＩＴ関連

産業に従事している企業の総収益の３７．４％を

従業員数１９人以下の小企業が占め、またデー

タ加工サービスの分野では総収益の６３．２％を

１９人以下の小企業が占める。中小企業がイタ

リア経済の原動力であることを裏付ける数字

であるが、新産業の分野においても、ニッチ

市場を狙う中小企業の活躍が期待される。し

かし、この場合においても、企業に対する政

府の特別な支援政策は、減税以外には存在し

ていない。

イタリアの通信産業は、市場の発展度合い

や技術革新に関して、主要国との間に乖離が

ある。特に、米国において、アメリカ・オン

ラインとタイム・ワーナーが合併して以降は、

その差が広がっているようだ。

② 医薬品産業

イタリアが優位を持っている分野は、医薬

品産業である。特にバイオテクノロジー研究

では、イタリア企業は世界的にもフロンティ

アとしての地位を占め、これまでにも優れた

実績を築いている。

近年は、南部の低開発地域に進出している

いくつかの企業を中心に活発な動きを見せて

いる。スヴィルッポ・イタリアのビアンキ会

長は、「イタリアの医薬品産業の技術レベル

は非常に高い。他の分野、例えば、エレクト

ロニクスなどと比較すると、主要先進国と比

べ優位を保っている」と述べ、それゆえ、

「適切な外資の進出があれば、イタリアの医

薬品産業は世界的にも大きく伸びる可能性が

ある」とみている。この分野では、政府は産

業育成のためのマスタープランを策定してい

る。５，０００億リラの予算を投じて生命科学プ

ログラムに関連する新企業設立を促進するた

めの特定地域１３ヵ所を設置する予定である。

③ ベンチャー・ビジネス

ベンチャー・ビジネスは多くの場合、その

分野のフロンティアとして、新技術やビジネ

スを開拓するため、一般に中小企業が活躍で

きる可能性の高い分野でもある。しかしイタ

リアの場合は、やや状況が異なる。

イタリアの中小企業は、消費者やユーザー

のニーズを敏感にくみ取り、自社の製品を柔

軟に対応させる方法をとる。その意味では、

大企業や外国企業が見逃しているニッチ市場

を積極的に扱うベンチャー・ビジネスに適し

ている。同時にイタリアでは多数の中小企業

が集まり、いわゆる産業集積地を形成するこ

とで、互いの不足部分を補う相互補完体制を

敷き総合力を高めている。このため、ベン

チャー産業においても、単独でフロンティア

的に新産業分野を開拓するのではなく、複数

の企業間で生産過程の分業化や連携、サービ

スのアウトソーシングなどを行いながら、相

乗効果を発揮していくシステムをとることが

求められ、一般的なベンチャーとは異なる発

展モデルを構築していくと期待される。

（小林浩人）
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進展する医薬品メーカーの
環境対策（欧州）

欧州医薬品業界の環境政策への取り組みは、９０年代に入ってから急速に進展している。

対策の大きな柱となっているのは、社内全事業所の統一的な環境対策の導入、および、企

業の社会的責任を重視したリスポンシブル・ケアのコンセプトなとである。各メーカーは、

法規制よりも厳しい基準を自ら課し、またそれらの実施状況を積極的に情報公開するなど、

環境問題への確固とした対応による信頼性の獲得を重要視している。

ロンドン・センター

環境問題のリサーチを行うドイツの非営利

団体、ハンブルグ環境研究所（Ｈａｍｂｕｒｇｅｒ

ＵｍｗｅｌｔＩｎｓｔｉｔｕｔ）は、世界の大手化学・医

薬品メーカー５０社を対象に、各企業の環境対

策を査定してランキングを発表している。査

定は企業へのアンケートと各種情報を基に、

次の１０項目について点数化し、５００点満点で

上位５０社の順位を出すものである。

①長期的・戦略的目標による環境対策およ

びその実施、②全世界で通用する基準の採用、

③社内管理体制、④製品の持続の可能性、⑤

持続可能性を考慮した事業プロセスの活用、

⑥情報開示策、⑦廃棄物および在庫製品の処

理対応、⑧環境関連事故の防止策、⑨土壌汚

染の改善策、⑩社外での環境活動。特に③～

⑤の比重を多くするなど、項目によって点数

化の比重を変えている。

１．９０年代後半に急速に向上
同査定は８９～９４年の第１回、９４～９６年の第

２回、９６～９９年の第３回と３度実施されてい

る。毎回各メーカーの項目ごとの達成度を

パーセンテージで示し点数を表示しており、

これをみれば、年代による各メーカーの獲得

点数の変化やランキングの変遷が分かる。

９９年９月に発表された第３回の調査で顕著

に表れている傾向は、第２回に比べて５０社す

べての企業で、環境対策のレベルが著しく向

上している点である。また、欧州の代表的な

医薬品メーカーの順位の変遷をみると、独バ

イエル（Ｂａｙｅｒ）が２２位から１３位、独ＢＡＳＦ

が２４位から１８位、英グラクソ・ウェルカム

（Ｇｌａｘｏ Ｗｅｌｌｃｏｍｅ）が１５位から２９位、英

スミスクライン・ビーチャム（Ｓｍｉｔｈｋｌｉｎｅ

Ｂｅｅｃｈａｍ）が２９位から３５位と、英国メー

カーに比べてドイツメーカーの健闘が目立っ

ている。ただし、順位が落ちたメーカーでも

点数自体は大幅な伸びを示しており、それだ
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け世界の主要メーカーの環境対策が早いペー

スで進んでいることを示している。

７０～８０年代にかけて環境汚染問題が世界的

に発生したが、化学・医薬品メーカーでは９０

年に入って、環境政策に対する取り組みが飛

躍的に高まった。ハンブルグ環境研究所の調

べによると、社内で環境管理システム（Ｅｎ‐

ｖｉｒｏｎｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍｓ ／

ＥＭＳ）を確立させている企業は、８９年には

わずか５社であったが９９年にはほぼすべての

メーカーで確立されている。

９０年代に欧州の医薬品メーカーの間で環境

対策の主流となったのは、環境対策の統合化

とリスポンシブル・ケア（Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｌｅ

Ｃａｒｅ／ＲＣ）である。

環境対策の統合化とは、各環境問題あるい

は安全対策に個別に対応するのではなく、企

業内で統一した環境対策を取り入れることで

ある。まず環境問題を健康・安全・環境

（Ｈｅａｌｔｈ，Ｓａｆｅｔｙ，Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ／ＨＳＥ）

の管理という枠組みでとらえ、企業活動のあ

らゆる業務プロセスの中に環境対策を取り入

れていくインプロセスの環境対策を推進しよ

うというものである。

製造プロセスでの取り入れが顕著な例であ

る。従来は産出された副生産物や廃棄物をい

かに処理するかという製造の末端での環境・

安全対策が中心であった。これを最初から副

生産物や廃棄物の産出を削減、廃止、あるい

はリサイクルできる製造プロセスに転換しよ

うというものである。これには原材料の削減

も含まれ、技術的開発とその投資が９０年代か

ら進められている。バイエルは特にこの製造

プロセス環境保護に力を入れており、副生産

物と廃棄物で約４０％のリサイクルを達成して

いる。

環境対策に積極的な欧州の医薬品メーカー

の間では、環境対策効果の高い製造プロセス

２．浸透するインプロセス環境対策

は、環境に優しいだけではなく、総合的生産

性が高まるなど費用対効果も高いという認識

が一般化し始めている。インプロセスの環境

対策は、最近では広範な業務にわたる考え方

となっている。また、委託製造に始まり、製

品の提供先、買収などの資本投資の検討など、

外部企業とのかかわりにおいても、相手企業

の環境・安全対策の評価も自社の対策の一環

として考慮するメーカーが多くなっている。

リスポンシブル・ケアとは、化学物質を扱

うそれぞれの企業が、化学物質の開発から製

造・物流・使用・最終消費・廃棄にいたる全

ライフサイクルにおいて、自主的に環境・安

全・健康面の対策を行うことであり、８４年に

カナダの化学業界で開発されたプログラムで

ある。リスポンシブル・ケアの根底にあるの

は、環境・安全対策で企業は、社会全体に対

する責任を負っているという考え方である。

具体的には、企業は①環境保護を遂行する上

で継続的な向上を目指すこと、②一般社会に

対する情報公開を行うことなどにより環境問

題解決で社会の一員としての信頼性を訴えよ

うというものである。

リスポンシブル・ケアの基本コンセプトに

は、９２年のリオデジャネイロ地球サミットで

提唱され、９７年の地球温暖化防止京都会議か

ら主流となった「持続可能な成長」の考え方

がある。なかにはプロクター・アンド・ギャ

ンブル（Ｐｒｏｃｔｅｒ＆ ＧａｍｂｌｅＣｏｍｐａｎｙ）

のように環境レポートを「持続可能性レポー

ト」と改称する例などもある。地球規模での

対策という観点に立ち、欧州の医薬品メー

カーの間には、単に各国の法規制に従うだけ

ではなく、全世界の拠点で同一の社内基準の

達成を目指している。通常、この社内基準は

法規制よりも厳しいものとなっている。

また、リスポンシブル・ケアの重要な要素

に製品責任管理（ＰｒｏｄｕｃｔＳｔｅｗａｒｄｓｈｉｐ）

３．法規性よりも厳しい基準を適用
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がある。これはメーカーが自社製品の全ライ

フサイクルに関連する環境・安全問題に責任

をもって対処しようというものであり、その

ために顧客との協力も強調されている。

欧州医薬品メーカーの具体的な例をみると、

スイスのロッシュ（Ｒｏｃｈｅ）が９２年のリス

ポンシブル・ケア導入時に、各部に「エコ代

表者」を創設し、世界の主要工場に置く「リ

スポンシブル・ケア・コーディネーター」の

ネットワークを作っている。また同社は情報

ツールとしてリスポンシブル・ケアのイント

ラネット・ウェブサイトも設けている。

そのほか、バイエルも「安全と環境保護の

リスポンシブル・ケアのためのガイドライ

ン」を出し、製品責任管理の原則を打ち出し

ている。スミス・クライン・ビーチャムもラ

イフ・サイクル・アプローチの名で、製品責

任管理を導入している。またバイエルや

ＢＡＳＦのように、環境レポートを「リスポン

シブル・ケア・レポート」と称するメーカー

も出ている。

９０年代前半まで、医薬品メーカーは企業活

動に関する情報を一般に提供することに消極

的であった。しかし現在は、欧州メーカーの

ほとんどが環境・安全問題に関する年次レ

ポートを作製し積極的な広報活動を行ってい

る。情報提供はリスポンシブル・ケア・プロ

グラムの基本原理の一つでもあり、顧客との

コミュニケーションを確立し、顧客からの

フィードバックを呼びかけている。環境レ

ポートを外部の研究所や専門家に認証しても

らうことも一つの流れとなっている。

また欧州化学産業界では、９８年１１月に「健

康、安全および環境に関するレポートのガイ

ドライン」が発行され、これに従ってレポー

トを作製する企業が急増している。レポート

では、多くのメーカーが目的設定と実績評価

を行っている。ユニークな例としては、デン

４．積極的な実績評価と情報公開

マークのノボ・ノルディスク（Ｎｏｖｏ

Ｎｏｒｄｉｓｋ）が９７年から環境会計の手法を導入

し、土壌改善や環境税を含む環境コストと原

材料リサイクリングや環境関連投資による収

入の金額を算出している。また同社は、資源

利用と製品生産高を比較する環境生産性指標

も開発している。

各化学・医薬品メーカーが９０年代に環境対

策レベルを飛躍的に向上させ、法規制より厳

しい社内基準を全世界的に導入したことによ

り、環境問題に関する訴訟事例はほぼなく

なったといえる。訴訟となればメーカーの社

会的責任が問われ、企業のイメージが決定的

に損なわれるため、訴訟以前の段階で対応が

行われる。

ただし、９６年にフランス政府が行った土壌

汚染調査では、化学・医薬品メーカーの旧工

場敷地が汚染土壌の１７％を占めていたという

結果も出ており、環境保護団体はより厳しい

観点に立って企業に対する監視と批判を行っ

ている。その一例として、環境というキー

ワードで汚染、交通、森林、エネルギー、気

候などのあらゆる分野や産業を注視している

英国の代表的環境保護団体「フレンズ・オブ

・ジ・アース」が９８年に発表した「有毒廃棄

物を埋め立ておよび焼却している英国のワー

スト２５工場」の中で、ゼネカ（Ｚａｎｅｃａ）の

ハダースフィールド工場が３位、ノバルティ

ス（Ｎｏｖａｒｔｉｓ）のグリンズビー工場が９位、

グラクソ・ウェルカムのウルバーストン工場

が１２位、インペリアル・ケミカル・インダス

トリーズ（ＩｍｐｅｒｉａｌＣｈｅｍｉｃａｌＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，

ＩＣＩ）のランコーン工場が１４位にランクされ

批判を浴びている。

この中でグラクソ・ウェルカムのケースで

は、発ガン性の可能性がある化学物質ジクロ

ロメタンを排出している点が問題になってい

る。これに対して同社は、環境管理の社内基

準の厳しさ、地域と協同で環境管理実績状況

を査定していること、排出量は年々大幅削減
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を達成し古いデータは意味をなさないこと、

ジクロロメタンの発ガン性は未確認の上、同

社の排出量は環境保護団体が主張する安全限

度を大きく下回っていることを訴え、これを

環境レポートなどの情報提供手段を使って一

般に公開している。批判に対する迅速な対応

と情報公開がメーカーにとって重要課題の一

つである例といえよう。

ハンブルグ環境研究所の査定でも欧州医薬

品メーカーの上位にランキングされているバ

イエルの環境対策をみると、８０年代から環境

マネジメント・システムを確立し、工場を始

めすべての事業グループに環境・安全部門を

設置している。同社の環境問題に関する意思

決定は、経営役員会および技術・環境委員会

で行われ、基本的な指針は前述の「安全と環

境保護のリスポンシブル・ケアのためのガイ

ドライン」に基づき、子会社を含む全世界の

施設に適用している。

バイエルが特に重要な原則としているのが、

製品責任管理である。同社の環境レポートで

は毎年の環境・安全に関する業績データと今

後数年間の目標が明示されている。これによ

れば９０年から９８年の間に全世界で生産量が２５

％増大したにもかかわらず、大気中への自然

成分以外の総排気量は約４０％減少した。また、

世界中にある同社のゴミ廃棄設備や環境保護

システムなどの施設の運営に費やされる金額

は、毎年２２億マルク（約１，２４７億円）となっ

ている。

一方で、廃棄施設など環境分野への資本投

資では著しい削減がみられる。これは同社の

環境政策の基本が、インプロセス環境政策に

転換したことを示すものである。製造プロセ

スで産出される副生産物量を最低限に抑え、

そこで避けられない副生産物については可能

な限り別の製造プロセスで利用するために、

基本化学品へ転換するなどのリサイクルを行

５．リサイクル率が４０％に拡大

う。これを研究チームおよびプロセスエンジ

ニアの課題とし、不要な排出物を出さない

「凍結製造」を進めている。この既存の製造

プロセスに変わる新製造プロセスの開発によ

り、副生産物と廃棄物のリサイクル率は約４０

％にまで達している。

スミスクライン・ビーチャムも、全世界で

同一の社内基準を適用している。まず各施設

ごとに目標を設定、それを総合して同社全体

の目標を設定し、毎年検討するという方式を

取っている。実施にあたっては英国と米国に

専門家集団からなる企業内環境・安全部門を

設置し、グループ内企業や部門ごとの業務プ

ロセスでの問題に対応している。現在は９６年

に始まった１０ヵ年戦略の途上にあり、この

１０ヵ年戦略を基に３ヵ年計画と年間目標の策

定を行っている。

同社の環境・安全対策の基本も、企業活動

のあらゆる面に環境・安全問題を取り組むイ

ンプロセス環境対策にある。また、９８年には

医薬品の研究開発部門においてグリーン化学

プログラムを発足させている。これは新薬の

開発段階で、環境・安全への負荷を除去ある

いは軽減する化学品や新技術を積極的に取り

入れようというものである。

また、インプロセスの考え方はパッケージ

・プログラムにも導入されている。新パッ

ケージの作成や現行パッケージの変更に際し

ては、環境調査プロセスを取り入れたデザイ

ン設計を行い、これを円滑に行うための環境

専門コンピュータ・システムも構築している。

実績評価では９９年に点数式実績評価を本格

的に導入し、法規制準拠、社内基準の達成、

環境・安全マネジメント・システムの実施を

査定して点数化している。また、９９年から全

従業員を対象にした環境・安全に関する褒賞

制度を設けるなど、社内における意識向上を

図っている。

６．実績評価を実施
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同社の環境レポートによれば、これらの政

策により大気汚染では９２～９８年の間に揮発性

有機化合物の排気量を単位販売当たりで５０％

削減したとなっている。また、９８年の廃棄物リ

サイクル量は単位販売当たりで９２年の５倍を

達成したほか、天然資源需要削減では、水の

消費量を単位販売当たりで５０％削減している。

また、２０００年１月に同社との合併を発表し

ているグラクソ・ウェルカムも健康・安全環

境管理に関する全世界同一の社内基準が適用

されており、グループ内全社の環境政策実施

状況と社内基準に対する実績監査のプログラ

ムが行われている。９８年には１５ヵ国で合計５０

回の監査が行われるなど（うち２３回は委託製

造業者および主要サプライヤー向け）、自ら

に詳細な環境対策の達成目標を設定し、これ

らに対する進捗状況の公表が行われている。

（木村 玲子）

グラクソ・ウェルカムの環境対策に関する２０００年までの達成目標

環境対策に関する２０００年までの達成目標 進捗状況

エネルギー消費量を７．５％削減
○

エネルギー消費量７．５％削減を達成。これは、エネルギー源をオイルからガスに変
更したことで、消費の効率を高めることができたことと、ラニチジンのパテントの
有効期限が切れたことで、製造形態が変化したことによる。

水消費量の削減 ○ 資源保護対策と製造形態の変化に伴い、水消費量２０％削減を達成。

製品や製造工程への混入物の削減 × 現在までのところ、効果を比較するに足るほどの強力なデータはそろっていない。

排気削減

△
オゾン破壊と地球温暖化を引き起こす可能性をことごとく減少させた。これはＣＦ
Ｃ（フロンガス）からＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン、代替フロン）への切り
替え、さらにさまざまな排気対策プログラムの効果によるものである。しかし、光
化学オゾンスモッグを創り出す可能性のある物質の排気は増加した。

二酸化炭素、亜硫酸ガス、窒素酸
化物の排気を７．５％削減 ○

この３種類の排気ガスについては、すべて削減を達成した。特に亜硫酸ガスは目標
を上回る効果をあげた。これはラニチジンの製造形態の変化と、主要熱源をオイル
からガスにかえたことによる。

揮発性有機化合物の排気を１５％削
減 ○ ９６年に設定された１５％の削減目標は達成されている。これは英国Ｕｌｖｅｒｓｔｏｎにある

主要工場で実施された排気対策プログラムの効果である。

廃水の質の向上 △ ９７年と比べると廃水の質の向上がみられている。しかし、目標達成のための一層の
努力が必要である。

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）と、
水への浮遊物質の混入の削減 △

○

９７年と比べ、ＣＯＤの削減については目立った効果が認められる。これはオースト
ラリアのＰＯＲＴＦＡＩＲＹ工場に廃水処理設備が設置されたためである。浮遊物質
に関しても目立った効果があがっており、目標をほぼ達成しつつある。これは英国
Ｕｌｖｅｒｓｔｏｎ工場でウルトラフィルター（限外ろ過器）設備が設置されたためである。

漏洩指数を９７年の数値から１５％削
減（漏洩指数＝流出サイズ×最終
サイズ）

×
９８年に流出指数が著しく増加した。ある意味では報告業務が以前より改善されたた
めの動きといえるが、少ない件数の廃水の漏洩が指数に大きな影響を及ぼした結果
と思われる。

廃棄物の回収、再利用、リサイク
ルシステム向上 ×

廃棄物回収、再利用、リサイクルは全体的に２％減少という結果であったが、これ
はラニチジンの製造形態の変化にともない溶剤のリサイクル率が減少したためであ
る。

リサイクルされない廃棄物の量を
１５％削減 × 溶剤の回収を含めないでみると、廃棄物の回収・リサイクルは１％減少した。

環境を意識した梱包と梱包材の処
理 × グループ全体のスタンダードを現在開発中。

Ｒ＆Ｄ（研究・開発）拠点なら
びに工場において、明白かつ総合
的なＨＳＥマネージメント・シス
テムを構築

△
９８年時点で新たに３拠点がＩＳＯ１４００１免許を取得。ＨＥＬＰＳ（Ｈｅａｌｔｈ，Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅ
ｎｔ，ＬｏｓｓＰｒｅｖｅｎｔｉｏｎａｎｄＳａｆｅｔｙ）マネージメント・システムもＩＳＯ１４００１基準に
基づき再構築中。さらにそれに沿った新しい監査システムも開発中。

法執行処分ゼロを目指す × ９８年に１件、菜種オイルの漏洩に対し法執行局から警告を受けた。警告は、漏洩問
題に対するスタッフの意識向上の為のトレーニングの実施を促すものであった。

すべての拠点で苦情をモニターし
対処する ○ 苦情の件数が５０％減少した。これは主に建設工事の減少、ならびに騒音、交通の管

理の向上による。

すべての拠点において、安全・環
境問題対策に関して地元の関係諸
団体とのコミュニケーションを密
にとる。

△
グループ全体のスタンダードを現在開発中。地元向けのニューズレターの発行を行
う拠点が増加した。

○ 目標達成 △ 目標半ば × 目標からほど遠い
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企業の国際化戦略

欧州企業は、通貨統合により従来にも増して厳しい競争に直面すると予想される。この

ため、他国企業とのＭ＆Ａなどによる事業の再編、国際的な業務提携、第三国への進出な

どのグローバル戦略を推進し、競争力の強化に努めている。以下、２年連続で世界最大の

買収国となった英国の産業別・企業別動向、および、対外投資直接投資が急速に伸びてい

るポルトガルにおける企業の国際化の動きを報告する。

表１ 英国企業株式時価総額ランキング（１００億ポンド）
企 業 名 業種 株式時価総額

１ ボーダフォン・エアタッチ 通信 １０９

２ ＢＰアモコ 石油 １０７

３ ブリティッシュ・テレコム 通信 ８３

４ ＨＳＢＣ 金融 ６４

５ グラクソ・ウェルカム 医薬品 ６３

６ シェル 石油 ５１

７ アストラゼネカ 医薬品 ４５

８ スミスクライン・ビーチャム 医薬品 ４４

９ ロイズＴＳＢ 金融 ４２

１０ マルコーニ エレクトロニクス ２５

出所：２０００年１月１７日現在、ＢＢＣ調べ

９０年代後半、英国企業のグローバル戦略は、

外国企業を積極的に合併および買収（Ｍ ＆

Ａ）することによる経営規模の拡大と、将来

性のある事業分野への経営資源の集中によっ

て企業の競争力を高めることに主眼が置かれ

ている。

会計事務所ＫＰＭＧの調査によると、９９年

の英国企業による国境を超えたＭ ＆Ａの買

収金額（時価総額）は前年の約２．１倍の２，４５０

億ボンドとなった。９９年はボーダフォン・エ

アタッチやアストラゼネカなど大型企業の誕

生が相次いだこともあり、英国は２年連続で

世界最大の買収国（世界全体のうちシェア３０

％）となった（第２位は米国）。また、被買

収国（投資受入国）としても英国は米国に次

いで世界第２位の受入金額を記録し（前年比

４３％増、金額２３０億ポンド）、９９年のＭ ＆Ａ

は英国および米国企業を中心に展開された。

表１は株式時価総額でみた英国の１０大企業

（グループ）であるが、ランキングしている

企業のほとんどが９８年～９９年に外国企業との

Ｍ ＆Ａによって企業規模を拡大している。

英国企業のＭ ＆Ａが活発化した理由として、

次のような点が挙げられている。①国境を超

えた市場の拡大と一部企業による寡占化の進

行、②同業他社の企業再編による危機意識の

高まり、③膨大な研究開発（Ｒ＆Ｄ）およ

び情報技術（ＩＴ）投資費用の捻出、④世界

の株高を背景とし、Ｍ ＆Ａ資金相当額以上

の合併後株価の高騰、⑤９８年１０月～９９年６月

の英中央銀行の金利引き下げによる資金調達

２年連続で世界最大のＭ＆Ａ買収国に（英国）
ロンドン・センター
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コストの減少、⑥同業種の重複部門の統合に

よるリストラなど。

英国は８０年代以降、規制の少ない自由な市

場を形成してきた。そのため英国企業のコー

ポレート・ガバナンスは欧州企業よりも米国

企業に近い。例えば敵対的なＭ ＆Ａについ

てもほかの欧州諸国に比べて経営上の抵抗は

少ない。また、情報通信分野の発展は、各企

業の意志決定スピードを早くし、また経営者

に同業他社の動向を常に意識させることから、

企業再編を促す効果を生み出している。特に

英国企業は医薬品、情報通信、ハイテクなど

多くの分野で米国企業との競争が激しいこと

や、好調な米国市場への進出意欲が高いこと

などから、米国企業とのＭ ＆Ａや米国企業

に対抗するために欧州企業同士のＭ ＆Ａ事

例などが増えている。

本稿ではＭ ＆Ａを中心にグローバルな事

業展開を積極的に行っている代表的な３業種

（「通信」、「医薬品」、「航空宇宙・防衛」）の

動向と２つの英国企業に焦点をあてて、英国

企業のグローバル戦略について探る。

（１）通信産業

インターネットの普及によるデータ通信の

急増や企業のＩＴ投資の拡大、そして世界的

な携帯電話の普及など、世界の通信市場は

マーケットが急拡大している。このため通信

業界は、英国企業のグローバル戦略が現在最

も盛んな業界である。

英国最大の通信会社であるブリティッシュ

・テレコム（ＢＴ）は移動体通信やインター

ネットによる国内市場の拡大と並行して、海

外への市場展開を積極的に行っている。同社

は９８年７月米国のＡＴ＆Ｔとのジョイントベ

ンチャーを発表以降、世界の通信市場に共同

で参入している。９９年８月には共同でカナダ

第２位の移動通信会社ロジャース・キャンテ

ル・モバイル・コミュニケーションズの株式

１．産業別動向

の約３３％を９億３，４００万ドルで取得した。ま

た同時期にＢＴはＡＴ＆Ｔが保有するＡＴ＆

Ｔカナダの株式３１％のうち３０％を４億ドルで

取得した。同年９月には共同で、日本テレコ

ムの株式の３０％を１９億ドルで取得し、両社の

日本における事業拠点を日本テレコムに集約

している。

ＢＴ単独では香港企業スマートン・テレコ

ミュニケーションズの株式の２０％を取得した

ほか、スペイン、ドイツ、オーストリア、ス

イスなどで現地企業の株式取得やジョイント

・ベンチャーの設立を通して積極的な海外投

資を行っている。ＢＴは米国、欧州、アジア

などすべての主要市場に経営基盤を確立しつ

つある。

移動体通信ではボーダフォン・エアタッチ

の動きが活発である。９９年１月、英国最大の

移動体通信会社ボーダフォンと米国のエア

タッチの合併により誕生した世界最大のボー

ダフォン・エアタッチは、９９年９月には米国

ベル・アトランティックと米国市場向けに特

化した新移動体通信会社を設立した（株式総

額４３億ポンド、顧客２，０００万人。ボーダフォ

ン・エアタッチは４５％を出資）。両社は器材

購入や企業会計プログラム、顧客が両社の通

信網を利用できる「ローミング」などの分野

で協力することに合意している。

そして２０００年２月にはドイツの機械・通信

会社マンネスマンと合併に合意、正式に合併

が承認されると利用者４，２００万人の巨大な携

帯電話会社となる。合併によってドイツ、イ

タリアの事業基盤を手に入れ、欧州主要国の

移動体通信ネットワークが構築される。また、

フランスのメディア会社ビベンディーと共同

で、インターネット上に「ポータルサイト

（インターネットでプラウザーを起動時、最

初に接続されるよう設定されているウェブサ

イト）」を提供する合弁企業を設立すること

が発表され、携帯電話やケーブルテレビを通

じて欧州最大のネット・サービス企業を目指
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している。それと並行して携帯電話を利用し

たインターネット・サービスにも力を入れて

おり、米国コンピュータ会社や携帯電話機

メーカーの協力を得て、インターネットを活

用した商業サービスを準備している。

ＢＴ、ボーダフォン・エアタッチ両社とも

に規制緩和の進んでいる米国市場では米国企

業をパートナーに事業展開を図っている。ま

た、規制緩和や企業再編が途上であるアジア

では単独でのＭ ＆Ａまたは米国企業と共同

で市場に参入している。

９４年に民営化したＢＴを始め規制緩和の進

んでいる市場でもまれてきた英国企業は、ほ

かの欧州企業より競争力の点で優位性を持つ

といわれている。他の英国企業ではケーブル

＆ワイヤレス（Ｃ ＆ Ｗ）が企業向けイン

ターネット関連サービスに事業を集中してい

るほか、大手スーパーのテスコやバージング

ループなど他業種の参入も相次いでいる。通

信市場の開放は９０年代初頭には世界全体の２０

％しか進んでいなかったが、２０００年末には世

界の９０％以上の地域で開放されるといわれて

いる。今後も世界の通信市場の覇権に向けて、

英国企業は一層のグローバル戦略を展開して

いくものと思われる。

（２）医薬品産業

表２は世界の医薬品メーカーにかかわるＭ

＆ Ａの一覧であるが、ほぼ毎年大手企業の

大型合併が起こっている。英国企業では２０００

年１月１７日に英国の第１位グラクソ・ウェル

カムと第３位スミスクライン・ビーチャムの

合併が発表され、世界最大の医薬品メーカー

が誕生した。

統計的にも大手企業への集約化は証明され

ており、世界のトップ・メーカー１０社の業界

全体に占める市場占有率は、１０年前の２５％か

ら９８年には４０％近くまで増加している。しか

し、それでもトップ３～４社で世界のマー

ケットの半分以上を占める電子機器や自動車

などの産業と比べその割合は少ないため、医

薬品業界では今後も企業再編が避けられない

といわれている。

医薬品業界の企業再編が進んでいる最大の

要因は、企業の競争力を高める新薬開発の必

要性とそれに伴う研究開発費の増大である。

各メーカーにとっては主力商品のパテント期

限を意識した新薬の開発は不可欠であるが、

製薬に関する科学技術の進歩は同時に開発コ

ストも高めている。９８年に合併したスウェー

デンのアストラと英ゼネカ（現アストラゼネ

カ）は、当時それぞれ世界をリードする高血

圧症治療薬ゼストリル（Ｚｅｓｔｒｉｌ）、抗潰瘍治

療薬プリロセック（Ｐｒｉｌｏｓｅｃ）などの売れ筋商

品を持っていた。それにもかかわらず、両社

が合併に合意したのは、パテント期限の問題

や膨大な研究開発費の捻出のためといわれて

いる。

現在、一つの新薬には約１０億ドルの開発費

用が掛かるといわれている。さらに医薬品業

界は今後、医学への革新的効果をもたらすと

される人間の遺伝子構成に関するゲノム研究

など巨額の投資を要する新テクノロジーの研

究にも取り組まなければならない。そのため

医薬品メーカーの研究開発費はさらに高まる

表２ 最近の主要医薬品業界の再編
年 月 Ｍ＆Ａ事例 本 社

９５ １ Ｇｌａｘｏ－Ｗｅｌｌｃｏｍｅ 英

９６ ４ Ｓａｎｄｏｚ－ＣｉｂａＧｅｉｇｙ（Ｎｏｖ‐ａｒｔｉｓ） スイス

９８ １２ Ｈｏｅｃｈｓｔ－ＲｈｏｎｅＰｏｕｌｅｎｃ（Ａｖｅｎｔｉｓ） 独／仏

９８ １２ Ａｓｔｒａ－Ｚｅｎｅｃａ（ＡｓｔｒａＺｅｎ‐ｅｃａ） 英／スウェーデン

９９ １２ Ｍｏｎｓａｎｔｏ－Ｐｈａｒｍａｃｉａ＆Ｕｐｊｏｈｎ 米

２０００ １
ＧｌａｘｏＷｅｌｌｃｏｍｅ－Ｓｍｉｔｈ
ＫｌｉｎｅＢｅｅｃｈａｍ（Ｇｌａｘｏ
Ｓｍｉｔｈｋｌｉｎｅ）

英

２０００ ２ Ｐｆｉｚｅｒ－ＷａｒｎｅｒＬａｍｂｅｒｔ
（Ｐｆｉｚｅｒ） 米

※（ ）内は合併後の社名
出所：ジェトロ作成
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ことが予想され、今後も大手企業による再編

が進むと予想される。

医薬品業界が再編を進めるもうひとつの理

由として、各国政府の公的医療コストの引き

下げ圧力がある。各国政府は医療費の中でも

薬剤費の高騰に敏感である。特に欧州や日本

など医療費に占める薬剤費の割合が高い国々

では引き下げ圧力が強まっている。英国では

国民医療制度（ＮＨＳ）での臨床使用の適正

をコストと効果に基づいて評価する国立臨床

医療研究所（ＮＩＣＥ）が９９年４月に設置され

た。グラクソが開発した風邪薬リレンザ

（Ｒｅｌｅｎｚａ）のＮＨＳ病院における使用を適

正でないと勧告する例なども出ている。医薬

品メーカーは合併によって、新薬の取り扱い

を増やし、各国政府との間で新薬の価格に対

する交渉能力を高めようと試みているものの、

まだ、大きなマーケット・シェアを得るには

至っていない。

Ｍ ＆Ａではなく、企業間で、不採算部門

の連携を行うことにより体制強化を図る動き

も出ている。アストラゼネカとスイスの医薬

品大手ノバルティスは、９９年１２月、遺伝子組

み換え作物問題や農産品価格の低下などによ

り不振であった両者の農薬関連部門を合併し

た上で分社化し、新会社シンジェンタを世界

最大のアグリビジネス（農業関連産業）専門

会社として設立する計画を発表した。これは

新会社が専門分野に特化し、経営資源を集中

させる新たな動きとして注目される。

ある専門家は世界の医薬品業界の中で２０００

年中に５～１０件の合併が発表される可能性が

あると指摘しており、業界をリードする英米

企業の動きが注目される。

（３）航空宇宙・防衛産業

欧州の航空宇宙・防衛産業は世界市場での

生き残りを掛けて企業再編が急速に進んだ業

界である。英国最大のブリティッシュ・エア

ロスペース（ＢＡｅ）は９９年４月英ゼネラル

・エレクトリック・カンパニー（ＧＥＣ）の

防衛電子部門マルコーニ・エレクトロニック

・システムズを吸収合併した（新グループ会

社名：ＢＡＥシステムズ）。合併の動機は米国

企業によるマルコーニ買収を阻止するため、

ＢＡｅが先手を打ったものといわれている。

合併により英国政府はじめ欧州各国が推進し

ていた統一欧州防衛企業の計画は、ドイツの

防衛産業企業ダイムラー・クライスラー・エ

アロスペース（ＤＡＳＡ）などの不興を買い

暗礁に乗り上げてしまった。一方、ＤＡＳＡ

は同年１０月フランスのエアロスパシアル・マ

トラとの合併を発表、１２月にはスペインの

ＣＡＳＡも参加し、２０００年春に新会社ＥＡＤＳ

としてＢＡＥシステムズを抜いて欧州最大の

防衛産業企業となることが決まった。そのた

めエアバス・インダストリー（欧州企業連合

体、航空機製造）や、ユーロ・ファイター

（戦闘機）など欧州企業の共同プロジェクト

の資本金に占めるＥＡＤＳ１社の割合が飛び

抜けることとなり、仏・独・スペインの企業

連合の陰で、ＢＡＥシステムズは孤立感を深

めることとなった。

ＢＡＥシステムズの部門別売り上げのシェ

アは９９年上半期で防衛部門が６６．４％、民間機

部門が３３．２％、その他０．４％となっている。

近年はエアバス・インダストリーを通じたエ

アバスの受注が好調であるため民間機部門の

売り上げが伸びている。そしてエアバスの次

世代機で、欧州航空機産業界にとって、将来

の経営戦略上、最も重要なプロジェクトのひ

とつである新型民間航空機「Ａ３ｘｘ」の共同

開発（２００５年生産予定）がある。ＢＡＥシステ

ムズは「Ａ３ｘｘ」の主翼製造を請け負うことが

予定されており、計画では年間４８機のペース

で製造、それに伴い２万２，０００人の新規雇用

が創出される見込みである。しかし、ＥＡＤＳ

の誕生によってエアバス・インダストリー内

の勢力図が大きく変わったため、ＢＡＥシス

テムズが本当に主翼部分を受注できるのか予
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断を許さない状況にある。また、エアバス・

インダストリーは現在株式会社化の交渉が進

められているが、資本の８０％を持つＥＡＤＳ

に対して、ＢＡＥシステムズがどのような交

渉姿勢で望むのかはっきりしていない。

ＢＡＥシステムズは国内工場の閉鎖による

リストラに取り組む一方、海外企業の買収を

積極的に進めている。まず、欧州ではシーメ

ンス・プレシー・システムズを買収、また

ＩＴのジョイントベンチャー企業だったＢＡＥ

Ｓｅｍａを完全子会社化したほか、スウェーデ

ンの航空機製造グループ、サーブ（Ｓａａｂ）

の株式の３５％を購入している。そのほかにも

同社は、ボーイングとのミサイル共同開発プ

ロジェクトを進め、また、ブラジルの民間飛

行機メーカーにサーブと共同で資本参加して

いる。現在イタリアのフィンメッカニカとの

提携交渉も進めているが、これはＥＡＤＳと

競合状態にあるといわれている。

ＢＡＥシステムズの欧州における地位低下

については、今後同社が欧州から離れ、協力

関係にある米国企業に接近するとの観測があ

る。しかし、これまで同社は欧州各国政府が

欧州企業育成のために投資を続けてきた各プ

ロジェクトの恩恵を受けてきた。よって

ＥＡＤＳの圧力があるとはいえ、そこから離

れて独自路線を本当に歩んでいけるのか大き

な岐路に立たされている。

（１）グラクソ・ウェルカム

２０００年１月に英医薬品業界最大のグラクソ

・ウェルカム（以下ＧＷ）は英スミスクライ

ン・ビーチャム（以下ＳＢ）との合併を発表

し、世界最大の医薬品メーカー、グラクソ・

スミスクライン（以下ＧＳ）が誕生した。

ＧＷとＳＢを合わせた９８年の年間売上高は約

１５０億ポンドにのぼり、新会社の売上高は

２００２年には２２０億ポンドまで拡大するといわ

れている。また、世界市場に占めるＧＳの

２．企業別動向

シェアは７．４％となり、２月８日に合併が発

表されたことにより米国最大メーカーとなる

ファイザーとワーナー＆ランバートを併せた

６．５％を上回っている。

ＧＳは英国内の医薬品にかかわる研究開発

費の約半分を占める２４億ポンドという巨額な

予算を持つ。そして治療分野なかでも感染予

防、中枢神経、呼吸気管、消化・排泄気管な

ど、主流４分野で世界をリードする豊富な商

品ラインアップを有することとなる。これは

グローバルな事業展開を行う上で高い優位性

を持つことになるといわれる。

また販売面でＧＳは米国市場に安定した経

営基盤を持つＳＢの販売部門を利用して、米

国市場の販売戦略を強化する。ＧＳのセール

ス担当者４万人のうち１８％にあたる７，２００人

が米国に配置される予定である。一方、世界

第２位の市場である日本市場においては、

ＧＳは医薬品販売額で第１８位と低迷している。

このため、今後は日系医薬品メーカーへの資

本参加など、本格的な日本市場参入に向けた

動きがあるものと予想される。

また、ＧＷは合併前の９９年１０月、人員配置

の見直しを発表、４年間で３，４００人の従業員

を削減するとしている。これまで、研究開発

面でのコスト削減の動きはあったが、従来あ

まり重要視してこなかった製造部門の生産性

についても強化するなど、徹底した効率化に

取り組んでいく予定である。

（２）マルコーニ

ゼネラル・エレクトリック・カンパニー

（ＧＥＣ）は９８年後半から従来広範囲に展開

していた事業戦略を見直し、通信およびハイ

テク機器部門への業務の集約化を進めている。

業務の見直しの中で産業界全体にインパクト

を与えたのは、９９年１月の同グループの防衛

電子機器部門マルコーニ・エレクトロニック

・システムズのＢＡｅへの売却であった（売

却価格：７７億ポンド）。その後、ＧＥＣは企業
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名を「マルコーニ」社に変えている。新生マ

ルコーニはさらに同社の長期戦略から外れる

とみられている数社を１９９９／２０００会計年度内

に処分する計画である。

一方、コア・ビジネス充実のため、同社は

９９年３月、米国の主要通信事業者へネット

ワーク関連サービスを供給している米レル

テック・コーポレーションを１３億ポンドで買

収した。また同年４月には高速インターネッ

ト用機器メーカーの米フォア・システムズを

２８億ポンドで買収するなど、米国通信市場へ

のあしがかりを設け、同市場での通信機器販

売およびソルーション・ビジネスを積極的に

推し進めている。

また、欧州市場では同年１１月、ドイツのロ

バート・ボッシュグループから公共ネット

ワーク部門を９，０００億ポンドで買収、ドイツ

および中欧での事業展開を行っている。

ほかにも同年８月、イスラエルに本拠のあ

るＲＤＣを傘下に収め、同社の革新的なイン

ターネット高速通信システム技術を手に入れ

ている。

グローバル戦略ではＩＴ関連投資ばかり目

立つ同社であるが、９８年度の各グループの売

上高をみるとテレコム部門１８億ポンド、シス

テム部門１５億ポンド、キャピタル部門７．７億

ポンドと他の部門の比重も依然として高い。

同社は２００２年までに株式時価総額を１００億ポ

ンドに倍増させることを目標としており、通

信・電子の両輪で企業価値を高めていく戦略

である。

（木村玲子、植野歩未）

急増する対外直接投資額（ポトルガル）
リスボン事務所

８６年にＥＣに加盟したポルトガルは、当時

と比較すれば隔世の感があるほど経済が成長

を遂げたとはいっても、依然としてＥＵ諸国

内の経済小国であるという事実に変わりはな

い。１人当たりＧＤＰはギリシャに次いで低

く、産業が未発達なために、貿易収支は慢性

的赤字で推移している。しかし、このような

経済小国ではあるが、投資対象国としての魅

力は十分に備えている。失業率が４．２％（９９

年第３四半期現在）とＥＵ平均を大幅に下

回っていることもあり、国内の治安は良好で

ある。また、賃上げ労争によるスト発生率は

欧州最低水準にあるといわれている。ポルト

ガル人労働者は、ヨーロッパ人に特有なプラ

イドの高さも持ってはいるが、外国人上司に

対する偏見はなく、質の高い労働力であると、

進出日系企業の間では高く評価されている。

地震や台風のような天災も少なく、気候は温

暖であり、歴史的にも日本と最も良好な関係

を保ってきた国の一つである。

９９年１月１日にユーロ導入第一陣参加を果

たしたポルトガルは、現在堅調な経済発展を

続けている。９７年前半までは、９９年以降のポ

ルトガル経済について悲観的な見方が多かっ

た。それは９８年５月から同年９月まで開催さ

れたリスボン万博（Ｅｘｐｏ’９８）に向けての

インフラ整備を中心とする大型建設工事ラッ

シュも終息すること、ポルトガル経済に潤い

を与えてきたＥＵからの補助金が９９年１２月３１

日には打ち切られることなどの理由によるも

のであった。しかしながら、同年下半期から

は産業・経済界でも楽観的な見通しが増えて

きた。その理由としては、政府がポストＥｘ‐

ｐｏを視野に入れた政策（低所得者層や若者

をターゲットとした住宅や一般住宅購入制度

の見直し、Ｂ．Ｏ．Ｔ．方式を導入した民間資本

１．経済動向
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による道路建設など）を次々に打ち出したこ

とが功を奏したのと、同時に欧州全体の好景

気が影響した結果と考えられる。

このような好況を反映して、以前には話題

に上ることもなかった、ポルトガル企業の海

外進出が、主としてブラジルや他のヨーロッ

パ諸国を対象に行われるようになった。海外

投資の対象業種としては、大型では電力、通

信、セメントプラント、金融など、中・小型

では流通、サービス、建設、食品などがあげ

られる。こうした状況の下、現在国内企業の

国際化は急速に進み、国有企業の民営化への

参加なども視野に入れた外資の流入、国内企

業の海外進出などは当分続くものと思われる。

（１）政府による産業支援政策

ポルトガル経済は９８年のＥｘｐｏ’９８に伴う

好景気に続き、９９年度も好調な個人消費や低

い失業率、またドル高ユーロ安の追い風を受

けて順調に伸びている。実質ＧＤＰ成長率も

９８年度３．９％、９９年度３．２５％（予想）と堅調

である。

ポルトガルは９８年５月には、念願であった

欧州経済通貨同盟（ＥＭＵ）第一陣参加を果

たした。しかしここに至るまでの道程は決し

て平坦なものではなかった。参加国はインフ

レ率、財政赤字、公的債務、為替レート、金

利についての基本条件を満たす必要があった

が、政府はその条件をクリアするために、

数々の経済収れん政策を実施した。

まずインフレ率を下げるため、景気後退の

危険をおかしながらも賃金上昇率を抑え、そ

の一方で、政府のコントロール下にあるエネ

ルギー料金の引き下げを実施、また金利を

徐々に切り下げていくという綱渡りをやって

のけた。

財政面では、対ＧＤＰ比３％以内に赤字を

抑えなければならないため、国営企業の民営

化、脱税取り締まりの強化、税法の見直しな

どを推進してきた。公的債務残高は、ＥＭＵ

基準の対ＧＤＰ比６０％以内に下げるための努

力が功を奏し、９５年には６６．３％だったものが

９８年には５７．８％まで下げることに成功し、無

事にＥＭＵ第一陣に参加することができた。

政府が一部野党の反対を押し切って、

ＥＭＵ第一陣参加にこだわった理由としては、

この機会を逃せばさらに厳しい条件をクリア

していかなければならない、との読みがあっ

たこと、またポルトガルに常につきまとって

いた、ＥＵのお荷物的存在としての潜在的劣

等感を跳ね返し、国内経済界に誇りと自信を

もたせる効果を期待したためであるといわれ

ている。

ポルトガルのＥＵ加盟に関しては、２大政

党であるＰＳ（社会党）とＰＳＤ（社会民主

党）が常に支持を表明してきた。このことは

現在ＥＵの優等生を自認するまでに成長した

ポルトガルにとって大きな推進力となってき

た。また、国家の威信がかかっているときの

与野党の協調も見逃すことはできない。Ｅｘ‐

ｐｏ開催時にも、不法入国者の労働力使用問

題、会場敷地内建築許認可権のリスボン市役

所からＥｘｐｏ公社への委譲に関する特種法規

措置等々、多くの問題を協調して解決してき

た。また９９年度政府修正予算案については、

政府が、２０００年のＥＵ議長国の重責に専念で

きるようにとの配慮から、左翼野党の棄権と

いう協力を得ることができた。しかし、政府

はＥＵに提出した安定成長計画書を実行する

ために、さらなる努力を続けなければならな

い。現政権ＰＳは、９９年１０月の総選挙で絶対

多数を得ることができなかったために、野党

との折衝を重ねながら財政の健全化を進めて

行かなければならない。

政府は経済成長促進のため、ＥＵからの補

助金をテコに様々な開発計画を進めてきた。

９９年に終了した第２期援助策も大きな実績を

あげ、多くの地域のインフラ整備、産業の人

材育成、競争力強化、設備の近代化、エネル

ギー効率の上昇、自然環境の保護、中小企業
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の育成などに貢献した。

２０００年から２００６年にかけて実施される第３

期援助策については、当初、東欧諸国のＥＵ

参加が実現すれば、当然ポルトガルへのパイ

の割り当てが減るのではないかという懸念が

あった。しかしながら、これらの国々の参加

は２０００年以降に持ち越された。

ポルトガル政府が２０００年から２００６年にかけ

て受け取る補助金の総額は、約１０兆エスクー

ド（約５，０００億ドル）であり、この補助金が

ポルトガルのような経済小国に与えるインパ

クトは大きい。この決定に安堵の胸を撫で下

ろしたのは政府だけではない。特に産業界は、

９９年に引き続き事業の拡大、近代化、新規事

業の育成などに邁進することができる。この

補助金がどれほどのインパクトを持っている

かというと、経済アナリスト達の中には、ポ

ルトガルの景気を左右するのはヨーロッパや

アメリカの景気ではなく、ＥＵからの補助金

の額であるという者もいることからも伺える。

従って、ポルトガルの経済は、少なくとも

２００６年までは、多少の浮沈を伴いながらも比

較的安定した成長を続けるであろうというの

が大方の産業・経済界の見方である。

（２）財界・研究機関およびエコノミストな

どによる情報分析

ポルトガル産業・経済界関係者達は、ユー

ロの導入がポルトガルの経済情勢にどういう

変化をもたらしたかということに、あまり大

きな関心をもっていない。９８年に朝日新聞社

が実施した調査においても、一般市民はまっ

たく関心を示さなかった。かろうじて商店主

などがある程度の予備知識を持っていた程度

であった。明けて９９年１月１日からユーロが

正式に導入されたが、日常の生活にはまった

く影響していない。スーパーや商店の商品、

電話、電気、水道料金はエスクード／ユーロ

の２本建てで表示されているが、実際の通貨

は２００２年１月１日までは従来通りのエスクー

ドが使用されるので特段の変化を感じること

はない。

マヌエル・モレイラ・リマ氏（金融業）に

よれば、「ポルトガルの貿易は圧倒的にＥＵ

偏重型であり、ヨーロッパ外通貨との関係は

希薄であるのでほとんど何の影響もない。ほ

かのＥＭＵ参加諸国間との為替リスクが消滅

したメリットはあるが、これとて数年前から

行われていたレート調整のため、特に大きな

変化はなかった。一言でいえば、まったくと

いってよいほど何も変わっていない。」と述

べている。

流通・小売業のジェロニモ・マルティンス・

グループ取締役の一人、ジョゼ・シルヴァ・

ジョルジェ氏は、ユーロの影響として「これ

からもさらなる金融業界の吸収・合併・併合が

行われるであろう。従来のようにポルトガル

国内マーケットのみを視野に入れたやりかた

はもはや通用しない」との見方を示している。

２００２年のユーロ紙幣・硬貨導入に伴う問題も

また考慮すべきである。問題点としては：

①エスクード／ユーロ換算に伴う混乱

②換算の混乱に乗じた便乗値上げ

③ユーロ紙・貨幣の受け取り拒否

④一種のデノミ効果によるインフレ懸念

⑤他国間との給料格差の明確化

をあげることができるが、①、②、③につい

ては大きな問題ではない。しかし、④につい

ては考慮されるべきである。エスクード対

ユーロのレートは「１ユーロ＝２００．４８２エス

クード」に固定されている。物価が突然２００

分の１になったかのように錯覚すれば当然価

値観の狂いも生じてこよう。こうした問題に

備えて、政府は９９年からエスクード／ユーロ

２本建て表示を義務づけ、３年間かけて消費

者になじみのある通貨にしようとしているが、

どれだけの消費者がユーロ表示に関心を払っ

ているかは甚だ疑問である。

⑤についてはさらに頭が痛い問題である。
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以前からポルトガル労働者の不満の一つは、

ＥＵ加盟国内で、賃金水準がギリシャに次い

で低いということであった。特に「スペイン

からは良い風も吹いてこないし、良い花嫁も

来ない」という諺が存在するほど仲が良くな

い隣国スペインとの比較がより深刻である。

今までは、“我々はスペインの半分くらいの

給料しか貰っていない”といったある程度漠

然とした不満であったものが、突如として明

確な数字の比較として突きつけられることに

なる。この問題は一朝一夕に解決できるもの

ではなく、かなり長い時間をかける必要があ

るのは明瞭だが、さしあたって一般労働者階

級の不満をある程度は解消する努力が必要で

ある。また、税率の違いなどで生じる同一物

品の価格差も調整していく必要がある。

前述したように、ポルトガル企業の海外進

出および企業に対する外資の導入が、経済

ニュースを賑わすようになったのはごく最近

のことである。国内企業への外資流入による

国際化も急ピッチで進行しているが、特に注

意を引くのは、急激に伸びているポルトガル

の対外直接投資額である。９６年度８億７，０００

万ユーロ、９７年度１８億５，５００万ユーロ、９８年

度３３億５，５００万ユーロとその伸長は目覚まし

いものがある。かつては、インドをはじめア

ジア諸国との貿易や、南米・アフリカの植民

地を背景とした貿易で成り立っていたポルト

ガル経済であるが、近年は慢性的な輸入超過

構造に悩まされている。この赤字を埋める２

本柱が観光による外貨収入と出稼ぎ移民の送

金である。移民による送金は年々そのウエー

トを減少しつつあるが、現在でも無視できな

いウエイトを占めている。しかし、最近のポ

ルトガルの外資系をも含めた国内産業の隆盛

や、積極的に行われている外国投資などをみ

ると、この構造が劇的な変化を迎えるのはも

はや時間の問題と思われる。

２．企業行動の変化

（１）ポルトガル企業の国際化における地域

特性

地域別にみると貿易・直接投資などの経済

交流は著しくヨーロッパに偏重している。

特に貿易は圧倒的にＥＵ依存型である。主

な貿易相手国はスペイン、ドイツ、イタリア、

フランスなどであるがスペインとのビジネス

が最も多い。これらＥＵ諸国との貿易は輸出

総額の約８０％、輸入総額の約７５％を占める。

この構造はユーロ導入後も変化していないが、

ここに案外見落とされがちなポルトガル経済

にとっての転換期をみることができる。前出

のジョゼ・シルヴァ・ジョルジェ氏は「これ

からもさらに金融業界において吸収・合併・

併合が行われるであろう。また、マーケット

規模もイベリア半島マーケットという観点か

ら見なければならない。従来のようにポルト

ガル国内マーケットのみを視野に入れたやり

かたはもはや通用しない」とコメントしてい

るが、これなどはまさしくこの転換期を意識

したものであろう。ＥＭＵ参加まではポルト

ガル・エスクードのレートは常にスペイン・

ペセタに大きく影響されてきた。スペインが

風邪を引けばポルトガルもクシャミをすると

いう関係が成立していたのである。しかし、

ユーロ導入後はこの関係が改善された。もち

ろんスペインの景気が後退すればポルトガル

経済も影響を受けるのは必至であるが、為替

レートの影響がなくなったことにより、安定

したビジネスを営むことができる。

ユーロ導入後の欧州ビジネスについてエコ

ノミスト達の意見は必ずしも一致していない

が、一様に醒めた見方をしている。各々があ

げるメリットとしては、

①大企業同士の統合整理が進み、かつて存在

したことがなかった超大企業の出現により

ヨーロッパの優位性が向上する。

②為替リスクの消滅に伴う域内貿易の活性化

で全体の競争力が向上する。

③ユーロはドルに対抗する強力な通貨として、
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Ｇ７やＩＭＦをはじめとする国際舞台での

ＥＵの立場を強固なものとする。

などがある。一方、ユーロ導入が引き起こす

問題も忘れてはならないと警告する。

デメリットとしては、

①ユーロ導入によって欧州の失業率は近い将

来さらに上昇する。

②各参加国の利害の不一致からヨーロッパ中

央銀行は１１頭の怪物と化する恐れがある。

③各参加国の国内経済調整が困難になる。

などがある。

いずれにしても人類史上かつてない規模で

の通貨統合であるので、最終的には後世の評

価を待つしかない。

また、地域別にみたポルトガルの投資交流

についてもヨーロッパ偏重型となっている。

その一方で、近年ブラジルとの経済交流の伸

びが著しい。特に対外直接投資では群を抜い

ている。９６年のブラジルへの投資額は２億

４，０００万ユーロ（投資総額の約２７％）、９７年４

億４，０００万ユーロ（投資総額の約２３％）、９８年

１３億５，０００万ユーロ（投資総額の約４０％）と

なっており、ＥＵ域内への投資額をわずかで

はあるが上回っている（別表２参照）。ポル

トガルはかつてブラジルに対する宗主国

（１５００年～１８２２年）であったことから、両国

間の関係は極めて深い。しかしながら、両国

とも各々経済状態が芳しくなかったため、最

近まで目立った経済交流は行われていなかっ

た。それが近年の両国における政治的・経済

的な安定・成長によって一気に活発化した。

現在、ポルトガル語を公用語とする国は

７ヵ国ある。ポルトガル、ブラジル、モザン

ビーク、アンゴラ、ギネー・ビサウ、カーボ

・ヴェルデ、サントメー・エ・プリンシペが

そうであるが、この７ヵ国でポルトガル語圏

協同体を結成しようという構想があった。こ

の協同体結成の構想は現実的に機能しないと

いう理由で、無視されたかたちになっている。

前出のジョゼ・シルヴァ・ジョルジェ氏など

は、「何もない。現実には存在しない組織で

ある」とその存在すら否定している。

ポルトガル語圏アフリカ諸国の場合、モザ

ンビークとアンゴラを除くほかの３国は貿易

対象国としても、投資対象国としても取るに

足らない存在であるため、各産業界からは完

全に無視されている。モザンビーク（９６年の

投資額は１，８００万ユーロ、９７年２，１００万ユーロ、

９８年２，３００万ユーロ）とアンゴラ（９６年の投

資額は２，２００万ユーロ、９７年３，７００万ユーロ、

９８年３，６００万ユーロ）についても、１９７０年代

半ばの独立以来続いていた内乱で疲弊しきっ

ており、早急な立ち直りは期待できない。し

かし豊富な資源を持っていることから、近い

将来の有望なマーケットとして、すでに多く

の企業が現地法人の設立や、現地企業との提

携、政府要人との折衝などを進めている。

２０００年に交流５００年祭を迎えるブラジルと

の経済関係は今後一層緊密化していくものと

思われる。この国の重要性については、政府

・経済界ともに一致した見方をしている。９８

年後半から顕在化し、９９年初頭に通貨レアル

の暴落という形で進行したブラジルの経済危

機に際しても、ポルトガル首相はＩＭＦをは

じめ世界の経済界はもっと積極的にブラジル

を援助するべきであるとのコメントを行い、

同国に対する思い入れの深さをのぞかせた。

（２）企業の国際化の動き

ポルトガル企業の海外進出の歴史は浅く、

進出企業数は少ない。それでも近年の目覚ま

しい経済発展に後押しされた海外進出は、投

資金額・進出件数ともに著しく伸びている。

投資先も、地域的にはＥＵ域内への投資が

多いが、国別にみるとブラジルへの投資が突

出しており、東欧や中国へも進出するなど、

多角化の動きを見せている。

最後に海外進出に積極的なポルトガル企業

の動きについて、以下に紹介する。最近ポル

トガルへ進出した国内流通業界の大手企業
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ジェロニモ・マルチンス社およびブラジルを

はじめアフリカ諸国や中国にも投資している

国内通信業界の最大手ポルトガル・テレコム

社の２社である。

【ジェロニモ・マルチンス社】

①資本金 ５億ユーロ

②９９年度総売上（国内）２２億２，０００万ユーロ

③従業員数（国内） １万５，０００人

④主力事業分野

ハイパー／スーパー・マーケット、キャッ

シュ・アンド・キャリー、食品流通

⑤シェア（国内） １０％（国内第２位）

⑥進出先 ポーランド

⑦進出事業分野

ハイパー／スーパー・マーケット、キャッ

シュ・アンド・キャリー、食品流通

⑧進出先の事業規模

投資総額：３億ユーロ（９９年１２月３１日現在）

従業員数：１万２，０００人（本社出向社員４０人）

９９年度総売上高：７億ユーロ

現地パートナー：なし

同社のジョゼ・シルヴァ・ジョルジェ氏に

よれば、すでに英国とブラジルへ進出してい

たジェロニモ・マルチンス社が、新しい投資

先としてポーランドを選んだ理由は、先ず市

場規模が比較的大きい（人口約４，０００万）、い

まだ外資系企業から開拓されていない市場で

ある、経済発展が著しいなどからであると

語っている。

さらに同氏によれば、今後の展望としては、

２０００年度の総売上を１０億ユーロの大台に乗せ、

５年以内にポルトガル流通業界のトップの座

を占めることである。そのためには、しかる

べき現地パートナーと提携していく考えもあ

る。

また、他の進出先でも同様の戦略で事業規

模を拡大し、各々の進出先でリーディングカ

ンパニーの地位を確立することを目指してい

る。しかしポルトガル政府に対する不満は強

い。政府は外国へ進出する企業に対する援助

策を何も検討しないばかりか、自力で海外進

出を果たしている企業をプロパガンダに利用

するようなことまでしていると強く批判して

いる。

ユーロ導入後の影響については、ＥＭＵ参

加国通貨の垣根が完全に取り払われた今、本

国ではポルトガル国内のみならず、イベリア

半島全体をマーケットとして捉え、視野を拡

大していく必要があるとの見解を示した。

【ポルトガル・テレコム社】

①資本金 ９億４，８００万ユーロ

②９９年上半期売上（国内）１４億４，２００万ユーロ

③従業員数（国内） １万８，６００人

④主力事業分野 通信・情報

⑤シェア（国内）

設置電話；１００％（９９年現在）

携帯電話；４５．５％（９９年現在）

⑥進出先 ブラジル

⑦進出事業分野 通信

⑧進出先の事業規模

投資総額；３１億８，７００万ユーロ（９８年現在）

９９年上半期売上高；９，０００万ユーロ

同社の外国進出の規模としては、ブラジル

への投資が最大（ポルトガル企業の外国投資

の中でも最大）であるが、ほかの国への進出

も目覚ましい。主なものでは、中国でケーブ

ルテレビ、携帯電話、衛星テレビ放送、電話

帳、モロッコとボツワナで携帯電話、カーボ

・ヴェルデで設置電話、携帯電話および電話

帳事業に進出している。

同社は９５年に世界初のプリペイド・カード

方式の携帯電話を売り出して、ポルトガル国

内の携帯電話業界のトップに踊り出るなど、

積極的な事業展開を進めている。

同社のこうした体質は、政府の進める国有

企業民営化政策に沿って、５年間に株式の９０

％を民間に売却したことで一層弾みがつけら

れた。
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折りしも２０００年１月１日からの国内長距離

電話・国際電話サービスの自由化を受けて、今

後もさらに充実したサービスを提供して行き

たいとの経営陣のコメントも発表されている。

（中沢 夏樹）

表１ ポルトガルの主要経済指標

９６ 年 ９７ 年 ９８ 年 ９９ 年
（１０月現在）

実質ＧＤＰ（百万ドル） １０６，０８１ １１０，３２４ １１４，６２７ １１８，３５２Ｐ
実質ＧＤＰ成長率（対前年比） ３．６０％ ４．００％ ３．９０％ ３．２５％Ｐ
一人当たりのＧＤＰ（ドル） １１，３１９ １１，７５９ １２，２０６ １２，５９１Ｐ

消費者物価上昇率（年平均） ３．１％ ２．２％ ２．８％ ２．５％Ｏ
失業率 ７．３％ ６．７％ ５．０％ ４．２％Ｏ
鉱工業生産上昇率 １．４％ ２．５％ ４．３％ ２．７％Ｐ

経済収支（百万ドル） －４２４ －１，９３１ －２，２９３ －８，４０３
輸出（百万ドル） ２４，２８８ ２３，１６４ ２３，９６３ ｎ．ａ
輸入（百万ドル） ３５，９１４ ３４，８９３ ３７，９８７ ｎ．ａ
貿易収支 －１１，６２６ －１１，７２９ －１３，９９１ ｎ．ａ

財政赤字（対ＧＤＰ比） －３．２％ －２．５％ －２．３％ －１．８％Ｐ
公的債務（対ＧＤＰ比） ６５．６％ ６２．０％ ５７．８％ ５６．０％Ｐ
対外債務残高（百万ドル） ８，２０２ ３，５２１ ４５７ －７，９８１
金・外貨準備高（百万ドル） ２１，７５３ ２０，３３３ ２１，６０３ １４，２６３
為替レート（対ドル、年平均） １５４．２ １８６．９ １７２．０ １９８．８

公定歩合（参考） ７．００％ ６．００％ ３．２５％ ３．２５％
短期金利（３ヶ月、年平均） ６．４１％ ５．１９％ ３．７７％ ３．３９％
長期金利（１０年、年平均） ６．８７％ ５．６０％ ４．８８％ ５．５２％Ｏ

出所：ポルトガル中央銀行
注：Ｐ－推定値
Ｏ－最新値
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表２ ポルトガルの国別対外直接投資（グロス）

（単位：１，０００ユーロ）
９６ 年 ９７ 年 ９８ 年

１ ブラジル ２３８，５６５ １ ブラジル ４３５，１５８ １ ブラジル １，３５３，１６４
２ スペイン １１８，０２６ ２ アイルランド ２９８，１５６ ２ オランダ ４９７，５３１
３ ベルギー・ルクセンブルク ８２，６２１ ３ スペイン ２８５，４５７ ３ スペイン ３０８，８１６
４ アイルランド ７８，９４０ ４ オランダ ２３４，７８９ ４ ベルギー・ルクセンブルク ２３９，６８７
５ モロッコ ６３，１２８ ５ ジブラルタル １１６，９８３ ５ スイス ２２９，４８７
６ 英国 ４５，２７６ ６ ベルギー・ルクセンブルク ７６，５５６ ６ アイルランド １７５，４６７
７ ケイマン諸島 ４５，０３６ ７ ケイマン諸島 ７５，６１３ ７ 米国 ７５，９３２
８ 米国 ３８，４２７ ８ 米国 ５７，２６７ ８ グアテマラ ６１，２９７
９ フランス ３５，４００ ９ 英国 ５３，１３２ ９ ドイツ ６１，２９２
１０ パナマ ２８，９５５ １０ フランス ４１，５００ １０ 英国 ５０，９６７
１１ アンゴラ ２２，２１６ １１ アンゴラ ３６，７１７ １１ ケイマン諸島 ４７，１７６
１２ マカオ １９，３３８ １２ ヴァージン諸島 ２６，５３６ １２ アンゴラ ３５，９２３
１３ モザンビーク １８，４８０ １３ モザンビーク ２１，３６４ １３ ポーランド ３４，５５７
１４ オランダ １６，７９０ １４ マカオ １２，７８４ １４ フランス ２５，１９９
１５ ドイツ １２，２４１ １５ カーボベルデ １２，４００ １５ モザンビーク ２２，６７５
１６ その他 ３３，１０５ １６ その他 ７０，７８９ １６ その他 １３５，７９５

合 計 ８９６，５４４ 合 計 １，８５５，１９９ 合 計 ３，３５４，９６５

出所：ポルトガル中央銀行

表３ ポルトガルの業種別対外直接投資（グロス）

（単位：１，０００ユーロ）
９６ 年 ９７ 年 ９８ 年

１
不動産業・企業
へのサービス提
供

３３６，０８１ １
不動産業・企業
へのサービス提
供

９９３，３３０ １
不動産業・企業
へのサービス提
供

１，７４８，６３３

２ 電気・ガス・水
道の生産と供給 １９９，２７６ ２ 金融業 ３６６，８１１ ２ 電気・ガス・水

道の生産と供給 ６４２，４４６

３ 金融業 １８３，３３３ ３ 運輸・倉庫・通
信業 １９６，７４９ ３ 金融業 ４８５，５９４

４ 製造業 ５９，１５７ ４
卸売・小売業・
ホテル・レスト
ラン業

１１９，９５８ ４ 運輸・倉庫・通
信業 １８７，７３２

５
卸売・小売業・
ホテル・レスト
ラン業

２２，３９４ ５ 製造業 ８９，４１７ ５ 製造業 ９０，９９３

６ 運輸・倉庫・通信
業 １０，４７２ ６ 建設業 １５，８６３ ６

卸売・小売業・
ホテル・レスト
ラン業

８３，２０６

７ 建設業 ８，０２４ ７ 電気・ガス・水
道の生産と供給 ５，７８４ ７ 建設業 ３７，２７９

８ 農業・林業・漁業 ３７４ ８ 農業・林業・漁業 ５，０７９ ８ 農業・林業・漁業 ７，８９１
９ 鉱業 ３８ ９ 鉱業 １ ９ 鉱業 １０１
１０ その他 ７７，３９５ １０ その他 ６２，２０７ １０ その他 ７１，０９０

合 計 ８９６，５４４ 合 計 １，８５５，１９９ 合 計 ３，３５４，９６５

出所：ポルトガル中央銀行
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リヨン地域の産業集積と
外資の進出（フランス）

９８年１２月５日、リヨンの旧市街がユネスコ

によって世界文化遺産に指定された。これは

ベニス、プラハ、サンクト・ペテルスブルク、

ポルトと同様の名誉である。２０００年の歴史を

持つリヨンは、「常に活気のある空間に過去

の豊かさを何世紀にも渡って保ち続けてきた

町」（バール市長、元首相）である。

ローヌ・アルプ地域圏の中心地であるリヨ

ンは古くからローヌ川とソーヌ川が形づくる

回廊地帯の中心部を占め、地理的に恵まれた

位置で成長してきた。首都パリと地中海沿岸

を結ぶ南北軸の中間地点にあるばかりではな

く、東西の軸であるアルプスとマシフ・サン

はじめに
トラル（中央山地）の中間地点にも位置して

いる。また、ドイツ、イタリア、スイス、そ

して大西洋岸に通じる位置にもある。このよ

うに交通の要に位置するリヨンは、文化面の

みならず産業面でも早くから発展し、伝統的

に絹織物工業や繊維工業がその産業活動を支

えてきた。現在フランスのＧＤＰ（国内総生

産）の１０％を占める同地域は、国内でも有数

の産業集積地域であり、産学連携においても

体制の整備が進んでいる。

リヨン市は世界文化遺産の指定を機に、さ

らに知名度を上げる努力が必要である事を認

識し、市議会は９９年９月２０日、同市のイメー

ジ向上のための内外に向けてのコミュニケー

ション・キャンペーンを始める事を決定した。

リヨン事務所

フランスのローヌ・アルプ地域圏は、リヨンを中心に、古くから伝統的な絹織物工業や

繊維工業により発展してきた。現在では、機械、電気・電子部門などの設備財生産も中心

産業となっているほか、同地域圏は多様な産業の集積地となっており、外国企業の進出も

盛んである。また、同地域圏は産学連携にも取り組んでおり、テクノポールと呼ばれる地

元産業の活性化を狙う企業・研究機関の優先的開発地域（集積地域）を設置し、外国企業

のＲ＆Ｄ部門誘致にも力を入れている。本レポートでは産業集積地としてのリヨンの現状

および外国企業の進出状況を概観するとともに、ローヌ・アルプ地域圏の産学連携、およ

び地域の独自外交への取り組みを検証する。
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このキャンペーンによって輝く過去を持つ都

市としてのリヨン、現在のリヨンとその活動、

そして２１世紀のリヨンを知ってもらう狙いで

ある。また、地方自治体、各種公的機関はリ

ヨンおよびリヨン地域の発展のため国外に向

けた取り組みを産業分野でも盛んに行なって

いる。

リヨンはパリの南東４６０㎞、マルセイユの

北３１４㎞の地点にあり、ローヌ川とソーヌ川

の合流点に位置する。リヨン市の人口（約

１２６万人）は、パリに次いでフランス第２の

規模である。また周辺部の開発も進み、とく

に東郊にピルールバンヌやベニシューなどの

主要な衛星都市が成長している。７８年に開通

した地下鉄によって周辺部の開発に拍車がか

かった結果である。

リヨン市の概要

・リヨン：ローヌ・アルプ地域圏の首都、

ローヌ県の県庁所在地

・リヨン都市圏の人口（１９９０年の人口調査よ

り）：１９６万３，９４１人（１９９６年には２１０万

８，２２０人）、うちリヨン市の人口は１２６万

２，２２３人

・面積：６，８０８Ｋｍ２（リヨン市は９区に分割さ

れている）

・人口密度：２８８人／Ｋｍ２

・人口増加率：０．９９％増（８２～９６年、フラン

ス全土の平均：０．５２％増）

・就業人口：合計８２万１，１６０人、うち農業が

２万２，８９６人（３％）、工業が２１万９，９６０人

（２７％）、建設・公共事業が６万１，５６４人（７

％）、第３次産業が５１万６，７４０人（６３％）

・市長：レイモン・バール（Ｒａｙｍｏｎｄ

ＢＡＲＲＥ）、ＵＤＦ（フランス民主連合）、

１９７６年から８１年まで首相を務める。現職に

は１９９５年６月に就任。

１．リヨン地域の概要

（１）リヨンの主要産業

リヨンの産業活動を支えてきた伝統的な絹

織物工業や繊維工業は、大きな変化を強いら

れている。かつての絹織物業の大半は、合成

繊維・人工繊維の紡糸・織物業へ転換し、さ

らに既製服などの縫製業も増加した。また、

近代工業は主として都市の周辺部に立地し、

特に化学工業、自動車工業、そして電子工業

などが主体である。しかしリヨンには、鉄鋼

業を除いてエネルギー生産（水力発電と原子

力発電）から食品工業まで、あらゆる産業分

野が存在する。化学工業の中には伝統的な繊

維工業に関連して仕上げや染料に結びついて

誕生した業種もある。一方、南郊フェイザン

の近代的な石油精製業はリヨンを一躍石油化

学工業の一大中心地にし、ローヌ川に沿って

石油化学工業の工場群が建ち並ぶ様相を目に

することができる。第３次産業部門も、大都

市であるため、きわめて多様化し、高度化し

ている。雇用数で見ると、第３次産業部門が

最も多く６３％を占め、工業部門が２７％、公共

建設部門が７％、農業部門は３％となってい

る。

２．リヨン地域の主要産業集積概要

表１ リヨンの主要産業の雇用数

部 門 民間部門の雇用数

自動車 １万９，６３４

機械・設備財 １万４，７１６

金属・冶金 １万２，２０６

医薬品 ９，８８８

基礎化学 ８，９８８

電気設備 ８，９５３

プラスチック ４，１３７

出典：「リヨン経済の原動力」、
ＩＮＳＥＥ（仏国立統計経済研究所）
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また、リヨン地域の主要産業とその主要企

業は以下の通りである：

－機械：ジアット、ＳＮＲ

－冶金、金属加工：ペシネー

－電機・電気・電子：シュネデール、トムソ

ン、ＧＥＣ、アルストム、セクスタン

－化学：ローヌ・プーラン、アトケム

－医薬品：アゲッタン、ローヌ・メリユー、

ビオメリユー、ドミレンズ、ボワロン、

ＬＩＰＨＡ、パストゥール・メリユー・セラ

ム・エ・ヴァクサン

－特殊繊維：ポルシェール・テクスティル、

ノヴァリス・フィーブル、ブロシエ、エク

セル

－ゴム・プラスチック：ローヌ・プーラン

－自動車：ルノー・ヴェイキュル・アンドュ

ストリエル（ＲＶＩ、トラック・バス）

リヨン地域の企業売上高の上位にはルノー、

ローヌ・プーラン・アグロシミ、セブグルー

プなどの製造部門以外に、派遣会社大手のア

デコが入っている（詳細は別途資料１：

「ローヌ県の売上高上位２０位の企業リスト」

を参照）。

（２）ローヌ・アルプ地域圏の産業概要

リヨンがその県庁所在地となっているロー

ヌ県を抱えるローヌ・アルプ地域圏の経済も

また多様性に富んでおり、３つの主要な強み

を持っている。一つは強力な工業力を背景に

して生まれた質の高い第３次産業、２つ目は

高密度の都市圏の存在、そして豊かな自然に

恵まれ発達した観光業である。工業地域とし

ての伝統は同地方のエネルギー資源の豊富さ

にも由来している。中間材部門が最も発達し

ており、化学は石油化学から薬品までその発

達が著しい。またアルミ製造、核燃料製造、

ねじ製造、繊維業もローヌ・アルプ地域圏の

専門産業と言える。オヨナ市はフランスのプ

ラスチック加工の中心的集積地である。

機械、電気・電子部門などの設備財の生産

もこの地方の中心産業となっている。消費財

の生産はこの地方の特徴をなすものではない

が、皮革、靴製造およびウィンタースポーツ

関連の産業には多くの投資がなされている。

このような工業中心の産業構成を持つロー

ヌ・アルプ地域圏は、経済情勢の動向に大き

く左右される。９０年代初めの不況による雇用

への影響は、同地方では全国平均より著し

かった一方で、その後の景気の立直りによる

好影響も他の地方に比べ早くみられ、９５年に

は賃金労働者の雇用増加率は１．８％に達した。

失業率は歴史的に全国平均より常に低かっ

たが、９０年から上昇傾向がみられるように

なった。これは産業界の雇用削減が進んだこ

とと平行して、リヨン圏の雇用機会増加から

労働人口が他地域から流入したことによる。

９４年と９５年の初旬には、景気回復により著し

く失業率が減少したものの、９５年末には経済

情勢の悪化によって再び増加し、最終的には

失業率が全国平均に近づいていった。９９年末

時点はフランス全国平均失業率１０．６％に対し

０．６ポイント低い１０．０％である。

（３）ローヌ・アルプ地域圏の各産業の現況

① 製造業

食品加工、エネルギーを除く製造業の雇用

は、ローヌ・アルプ地域圏の全雇用の２４％に

あたり、また同地域経済の付加価値の２９．９％

にを占める（全国平均の２倍以上）。この数

字からも分かる通り、ローヌ・アルプ地域圏

は伝統的に製造業を重要な基軸として発展し

てきたが、７５年から９４年にかけて、製造業の

雇用数は１８万人（２７％）減少した。失われた

雇用は第三次産業による雇用によって必ずし

も補われているわけではなく、失業率の上昇

という形で現れている。

従業員５００人以下の中小企業が雇用の８０％

を占めており、全国平均の７５％に比べても中
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小企業が多いことは、この地方における下請

け企業の多さを物語っている。

ローヌ・アルプ地域圏では中小企業のネッ

トワークが発達している一方、大企業の重要

性も無視できない。雇用数１，０００人を超える

大企業は、同地域圏内に２９社存在しており、

事業内容も多様である。例を取れば、エネル

ギー部門において、ＥＤＦ（仏電力公社）が

１万７，５００人を雇用し同地方１位である。機

械部品部門では、シュナイダーが７，４００人を、

トムソンが２，６４０人を、セクスタン・アヴィ

オニックが１，３４０人を雇用している。化学部

門では、ローヌ・プーランが１万３，９００人

（フランス国内の同社雇用数の半数に相当）、

エルフ・アトシェムは３，６７０人を雇用してい

る。

これらの大企業グループはリヨン、グル

ノーブル、アヌシーなどローヌ・アルプ地域

圏の主要都市に集中しているが、大都市の周

辺部分に拠点を持っている会社もあり、それ

らの企業はその地域にとって極めて重要な原

動力となっており、雇用面でも影響力は大き

い。このような大企業が活動規模の縮小、関

連業者への発注を押さえると、地域経済は大

きく揺らぐ。

中小企業のネットワークが密であり、また

大企業グループも抱えているローヌ・アルプ

地域圏だが、５００から２，０００人程度の中堅企業

は比較的少ない。しかしながら、少数とはい

えこの規模の企業がテクノロジー、輸出など

の面で最も活発な役割を演じており、やがて

は地域開発の中心となることが期待されてい

る。工業地域とは離れた農村地帯に進出した

ショマラ社（雇用数４３０人）などがその一例で

ある。

地理的に、面積の半分が山地で占られてい

るローヌ・アルプ地域圏では、渓谷を中心と

する地形により人口の分布、さらには、経済

活動が決定されるため、地形が重要な要因と

なっている。産業の分布およびその発展も土

地と人口の配置に左右されている。

同地域の製造業の５０％が三つの都市圏、リ

ヨン（２８．８％）、グルノーブル、（１０％）、サ

ン・テチエンヌ（９．３％）に集中している。

しかしその動向は３地域で異なり、リヨンと

グルノーブルでは継続的に発展しているが、

一方サン・テチエンヌでは数十年来さまざま

な分野（製鉄、石炭、繊維・被服、防衛産業）

で構造不況を経験し、多くの雇用が失われた。

アルヴ渓谷はねじ製造を中心産業としてお

り、この部門での全国総雇用の６０％を占めて

いる。またオヨナ盆地はプラスチック産業が

集積し、ヨーロッパの中でも卓越した中心地

の一つとなっている。また、ローヌ渓谷には

化学産業が、ロマン盆地およびアノネー盆地

には皮革・靴製造産業が、ローヌ・アルプ地

域圏西部には繊維・被服産業が集中している。

このように地域によって産業が専門化され

ているために、開発のダイナミズムに大きな

違いが現われている。現在深刻な困難にみま

わられている製鉄、被服産業などの伝統的な

産業を基軸とする西部地域の企業は、大規模

なリストラを強いられ、地域の経済は大きな

影響を被った。それに対し、より安定成長的

な産業に特化していた東部地域は、９１年まで

安定して成長しつづけた。しかしこれ以降、

再編の波はローヌ・アルプ地域圏全体を襲っ

た。

② 雇用が減少している産業部門

次に挙げる産業部門では近年雇用が減少し

ている。最も深刻なのは繊維・被服および皮

革・靴製造（９０～９５年の間に２２％減）、次い

で機械製造（同１２％減）だった。

－機械製造：

機械製造分野は９４年に同地域における製造

業の全雇用数の１４．８％を占め、最大の雇用

分野となっている。このうち、巨大グルー

プ（ジアット、ＳＮＲ）が全体の４０％を雇

用している。経済危機により、強大グルー
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プが活動規模を縮小したために、９０年以降

１２％の雇用が失われ、関連産業に影響が出

た。今後、兵器産業なども含めこの分野で

の多数のリストラは避け難いものになると

予想される。

－治金、金属加工：

ローヌ・アルプ地域圏第二の雇用分野は、

製造業の全雇用数の１４．６％を占める治金、

金属加工の部門である。機械製造と異なり、

冶金、金属加工の分野では、４分の３が中

小企業である。ねじ製造の分野でクリュー

ズに９，０００人の雇用が集中するなど、極度

に専門化した技術を必要とする産業であり、

ローヌ・アルプ地域圏に集積する産業の一

つである。

－ゴム・プラスチック：

製造業の雇用数の１０％を占める化学・ゴム

・プラスチックの部門もローヌ・アルプ地

域圏に集積する産業分野の一つである。こ

の分野は、巨大企業グループ（ローヌ・

プーランの全雇用の４０％がローヌ・アルプ

地域圏に集中している）とオヨナのプラス

チック・ヴァレーに代表される数多くの中

小企業の双方に支えられている。

－繊維・被服・皮革：

繊維・被服・皮革産業は、ノール・パ・ド

・カレー地域圏とともに同地域の得意産業

の一つであり、同地域はフランス第一位の

ポジションを保っている。しかしながら、

他の地域と同様、低賃金諸国との競争に直

面している。同分野産業の集中する地域の

再開発と、再教育による労働者スキル向上

が課題となっている。

③ 雇用が増大している産業部門

逆に９０年から９５年にかけて雇用が増大して

いる分野は、電機・電子産業である。同産業

は、９５年に２万７，５００人を雇用し、同地域の

製造業の雇用数の５．５％を占めてる。大企業

グループ（シュナイダー、トムソン、ＧＥＣ、

アルストン、セクスタン）が大部分を占める

この分野は、ローヌ・アルプ地域圏に集中す

る産業の一つとなっている。

また、同地域の薬品産業は、ローヌ・プー

ランの健康関連部門、外国の大手企業グルー

プ（ヘキスト・ルーセル・ユクラフ社）およ

びボワロン社などの地元企業の存在により、

投資と事業活動の両面においてきわめて活発

である。薬品産業の雇用数は１万３，２５０人で、

９０年以来わずかだが上昇している。

④ 下請け企業網

ローヌ・アルプ地域圏では、従来より工業

部門、サービス部門の何れにおいても中小企

業が多数存在し、ローヌ・アルプ地域圏色を保

持しつつも国際企業に成長した企業も少なく

ない。

下請け産業はローヌ・アルプ地域圏におけ

る製造業による全雇用数の３１％を占めている。

企業数は６，６６７社、雇用数１６万７，５７０人で、企

業数では全国の下請け産業の２６％、雇用数の

３５％を占める。非常に小規模な企業がほとん

どであり、平均雇用数は２４人である。このよ

うな下請け業者の集中を受けて、リヨンでは

毎年、下請け業者の合同展示会「アリアン

ス」が開催されており、５００社に上る参加企

業と、１万人の入場者を動員する。下請け業

者のうち最も多いのが機械製造業である（企

業数で全体の約３分の１に相当）。それ以外

は、多い順に並べると、板金、プラスチック、

ねじ製造業の順になる。

下請け企業の地理的な分布は職種によって

大きく異なる。ねじ製造はオート・サヴォワ

県のアルヴェ渓谷に極度に集中している。プ

ラスチック加工はアン県のオヨナ近くのプラ

スチック・ヴァレーに集中しており、電気部

品製造の下請けはグルノーブル市周辺に集中

しているといった具合である。
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（４）投資概況

① 投資概況

景気の上昇気運にともない投資も活発化し

ている。ローヌ・アルプ地域圏では、化学・

薬品、冶金、電気の分野が地方の経済的発展

の原動力となっている。化学・薬品の分野は

定期的に設備を刷新せねばならず、これがコ

ンスタントな投資につながっている。基礎化

学の分野において、たとえば、イゼール県の

ルーシヨンにあるローヌ・プーラン社は、設

備の更新のために１０年間で３０億フランを投資

しており、大部分の基礎化学会社の施設は毎

年少なくとも１億フランを投資している。化

学・薬品の分野でも同様であり、パスツール

・メリユー（医学）、ローヌ・メリユー（獣

医学）、ビオメリユーは、９７年に設備投資に、

合計４億フランを投じている。

機械工業の分野も好調である。ルノーＶＩ

は生産リズムを落としているものの、リヨン

の二大部品供給メーカーＳＭＶ（シャフト）と

ＳＭＩ光洋精工（ギアボックス）は世界に顧客

を広げている。機械工業のうちもっとも事業

活動が活発なのは、冷却コンプレッサー（ユ

ニテ・エルメティック、マニュロップ）、コン

ポーネント部品（マンネスマン、ボッシュ）、

機械製造（ＩＣＢＴ）などの部門である。

② 外国投資概要

ローヌ・アルプ地域圏における外国資本出

資企業数は、１，０８８社（９７年１月１日現在）

で、同地域の企業数の１９．４％を占めている。

外資企業で働く労働者数で見ると、９万人で

労働者全体の２６．２％となっている。

外資企業の設備投資総額は５４億２，９００万フ

ランで、全設備投資額に占める割合は３５．８％

となっている。また９８年度のローヌ・アルプ

地域圏への外国直接投資件数は４０件で、それ

によって生まれた新規雇用数は３，１０５人で

あった（仏産業開発局調べ）。

また、ローヌ・アルプ地域圏商工会議所が

９９年４月末に発表した従業員５０人以上の外国

企業に関する年次調査によると、進出外国企

業数は９８年度の５４５社から９９年度には６００社と

１０．１％増加するとともに、これらの外国企業

が創出した雇用数も、９８年度の１０万６，０００人

から９９年度には１２万３，０００人と１６％増加した。

産業部門別の外国投資の状況を企業数、従

業員、投資額でみると、企業数では薬品、機

械、鉄鉱石採掘、セラミック製品および建材、

紙製品、プラスチック加工、電気製品製造の

それぞれの部門で２０社を超える外資企業の進

出がみられる。従業員数では薬品、自動車用

設備、機械部品、プラスチック加工の各部門

が４，０００人以上を雇用している。各部門の全

従業員に対する外資企業で働く従業員の比率

でみると、６０％を超える部門が家電・オー

ディオ、自動車用設備、機械部品、事務機器

・コンピュータ、医療機器、製鉄、金属加工

の部門となっている。投資額でみると、薬品、

プラスチック加工、電子機器部品製造の部門

が飛び抜けて外国の投資を集めている（詳細

は資料２「ローヌ・アルプ地域圏ヘの産業部

門別外国投資状況」を参照）。

前述のローヌ・アルプ地域圏商工会議所の

調査によると、国別のランキングでは米国系

企業が１７３社と、同地域に進出している外国

企業の３０％を占めトップに位置している。雇

用総数でも３万９，３２５人で全外資企業の３分

の１を占めている。米国資本の企業が他国を

圧倒している背景には、ヒューレッド・パッ

カード（情報関連機器）、ＩＢＭ（同）、キャ

タピラー（建設機械）、メリック（医薬品）、

ユナイテッド・テクノロジー（エアコン）、

サラ・リー（ランジェリー）、ワルコナ（同）

などの大企業が同地域に進出していることが

ある。米国企業が同地域へ進出してから１０年

が経過しており、デルタ航空とエールフラン

ス航空が２０００年４月からリヨン・ニューヨー

ク直行便を再就航させたことからも、米企業

の同地域重視の姿勢がうかがえる。
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また、ローヌ・アルプ地域圏の５２．５％の外

資企業がＥＵ加盟国の企業である。ドイツが

米国についで進出国ランキングで２位、雇用

総数では２万２３８人を数える。ドイツ企業で

は、コンチネンタル（タイヤ、ゴム製品）、

マンネスマン（機械、自動装置）、ボッシュ

（エレクトロニクス）、シーメンス（エレク

トロニクス）、メリック（医薬品、同名の米

薬品企業とは別）、アディダス・サロモン

（スポーツ用品）などの大企業がある。３位

は英国で進出企業数は９３社、雇用数は１万

４，３３５人となっている。英国企業は医療分野

ヘの進出や金融業を重視する傾向がある。４

位はスイス（７０社、１万２，６８２人）、５位がイ

タリア（３１社、９，５２１人）となっている。イ

タリアは地理的距離の近さから、投資拡大の

余地が十分あるとみられている〔本統計は９９

年４月発表のものであり、別添資料３（９６

年）、資料５（９８年４月発表）の統計とは数

字が異なる〕。

③ 日本企業の進出状況

ローヌ・アルプ地域圏には現在、

ＳＭＩ－ＫＯＹＯ（光洋精工、ステアリング）、

東レ（ポリエステルフィルム）、トミー（玩

具）、キヤノン、旭硝子などの製造業９社お

よび丸紅などの商社合わせ全体で３０社近くが

進出している。５０人以上の従業員を抱える外

国企業の国別ランキングでは９位で、２，５０４

人を雇用している（詳細は資料４「ローヌ・

アルプ地域圏における進出日本企業リスト」

を参照）。

中でも９６年に進出した東レと、９８年末に工

場を拡張し、ヨーロッパ技術センター設立計

画もあるＳＭＩの２社の例をみる。

東レ：

東レグループは１９９６年にローヌ・プーラン

・フィルムを買い取り、アン県のサン・モリ

ス・ド・ベイノにポリエステルフィルム（ビ

デオ用、包装用フィルムなど）の製造工場を

建設した。販路はヨーロッパ市場全体で、こ

こで製造されたフィルムはフランス南西の

ダックスにあるソニー、ルクセンブルクにあ

るＴＤＫ、ドイツのＥｍｔｅｃ、ＢＡＳＦまたはオ

ランダのＭＢＯにフィルムを供給する。同社

の進出で雇用も５６人生み出された。

ＳＭＩ（光洋精工）：

光洋精工は９０年にルノーの子会社である

ＳＭＩに資本参加、現在は８３．７％を出資して

いる。９１年から９７年の間に７億フランが投資

され、ＳＭＩはその事業規模をこの５年間で

２倍にした。９８年度の売り上げは１８億フラン

（連結決算で２４億フラン）に達し、従業員数

は１，２５０名、そのうち５００名は１９９２年以降の採

用である。ＳＭＩの経営強化は光洋精工の

ヨーロッパおよび南米戦略で大きな位置を占

め、ＳＭＩによるアルゼンチン企業の買収、

ブラジルでの新生産拠点設立も行われた。同

社は２大プロジェクトを抱えており、その一

つがパワーステアリングの新工場建設である。

３億５，０００万フランが投資され、２００４年まで

に３段階で３５０人の雇用を生む計画である。

もう一つがヨーロッパ技術センターの設立で、

２００１年を目処に２００人の雇用が見込まれてい

る。本来、全くフランス国外に輸出していな

かった同社だが、光洋精工の経営により、現

在では生産の４０％が海外向けであり、ローヌ

・アルプ地域圏でも有数の輸出企業となった。

日本企業の進出は、件数としては欧米諸国

に比べて多くはなく、９９年４月時点では国別

ランキングでは９位に止まっているものの、

持続性を持った長期的視野に立つ日本企業の

投資は、当地の経済界に大きく評価されてい

る。

④ リヨンの投資インフラ状況

交通網：

リヨンは地理的に見てもフランスの首都圏

からも、隣国へのアクセスも容易である。主

要交通網は次の通りである。
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ａ．道路：

リヨン地域の道路網は非常に発達しており、

フランスの全地方のうち最も道路の整備され

た地区である。トラックでリヨンから、パリ、

ミラノまで８時間、バルセロナまで１３時間、

ロンドン、アムステルダムまで２３時間、マド

リッドまで２９時間、ベルリンまで３９時間を要

するに過ぎない。

ｂ．鉄道：

ＴＧＶ（高速新幹線）がパリ－リヨン－

ヴァランスをつないでいる。ＴＧＶは将来、

ミラノ、バルセロナ、トリノへ延長される計

画もある。ＴＧＶでリヨン－パリ間は２時間、

リヨン－ロンドン間は６時間、リヨン－ブ

リュッセル間は５時間１５分、リヨン－ジュ

ネーブ間は１時間５０分である。

ｃ．空港：

ローヌ・アルプ地域圏の主要空港であるリ

ヨン・サトラス空港はＴＧＶのターミナルと

接続している。サトラス空港の年間利用客数

はおよそ５００万人で、このうち２４０万人が国際

線の利用客である。近い将来この数字は倍増

するとみられている。このため、２０１０年まで

に４０億フランが投資され、第３ターミナルの

建設と設備の近代化が進められる。

なお、航空機利用によるリヨンから主要都

市への所要時間以下の通りである：

・リヨン－ジュネーブ ：４５分

・リヨン－パリ ：４５分

・リヨン－ブリュッセル ：１時間１５分

・リヨン－アムステルダム：１時間３０分

・リヨン－ローマ ：１時間５０分

・リヨン－ロンドン ：１時間５０分

・リヨン－マドリード ：１時間５０分

・リヨン－ベルリン ：３時間５分

・リヨン－モスクワ ：４時間１５分

・リヨン－ニューヨーク ：７時間４０分

・リヨン－北京 ：１１時間４５分

・リヨン－東京 ：１４時間４５分

その他にも同地域内には、サン・テチエン

ヌ・ブテオン空港、グルノーブル・サンジョ

ワール空港（年間利用者数１０～５０万人）、ア

ヌシー・メイテ空港、シャンベリー・エック

ス・レ・バン空港（年間利用者数５～１０万

人）などの小空港がある。

不動産：

９８年時点でのリヨンにおける税抜きの不動

産価格は以下の通りである。

リヨンの中心部での新築住宅購入価格は、

１㎡あたり１万２，０００フラン、周辺部では、

９，５００フラン。また、中心部での中古住宅購

入価格は、１㎡あたり８，０００フラン、周辺部

では、６，０００フランとなっている。

住宅を賃貸する場合、中心部でワンルーム

が１，９００フラン／月、四部屋４，０００フラン／月

である。

オフィスの賃貸価格は、中心部で１㎡あた

り５００から９００フラン、周辺部では１㎡あたり

４００～６００フラン、購入価格は、中心部で１㎡

あたり７，５００から１万１，０００フラン、また、周

辺部で、５，０００から６，５００フランとなっている。

倉庫のレンタル料は、１㎡あたり２５０フラ

ン、店舗のレンタルは１㎡あたり３６０フラン

である。

税制上の利点：

地方税の中で企業に唯一関係する「職業

税」が、リヨン地域ではパリ以外のフランス

の都市に比べてかなり抑えられている。リヨ

ン地域での職業税を１００とした場合、他のフ

ランス大都市の数字は以下のようになる：

マルセイユ ：９６．８８

ストラスブール：１０７．７５

リール ：１２３．００

トゥールーズ ：１２５．６９

ナント ：１２５．９３

ニース ：１３５．０３

ボルドー ：１５１．０７
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ヨーロッパのロジスティックセンターとして

のリヨン：

リヨン地域は工業のみならず、交易の中心

地として栄えてきた。ローヌ・アルプ地域圏

の海外との貿易額は年間２，５００億フランに達

する。その内の３分の２以上がＥＵ加盟国を

相手としたものである。リヨン地域では特に

北イタリア（ミラノ、トリノ）またはスイス

（ジュネーブ）との製造業同士の関係が深く、

交易が盛んである。リヨン地域の北東部では

特にドイツとのつながりが強く、イタリアと

共に同地域の主要貿易相手国となっている。

欧州統一市場の結果、商品の陸路による流通

量はフランス内だけでも２０１０年には５０％増加

するとみられるなか、リヨンはヨーロッパの

交通網の十字路という利点を生かし、ロジス

ティックセンターとしての大きな可能性を秘

めていると言える。

（１）リヨンにおける研究開発体制

リヨンには大学が６校とグランド・ゼコー

ルが置かれ、学生数は、７，０００人の外国人学

生を含むと８万人に上る。リヨン都市圏には

医療・薬品、ファイン・ケミストリー、新素

材、エネルギー・環境といった各方面の研究

３．産業集積地での産学連携

機関が存在し、研究所は公共、民間を含め

５１０に上り、１万人の研究者が大学および高

等学院（グラン・ゼコール）の工学部学生と

ともに協力体制を組んでいる。

９５年度のローヌ・アルプ地域圏の工業部門

におけるＲ＆Ｄ関連スタッフ数は１万７，９２５

人でフランス全国の１１．１％、投資額は１１１億

フランで全国の１０．２％を占め、このうちリヨ

ン地域がスタッフ数、投資額ともその４分の

３を占めている。

リヨン地域における主要産業部門の研究機

関は上記表２の通りである。

（２）テクノポール

フランスでは地方のイニシアチブにより、

国、地方、市町村が協力して、地域の産業活

動の中心となる企業および研究機関の優先的

開発地域（集積地域）を設置し、地元産業の

育成および活性化、外国企業の誘致活動を

行っている。この優先進出地域はテクノポリ

スないしはテクノポールと呼ばれている。

ローヌ・アルプ地域圏には、リヨン（グラ

ン・リヨン・テクノポール）、サン・テチエ

ンヌ（サン・テチエンヌ・テクノポリス）、

シェンベリー（サヴォワ・テクノラック）、

ブール・アン・ベッス（アリマンテック）、

表２ リヨン地域における主要産業部門の研究機関

産 業 部 門 研 究 機 関

化学、ゴム、プラスチック部門 ＣＮＲＳ，ＩＮＳＥＲＭ，ＩＮＳＡ，ＣＥＡ，ＩＦＰ，リヨン・パスツール研究所、ロー
ヌ・プーラン、エルフ・アトシェム、ルッセル・ユクラフ、リヨン第１
大学、リヨン工業薬剤学院

繊維、被服 ローヌ・プーラン・ファイバー研究センター、フランス繊維学院、染色
・クリーニング技術センター、被服産業技術学院

冶金工業、機械 リヨン中央学院、リヨン第１大学、ＣＡＬＦＥＴＭＡＴ、Ｅ－ＭＴＴ

電気、電子機器製造 リヨン中央学院、国立応用科学研究所、リヨン第１大学、工学技術開発
科学研究所

自動車産業 ルノー、国立交通安全研究学院

食品加工業 ４０あまりの研究所

ＣＮＲＳ：国立科学研究所、ＩＮＳＥＲＭ：国立保健医学研究所、ＩＮＳＡ：国立応用科学研究所、ＣＥＡ：原子力庁、ＩＦＰ：フランス石油学院

６９ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４



メイラン・モンボノ（ＺＩＲＳＴ）の５ヵ所に

テクノポリスがおかれている。ここではリヨ

ン市周辺に位置するグラン・リヨン・テクノ

ポールを紹介する。

① グラン・リヨン・テクノポール

８０年に創設されたグラン・リヨン・テクノ

ポールは、大学が集中してるリヨン・サント

ル、科学方面中心のジェルランド、ラ・ドゥ

ア、研究技術関連の研究機関が集中するリヨ

ン・ウエスト、健康産業部門のロックフェ

ラー、都市計画のヴォ・ザン・ヴォラン、サ

イエンスパークおよび大学機関のあるラ・ポ

ルト・デ・アルプの７ヵ所から構成されてい

る。全部で、５０万㎡の敷地に、研究者９，０００

人以上、教育研究センター５０ヵ所以上、研究

所４５０ヵ所以上、さまざまな分野のハイテク

企業２，０００社を集めている。進出している企

業の平均従業員数は１０から５００人である。

リヨン・テクノポールの現況は以下の通り

である：

リヨン・ウエスト：

オーギュスト・モワルー科学技術センター

が完備され、エコール・サントラル（中央学

院）も拡張が必要とされる。繊維テクノポー

ルの建設中。アンフォグラム社（Ｉｎｆｏ‐

ｇｒａｍｅｓ）とセジッド社（Ｃｅｇｉｄ）の進出で

工業地区がデジタル技術関連テクノポールに。

ビデオゲーム都市の建設計画あり。

ラ・ドゥア：

土地の確保が一番難しいテクノポール。科

学センター計画が進行中。インキュベーター

の「ノヴァシテ」再建の可能性を検討予定。

リヨン中心街と同地およびビジネス街のパー

ル・ドューを結ぶ市電の建設が進行中。

ヴォ・ザン・ヴォラン：

建築学校の拡張が検討され、建築事務所が

その拡張部分に入る予定。リヨン都市圏共同

体も都市計画テクノポールのために１００ｍ２

を借りる予定。同テクノポール拡張のためす

でに２．８ヘクタールの土地が確保されている。

ロックフェラー：

小児科および産婦人科専門病院、市立病院

の設立計画、メルク・リファ製薬会社の拡張

計画が具体化している。２０００年初めに元ビュ

イール兵舎跡に健康関連産業の受け入れ地開

設の検討を始める。また、神経病・心臓病病

院を中心に生理・神経センター（研究所およ

びテクノロジーセンター）の設立計画も検討

されている。

ジェルランド：

公園、地下鉄、高等師範学校文学部、道路

の整備などへの投資に加えて、企業誘致地区

としてポルト・アンペール優先再開発地域の

２０ヘクタールとジェランドパークの５ヘク

タールが開設された。リヨン第１大学、エプ

スキン社の移転開設が行われ、工学院ＩＳ‐

ＡＲＡの移転も交渉されている。２０００年初め

にはパスツール・メリユー・コノー社が本社

を同テクノポールに移す計画である。

リヨン・サントル：

中心地に位置するだけに企業誘致は土地不

足で難しい。基本的に大学研究機関の移転が

中心となる。

ラ・ポルト・デ・アルプ：

市電の開通で２１世紀大学計画の枠内での大

学施設の改善が進んでいる。テクノロジー・

パークは特に専門分野を決めず、経営戦略的

に中心街に進出を望むテクノロジー関連の企

業の誘致が中心となる。現在進行中の進出計

画には医療関連のメリアル社およびドゥピュ

イ社がある。ヴェスリング社の進出とエコテ

クノロジーセンターの開設計画で同地に環境

関連のテクノポールとしての方向が見えてき

ている。

② 産学連携の具体例

リヨン市経済開発担当助役ジャック・ムリ

ニエ氏は市長のレイモン・バール氏の命の下

に、９８－２００１年をリヨン地域のテクノポール
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計画の時期と定め、リヨン地域における産学

連携体制の強化による国際化、医療関連産業、

生化学および通信ニューテクノロジーの分野

の戦略的支援を推し進めてきた。９９年には企

業関係者、研究者などが１５０名参加し、具体的

施策の骨格が検討され、行動計画として現在

実施の段階に入っている。ジェルランドにあ

るオメガ、エキュウリ（リヨン・ウエスト）に

あるデルタまたはラ・ドゥアにあるアルファ

などはインキュベーターの役割を果たす企業

として活動している。また、ヨーロピアン・

マネージメント・スクール・リヨン校（ＥＭ

－リヨン）が研究者を対象に企業化講座を開

設し、優れた事業化計画の発掘に努めている

のが注目される。さらに、大学やグランド・

ゼコール内に企業の「インキュベーター」を

備え、事業計画の可能性を検討するための実

験や科学的価値の裏付けなどを行なっている。

これらの産学連携の具体的な例を挙げると、

ジェランド地区の高等師範学校内に居を構え

たジェノウェーは薬品産業の分野で遺伝子の

研究をおこなっており、さらに国立農業研究

院と遺伝子工学を利用した、より耐久性のあ

る軽い絹糸を生む蚕の生産をおこなう計画で

ある。他の例としては、脳や脊髄などデリ

ケートな手術に使用されるロボットを生産し

ているＩＭＭＩ社は現在ロックフェラー病院地

区で見事に発展しているが、もともとリヨン

第１大学の中にスペースを借り、市の援助で

始まった企業である。

資金援助のスキームとして、開業資金援助

制度が近く実施に移されることになっている。

リヨン地区では９９年度の予算として２５６万

９，０００フラン、２０００年度の予算として３６３万

８，０００フランが議会で通過した。これが実施

に移されると、この資金を利用する企業はそ

の売上高の何パーセントかを長期的に返済す

る形をとる。現在２０近くのケースが検討され

ている。

リヨン市経済開発担当助役ジャック・ムリニ

エ氏へのインタビュー：

このテクノポール計画がリヨン地域の経済

開発に実際に貢献できるかと言う質問に対し

て、「今日、この計画はリヨン地域の経済開

発政策の骨格を成すものである。リヨンは経

済基盤が堅固で多様性に富んでいるものの、

円熟期に入った今、イノベーションのための

投資が必要である。このテクノポール計画を

通して、大学と経済開発のためのリサーチを

緊密に結びつけ、リヨンに活力を与えること

になるであろう。またこの計画は大学、研究

者、企業代表者、投資家がそれぞれ積極的に

参加することで実現されるもので、地方自治

体はその手助けをするものである。９８年の初

めに始められたこの計画は今や順調に進んで

いると言える」と語っている。

・ＧＲＡＮＤＬＹＯＮＴＥＣＨＮＯＰＯＬＥ

ＣｏｍｍｕｎａｕｔｅＵｒｂａｉｎｅｄｅＬｙｏｎ

ＤｉｒｅｃｔｏｎｄｅｓＡｆｆａｉｒｅｓ

Ｅｃｏｎｏｍｉｑｕｅｓｅｔｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｅｓ

２０ｒｕｅｄｕｌａｃ－ＢＰ３１０３

６９３９９Ｌｙｏｎｃｅｄｅｘ０３

Ｔｅｌ：＋３３ ４７８６３４０９９

Ｆａｘ：＋３３ ４７８６３４０４７

連絡先：

ＮｉｃｏｌａｓＦＥＩＤＴ

ａｄｅｒｌｙ＠ｌｙｏｎ－ａｄｅｒｌｙ．ｃｏｍ

ＧｉｌｌｅｓＧＡＱＵＥＲＥ

Ｇｉｌｌｅｓ．ｇａｑｕｅｒｅ＠ｎｏｖａｃｉｔｅｓ．ｎｃｔｅｃ．ｆｒ

（３）地方自治体などの公的機関による促進策

上記のテクノポール計画の取り組み以外に

も、リヨン地域に進出したいフランス企業、

外国企業および国際機関に対し誘致サービス

を行なっている機関がある。リヨン地域経済

発展局（ＡＤＥＲＬＹ）である。ＡＤＥＲＬＹはリ

ヨン商工会議所、リヨン都市圏自治体（グラン

・リヨン）、ローヌ県、およびローヌ県経営者

団体によって運営されており、企業と関係役
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所機関の間の仲立ちとして、企業の進出の手

助けをする。進出に際しての手続き上の問題

以外にも、進出企業の従業員および家族への

個別的対応も行なっている。リヨンのほかに

デュッセルドルフ、ニューヨーク、東京に事務

所を構えている（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｙｏｎ－ａｄｅｒｌｙ．ｃｏｍ）

（１）リヨン地域の産業ヘの影響

９２年の市場統合、９９年の統一通貨ユーロ導

入といった一連の欧州統合の動きの中で、多

国籍企業の中にはＥＵ諸国の市場拠点として

リヨンを選択した企業もある。例えば、パス

ツール・メリユー・コノー社は２０００年初めに

本社をリヨンのジェルランド・テクノポール

に移転した。

ローヌ・アルプ地域圏からの企業本社機能

の流出が多く、同地域の首都圏などヘの依存

度が増大しているという既成概念があるが、

実際には８８年から９８年にかけて大企業の本社

機能が同地域から流出した例は１０件に満たず、

一方ほぼ同数の企業が同地域に本拠を構える

事になった。その多くがサービス部門の比較

的新しい企業である。

日本企業の中にもリヨン地域に本拠を移転

した例が見られる。日立製作所がそれで、同

社のフランス子会社である日立フランスが９６

年に一般向け電子部門の本拠をパリ郊外から

ローヌ県のブロンに移した。

（２）欧州の一地方としてのローヌ・アルプ

地域圏およびリヨン地域の「外交」

面積、地理的特徴、人口、産業の多様性と

いう類似点からローヌ・アルプ地域圏は隣国

のスイスと自らを比較することを好む。イル

・ド・フランスに次いでフランス第２の経済

圏である同地域は、地方自らの独立した国際

関係の樹立を望んできた。１９世紀から２０世紀

初頭まで欧州一の絹の交易地として栄えたリ

４．欧州統一の動きのなかでのリヨン
地域への影響

ヨンは、２９年の大恐慌で突如として国際都市

としての基盤を打ち砕かれ、その後はフラン

スの地方都市の地位に甘んじいた。しかし８２

年の地方分権化法以来、ローヌ・アルプ地域

圏は新たに独自の「外交」活動を展開し始め

た。また、欧州統一の流れは、国家単位を超

えた地域同志の繋がりを活発化させている。

① 欧州地域との関係

まずはスイス、特にジュネーブ、ローザン

ヌおよびヴァレ地方と、次にイタリアとの関

係を強化した。ローヌ・アルブ地域圏の発展

に不可欠であるリヨンのサトラス国際空港の

整備上でのジュネーブ空港との関り、また、

ＴＧＶのリヨン・トリノ間の開通、国際道路

などのインフラ整備、「地方の土地開発、地

方経済には隣国との協力が欠かせない」とい

うのが地方議会の一致した見解である。また、

国境地域の労働者問題や大学の開放化の問題

などの解決にも、隣国との関係緊密化は重要

である。

ローヌ・アルプ地域圏はさらに国境を接し

ないほかの欧州の主要地方とも積極的に関係

を結んでいる。ドイツのバーデン＝ヴェルテ

ンベルク地方、スペインのカタルーニャ地方、

イタリアのロンバルディア地方がその相手で、

８８年９月に「ヨーロッパのための４つのエン

ジン」と称し、地理的にも、言語的にも直接

関係のない上記の４地域が協力体制を結んだ。

インフラ、通信の改善、技術協力の発展、研

究・文化方面での交流が中心課題として挙げ

られ、近年においては環境、農業、青少年、

スポーツの各分野の協力にまで広げられてい

る。また８９年よりこの４地方はカタルーニャ

＝ローヌ・アルプ間、ライン＝ローヌ間およ

びリヨン＝トリノ間の高速鉄道の開通をＥＣ

に対して積極的な後押しをしてきた。他の３

地方の中心都市であるミラノ、バルセロナ、

シュトゥットガルトに比べてその国際的地位

の低いリヨンおよびローヌ・アルプ地域圏に
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とってこの協力体制は利点が大きいとみられ

ている。

国家単位を超えた地方同士の繋がりを重視

する欧州委員会の方針を受けて、ローヌ・ア

ルプ地域圏も９０年からＥＵに代表部を置いて

いる。しかしドイツなどに比べフランスの各

地方は形だけの代表という傾向を免れないと

の指摘もある。

そのほか、８６年にはＥＵ加盟諸国および非

加盟国も含めて欧州の６４の主要大都市が集

まって「ユーロシテ（Ｅｕｒｏｃｉｔｅｓ）」という

ネットワークを結び、リヨン市もジャック・

ムリニエ氏を代表に参加している。ユーロシ

テは技術協力、経済発展と都市改造、社会問

題、環境、文化、交通を６つの大きなテーマ

として協力を行っている。

② ヨーロッパ以外の地域との関係

一方、地方議会の一部、特に左派の議員の

間には、プロヴァンス・アルプ・コートダ

ジュール地方と組んで地中海地方との関係強

化を重要視し、地方の歴史的現実を踏まえた

形で欧州の南部へと外交関係を広げていくべ

きであるという意見もある。９２年以降、ロー

ヌ・アルプ地域圏議会は、チュニジアおよび

モロッコと経済・文化協力関係を結び、アフ

リカ、特にマリとの経済発展協力関係を結ん

でいる。

また、中国の上海、ベトナム、カナダのケ

ベックおよびオンタリオ州とも関係が結ばれ

ている。ローヌ・アルプ企業インターナショ

ナル協会（ＥＲＡＩ）は、地方の中小企業の輸

出や進出のサポートを行い、世界８ヵ所（バ

ルセロナ、ジャカルタ、モントリオール、サ

ンパウロ、上海、シュトゥットガルト、東京、

トリノ）に出先機関を設けている。

（岡田春彦）
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資料１：ローヌ県の売上高上位２０社リスト

以下のリストは９８年末時点でのローヌ県の売上高上位２０社を示している。社名は現地名のままの表記とし、
売上高は９７年度のもので、単位は１００万フラン。純損益は９７年度の数字で単位は１００万フラン、１０万フランで
切り上げとした。（出所：ｌ’Ｅｎｔｒｅｐｒｉｓｅ誌ｎ°１５８－１５９、９８年１２月号）

順位 会社名 事業内容 所在地 売上高 純損益 経営者

１ ＲＥＮＡＵＬＴＶＩ トラック リヨン ３４，３０１ △３２１．０ Ｐ．Ｆａｕｒｅ

２ ＡＤＥＣＯＴＲＡＶＡＩＬ
ＴＥＭＰＯＲＡＩＲＥ

派遣 ヴィルバンヌ １５，３７４ ３００．２ Ｐ．Ｍａｒｃｅｌ

３ ＲＨＯＮＥ－ＰＯＵＬＥＮＣ
ＡＧＲＯＣＨＩＭＩＥ

農化学 リヨン １２，８４０ 非公表 Ａ．Ｇｏｄａｒｄ

４ ＧＲＯＵＰＥＳＥＢ 電化 エキュリー １１，８４７ ５２１．０ Ｊ．Ｇａｉｒａｒｄ

５ ＤＥＳＣＯＵＲＳＥＴ
ＣＡＢＡＵＤ

道具 リヨン １０，１３０ １２３．７ Ｗ．Ｖｉｎｃｅｎｓ

６ ＢＵＲＥＬＬＥ プラスチック リヨン ８，９３９ ２０．９ Ｐ．Ｂｕｒｅｌｌｅ

７ ＰＡＳＴＥＵＲ
ＭＥＲＩＥＵＸ
ＣＯＮＮＡＵＧＨＴ

ワクチン リヨン ７，３００ 非公表 Ｊ－Ｊ．
Ｂｅｒｔｒａｎｄ

８ ＨＹＰＡＲＬＯ スーパー シャルボニエール ４，６８２ ６０．２ Ｇ．Ｐａｒｄｉ

９ ＬＩＰＨＡ 薬局 リヨン ４，６２１ ６４９．４ Ｊ－Ｎ．
Ｔｒｅｉｌｌｅｓ

１０ ＢＲＯＳＳＥＴＴＥＢＴＩ 暖房 リヨン ４，５４４ 非公表 Ｇ．Ｐｉｎａｕｌｔ

１１ ＣＥＤＩＬＡＣ 乳製品 リヨン ３，８４０ 非公表 Ｊ－Ｃ．
Ｄｏｒｂｅｃ

１２ ＡＤＩＡ－ＦＲＡＮＣＥ 派遣 ヴィユルバンヌ ３，６９９ △６３．０ Ｐ．Ｍａｒｃｅｌ

１３ ＶＥＲＲ．ＳＯＵＣＨＯＮ－
ＮＥＵＶＥＳＥＬ

瓶 ヴィユルバンヌ ３，４６９ １２７．１ Ｊ．Ｄｅｍａｒｔｙ

１４ ＰＡＮＺＡＮＩ
ＥＩＬＬＩＡＭＳＡＵＲＩＮ

食品 リヨン ３，２９５ △１５７．７ Ｇ．Ｃａｉｌｌｅｊｏｎ

１５ ＰＩＯＭＥＲＩＥＵＸ
ＡＬＬＩＡＮＣＥ

薬学 リヨン ３，０４３ １１８．０ Ａ．Ｍｅｒｉｅｕｘ

１６ ＢＬＥＤＩＮＡ ダイエット ヴィルフランシュ ３，０３３ ３０９．７ Ｊ．Ｂｅｎｎｉｎｋ

１７ ＧＥＲＬＡＮＤ 舗装 ヴィユルバンヌ ２，７７５ 非公表 Ｊ．Ｃｅｒｒｕｔｉ

１８ ＦＲＡＮＣＥ
ＶＥＨＩＣＵＬＥＩＮＤ

車 サン・プリースト ２，５６３ △１．７ Ｍ．Ｒｅｍｙ

１９ ＢＲＥＮＮＴＡＧ 化学 シャシウ ２，４５２ ７４．１ Ｄ．Ｐｉｔｈｏｉｓ

２０ ＭＥＲＩＥＬＳＡＳ 薬学 リヨン ２，３２９ １９９．６ Ｌ．Ｃｈａｍｐｅｌ

７４ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４

８



資料２：ローヌ・アルプ地域圏ヘの産業部門別外国投資状況

（出典：ＳＥＳＳＩ「フランス工業における外国資本導入」９９年版）

部 門 外 資
企業数

従業員 投資額

人数 ％ 単位（１００万フラン） ％

１ 衣料品 ４ １９３ ２．６ ８ １７．４

２ 出版、印刷、複製 １１ ７５６ ９．５ １８ ４．０

３ 薬品 ２１ ４，３６３ ５３．７ ２８１ ５０．７

４ 入浴用製品・洗剤 １４ ２，１９０ ３５．９ １５５ ４４．３

５ 家具製造 １０ １，３４０ ２４．０ ２０ ２３．３

６ スポーツ用品、玩具、各種工業製品 ４ ３２８ ３９．２ １２ ６０．０

７ 家電 ６ ２，２４６ ８９．２ １４１ ９４．０

８ 受信機、録音機、ビデオデッキ ２ １，２１０ ９４．８ － －

９ 自動車 ３ ８８５ １８．５ ３９ ７．７

１０ 自動車用設備 １３ ５，３１４ ６９．２ ２３．０ ５８．２

１１ 鉄道機材製造 １ ９６ １２．８ － －

１２ 航空機・宇宙 １ ２４ ３．６ － －

１３ 自転車、オートバイ、輸送設備 ２ ３８８ ６２．２ － －

１４ 金属建材 １ ３３ １．２ － －

１５ 鋳造、ボイラー・金属容器製造 １１ ４６９ １７．０ １１ ３０．６

１６ 機械部品 ２５ ４，６１５ ７７．５ １５８ ８５．９

１７ 一般使用機械 ４５ ２，２８９ ５９．９ ３７ ７４．０

１８ 農業用機械 ３ ３３９ ３１．２ １１ ３０．６

１９ 工機・工具 ４ ３１９ ４１．１ ２ １８．２

２０ 特殊使用機械 ６ ４３５ ２３．３ ３ １０．０

２１ 事務機・コンピューター ５ １，０８８ ７０．９ １６６ ９５．４

２２ エンジン・発電機・変圧器 ５ ４５５ ６０．９ １４ ７０．０

２３ 発信機・通信機 ５ ６２ ３．０ １ ３．１

２４ 医療外科・整形外科器具 ６ １，１１０ ８８．９ ２６ ９２．９

２５ 測量器具 １３ １，３７６ ４０．９ １８ ４５．０

２６ 鉄鉱石採掘 ３９ ３６０ ４０．１ ２８ ３８．４

２７ ガラス、同製品 ５ ８５４ ５１．６ １６ ４２．１

２８ セラミック製品、建材 ４０ １，９０６ ３９．７ ８９ ５７．１

２９ 製糸、織物 １ ２４ ２４．７ － －

３０ 繊維製品 ７ １，０２３ ４８．２ ４２ ６１．８

３１ 木工、木材製品 ７ ４４８ ２２．３ ３５ ３５．４

３２ パルプ・紙・ダンボール製造 ２ １８８ ５２．７ － －

３３ 紙・ダンボール製品 ９ １，２８５ ３２．６ ９７ ４１．８

３４ 無機化学工業 ２５ ３２５ ５５．４ １９ ４０．４

３５ 有機化学工業 ４ ２６３ ４６．４ ３０ ６２．５

３６ パラケミカル １４ ４３９ ４２．３ ２０ ３９．２

３７ ゴム ７ ６０７ ７．８ ２１ １９．８

３８ プラスチック加工 ２４ ４，０２６ ４３．７ ４７６ ６７．４

３９ 製鉄、鋼加工 ４ ７８１ ９３．０ １０ １００．０

４０ 鉄以外の金属加工 ８ ６８３ ９２．３ － －

４１ 金属加工サービス ８ ４７２ ６．６ １３ ４．３

４２ 金属製品製造 １１ ９１１ ２０．２ ２６ ２６．０

４３ 電気製品製造 ２２ ２，５６３ ４０．３ ５８ ３３．１

４４ 電子機器部品製造 ６ ３，０１０ ６７．２ ２８２ ８６．８

総計 ４６４ ５２，０９１ ３５．５ ２，４０６ ４５．８

注：－は統計非公開

７５ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４



資料３：ローヌ・アルプ地域圏ヘの国別投資概況

国および地域

ローヌ・アルプ地
域圏における外国
企業の労働者数
（１，０００人）

ローヌ・アルプ地
域圏における外国
企業の労働者割合

（％）

全国の外国企業の
労働者数
（１，０００人）

外国企業の労働者
割合の全国平均

（％）

ベルギー・ルクセンブルグ ２ ２．２ ３４ ４．３

オランダ ３ ３．０ ４３ ５．５

ドイツ １５ １７．０ １３６ １７．１

イタリア ８ ８．７ ５２ ６．５

英国 １３ １４．６ １２０ １５．２

スウェーデン ３ ３．２ ２８ ３．５

ＥＵ全体 ４７ ５２．６ ４４４ ５５．９

スイス １１ １１．８ ７０ ８．８

欧州全体 ５８ ６４．４ ５１６ ６５．１

米国 ２８ ３０．８ ２３２ ２９．２

カナダ － ０．４ １２ １．５

日本 ２ ２．６ ２３ ２．９

その他 ２ １．８ １０ １．３

合計 ９０ １００．０ ７９３ １００．０

（資料：ＳＥＳＳＩ、「地方における工業」１９９６年版）
注：本資料は９６年版のため、本文の数字（９９年４月発表のもの）とは異なる。

７６ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４
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資料４：ローヌ・アルプ地域圏における進出日本企業リスト

ローヌ・アルプ地域圏に進出している日本企業：製造業、販売所、研究開発、統轄本部及び欧州ロジス
ティック拠点（９８年９月現在）

企業名 設立年 所在県
出資比
率（％）

資本金
（百万フラン）

従業員
数（人）

生産品目 合弁相手企業名

キヤノン ８４ ローヌ県（６９） １００ ２２０ ９６ 事務機器の販売

旭硝子 ８１ ３４／１２５ 板硝子の焼き入れ ＧＬＡＶＥＲＢＥＬ

丸紅 ８６ イゼール県（３８） ２５ 繊維機械の卸し売り

トミー ８５ アン県（０１） １００ ６ ５９ 玩具販売

伊東電気 ８７ オ ッ ト ・ サ
ヴォワ県（７４）

１００ ３ １２ コンベヤー用モー
タ ー ロ ー ル、 モ ー
タープーリー製造

ニデック ８８ １００ ５ ３１ 眼科用器械

小森コーポレーション ８８ アルデーシュ
県（０７）

１００ １２７．５ ５９ 印刷機製造

ホソカワミクロン ８９ イゼール県（３８） １００ ４．５ ５７ 濾過機器及び環境保
全機器製造

古河機械金属 ８９ ローヌ県（６９） １００ ２１０ １５０ 土木作業用器械

富士写真フィルム ９０ イゼール県（３８） ２４．３ フィルム現像

光洋精工 ９０ ローヌ県（６９） ８３．７ ９２ １，６５７ ステアリング用ギア
ボックス

ＲＥＮＡＵＬＴ

ユニチカ ９１ イゼール県（３８） ４７．９ ６９ １９２ 合成繊維製造、販売 ＤＯＬＬＵＦＵＳ
ＭＩＥＧ＆ＣＩＥ，
ＳＯＦＩＲＥＭ

住友化学工業／日産化学 ９３ ローヌ県（６９） ６０／３０ ６５ ６３ 農薬の開発と販売 ＲＨＯＮＥ－
ＰＯＵＬＥＮＣ

パイロット ９５ オ ッ ト ・ サ
ヴォワ県（７４）

１００ ４７．３ ４４ ボールペン、フェル
トペン製造

東レ ９６ アン県（０１） １００ ２２５ ４３６ ポリエステルフィル
ム製造販売

ブリヂストン ９１ ローヌ県（６９） １００ ３６．８２ ３２ タイヤ及び自動車部
品の取引

ブリヂストン ９８ アルデーシュ県（０７） １００ ５５ ５８ タイヤの物流センター
リコー ローヌ県（６９） １００ ５０ ８０ 事務機器の販売

リコー イゼール県（３８） 事務機器

日立 ９６ ローヌ県（６９） １００ ２６９．９ ５０ 家電、オーディオ、
携帯電話の販売

堀場製作所 ８８ アン県（０１） １００ １０ 公害探知器の販売

東京エレクトロン イゼール県（３８） １７ 半導体用の器械、工具製造

横川コントロールバイリー イゼール県（３８） １４ 制御、測定機材の販売
岩田塗装機工業 イゼール県（３８） ８ ピストル式塗装機製造
東芝 ９６ ローヌ県（６９） ７０ ４２ コピー機及びファッ

クスの販売とアフ
ターサービス

伊藤忠 ローヌ県（６９） ７ ドイツ車Ｓｍａｒｔの販売代理
京セラ ９１ ローヌ県（６９） ２ レーザープリンター製造
ミノルタ ローヌ県（６９） ６０ 事務機器の販売とレンタル
日本通運 ローヌ県（６９） 海外輸送の手配

ＮＴＮ ローヌ県（６９） ベアリングの販売

ＹＵＡＳＡ イゼール県（３８） バッテリーの販売

出所：ＤＡＴＡＲ（フランス産業開発局）及びローヌ・アルプ地域圏商工会議所
注：企業名は日本の親会社名、設立年は進出年又は株式取得年

７７ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４



資料５：ローヌ・アルプ地域圏に於ける主要進出外国企業リスト

以下の表は９８年第１四半期にローヌ・アルプ地域圏商工会議所によって編集された従業員５０人以上の外国
企業リストから、各国の従業員数１０大進出企業を挙げたものである。進出企業数が１０社以下の国の場合は全
社を網羅した。なお、本資料は９８年４月発表のため、本文の数字（９９年４月発表）とは異なる。

１．ヨーロッパ

国 籍 現地での企業名 親グループ名 所在地（県） 業務・製品 従業員数 資 本 金
（フラン）

ドイツ －ＡＮＯＦＬＥＸ ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＡＬＡＧ カリュイール（６９） 各種工業機材製造 １，１８９ １億

－ＲＯＢＥＲＴ
ＢＯＳＣＨ

ＲＯＢＥＲＴＢＯＳＣＨ ヴニシュー（６９） モーター用部
品製造

６３０ ３億
５，０００万

－ＣＬＩＮＩＱＵＥＤＵ
ＴＯＮＫＩＮ

ＨＵＲＲＬＥ ヴィルユルバンヌ
（６９）

民間医療機関 ５００ ２８万
４，４６４

－ＦＲＥＵＤＥＮＢＥＲＧ ＦＲＥＵＤＥＮＢＥＲＧ モンロン・レ・バ
ン（４２）

自動車用部品
製造

４８０ １億
４，１６７万

－ＨＯＥＣＨＳＴ
ＭＡＲＩＯＮ
ＲＯＵＳＳＥＬ
ＣＨＩＭＩＥ

ＨＯＥＣＨＳＴ ニューヴィル・
シュール・ソーン
（６９）

医薬、農業用
有効成分の製
造

１，０５０ ―

－ＫＲＵＰＰ
ＭＡＶＩＬＯＲ

ＫＲＵＦＦ
ＧＥＲＬＡＣＨ

ロルム（４２） 自動車，鉄道
用モーター、
コンプレッサ

５５０ １，６８２万
７，９００

－ＬＩＰＨＡ ＭＥＲＣＫ リヨン（６９） 薬品研究開発，
生産販売

８００ ５億７３７
万３，３５０

－ＳＡＬＯＭＯＮ ＡＤＩＤＡＳ
ＳＡＬＯＭＯＮ

アヌシー（７４） スポーツ用品
の生産販売

１，４８５ ４，７２５万
９，９００

－ＳＯＣＩＥＴＥＤＥ
ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ
ＤＥＢＯＵＴＨＥＯＮ

ＺＦ／ＲＥＮＡＵＬＴ
ＶＩ

アンドル・ジュー
・ブテオン（４２）

重量トラック
のギアボック
ス製造

４３３ ２億
６，３３４万
７，０００

など合計８５社、うち従
業員２００人以上は２１社

オーストリ
ア

－ＣＥＲＡＬＥＰ
以上１社

ＣＥＲＡＭ サン・ヴァリエ
（２６）

高圧電気機器
用セラッミッ
ク絶縁体

２３０ ３，３５０万

ベルギー －ＡＳＳＩＳＴＡＩＲ
ＳＥＲＶＩＣＥＳ

ＡＶＩＡＰＡＲＴＮＥＲ リヨン（６９） 空港でのサー
ビス業務

１５９ ―

－ＤＵＭＯＮＴ
ＦＲＡＮＣＥ

ＭＥＩＳＴＥＲ
ＢＥＮＥＬＵＸ

シオンジエ（７４） 工業下請け １２５ ７４万
３，４００

－ＪＥＡＮＮＥ
ＢＬＡＮＣＨＩＮ

－ シャンパニユー
（７３）

衣料用布地製
造

２３３ １，３６０万
８０００

－ＰＬＡＳＴＥＵＲＯＰ ＲＥＣＴＩＣＥＬ ヴォナス（０１） 等温板製造 １７０ ５，０００万

－ＲＩＶＯＩＲＥ ＺＩＥＧＬＥＲ サン・テチエンヌ（４２） 輸送代理業 ２９３ ４０５万

－ＳＡＳ ＥＴＥＸＧＲＯＵＰ サン・ロラン・ド
・ミュール（６９）

洗面用機器製
造

１１０ １５６万
１，４００

－ＳＥＰＥＲＥＦ ＴＥＳＳＥＮＤＥＲ－ＬＯ カンシュー（６９） 飲料水の導水
用機材

１８０ １億
７，３４１万
６，０００

－ＳＯＬＶＡＹ
ＰＨＡＲＭＡ

ＳＯＬＶＡＹ シャティヨン・
シュール・シャラ
ロンヌ（０１）

薬品の製造販
売

５００ ９，８３７万
５，４００

－ＶＡＮＩＬＩＡ ＳＯＬＶＡＹ ヴィニシュー（６９） プラスチック紙の印刷 １３８ １億
６，６３２万
３，４００

－ＶＥＲＴＡＬ
ＳＵＤＥＳＴ

ＧＬＱＶＥＲＢＥＬ サン・プリスト
（６９）

各種ガラス製
造

１３２ １，２３９万
５，０００

など合計１８社、うち従
業員１００人以上は１２社

７８ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４
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国 籍 現地での企業名 親グループ名 所在地（県） 業務・製品 従業員数 資 本 金
（フラン）

デンマーク －ＢＯＲＥＡＬＩＳ
ＣＯＰＯＵＮＤ

ＢＯＲＥＡＬＩＳ キュブリーズ（６９） 熱可塑性物質
の政策

５７ ２，０００万

－Ｂ＆ＳＩＮＴＥＲ－
ＮＡＴＩＯＮＡＬ
ＦＲＡＮＣＥ

ＩＮＴＥＲＴＥＣ
ＣＯＮＴＲＡＣＴＩＮＧ
Ａ／Ｓ

サン・ジェニス・
プリー（０１）

電子関係サー
ビス

５５ ６万

－ＤＡＮＦＯＳＳ
ＭＡＮＥＵＲＯＰ

ＤＡＮＦＯＳＳ トレブー（０１） 冷房用コンプ
レッサー製造
販売

３６２ １，７９５万
２，０００

－ＤＡＮＦＯＳＳ
ＭＡＮＥＵＲＯＰ

ＤＡＮＦＯＳＳ アンス（６９） コ ン プ レ ッ
サー製造

１２４ １，７０５万
２，０００

－ＰＯＭＰＥＳ
ＧＲＵＮＤＦＯＳ
ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ

ＧＲＵＮＤＦＯＳ サン・カンタン・
ファラヴィエ（３８）

ポンプの製造
販売

１１５ １，６００万

－ＲＡＤＩＯＭＥＴＥＲ
ＡＮＡＬＹＴＬＣＡＬ

ＳＴＲＵＥＲＳ ヴィユールバンヌ
（６９）

化学分析機器
製造

１３６ ６７１万
５，０００

－ＳＩＰＬＡＳＴ ＩＣＯＰＡＬ ロリオル（２６） 防水性、防音
性製品の製造

８２ ３４０２万
３，０００

－ＶＥＬＳＯＬ
ＦＲＡＮＣＥ

ＶＥＬＵＸ
ＦＲＡＮＣＥ

レニエ（７４） ブラインドの
製造販売

１５０ １５００万

以上８社

スペイン －ＡＬＢＥＲＴ
ＢＲＩＦＦＡＺ

マルナス（７４） 自動車部品製
造

９４ ５０万

－ＧＥＳＴＡＭＰ
ＮＯＵＲＹ

ＧＥＮＥＲＡＬ
ＥＳＰＡＮＯＬＡＤＥ
ＥＳＴＡＭ－ＰＡＣＩＯＮ

サシュー（６９） 金属加工 １４０ ５，０００万

－ＩＲＡＵＳＡＬＯＩＲＥ ＡＮＴＯＬＩＮ
ＩＲＡＵＳＡ

ロッシュ・ラ・モ
リエール（４２）

自動車用座席
の設計製造

２４５ １，０００万

－ＺＡＮＩＮＩＡＵＴＯ
ＦＲＡＮＣＥ

ＺＡＮＩＮＩＡＵＴＯ
ＧＲＵＰ

オヨナ（０１） 車体の装飾品
製造

８０ ６００万

以上４社

フィンラン
ド

－ＡＨＬＳＴＲＯＭ
ＬＡＧＥＲＥ

ＡＨＬＳＴＲＯＭ
ＰＡＰＥＲＧＲＯＵＰ

ポン・エベック
（３８）

工業用、包装
用紙

２３５ １億
２，０００万

－ＡＨＬＳＴＲＯＭ
ＬＹＳＴＩＬ

ＡＨＬＳＴＲＯＭ
ＰＡＰＥＲＧＲＯＵＰ

グリヌー（３８） 合成及び天然
ファイバー製
品の製造販売

１５０ ３，７００万

－ＡＨＬＳＴＲＯＭ
ＳＩＢＩＬＬＥＴＵＢＥＳ

ＡＨＬＳＴＲＯＭ
ＰＡＰＥＲＧＲＯＵＰ

レ・ゼッシェル
（７３）

繊維工業用ダ
ンボール・プ
ラスチック管

１０５ ７１０万

－ＡＬＬＩＭＡＮＤ リーブ・シュール
・フュール（３８）

製紙機材の製
造

１６０ １，９１４万
７，４４０

－ＤＡＴＥＸ
ＥＮＧＳＴＲＯＭ

シャンパーニュ・
オ・モン・ドール
（６９）

医療機器販売、
メンテナンス

７０ ５０万

－ＫＯＮＥ
ＡＳＣＥＮＳＥＵＲＳ

ＫＯＮＥＯＹ ヴィユールバンヌ
（６９）

エレベーター
の販売設置

７５ ６，７５９万
７，５００

－ＲＥＴＭＡ ＪＡＡＫＯＰＯＹＲＹ シャス・シュール
・ローヌ（３８）

特種機械研究
所

５８ ２６万

－ＴＡＭＲＯＣＫ
ＳＥＣＯＭＡ

ＴＡＭＲＯＣＫ メジュー（６９） 坑道掘進装置
の製造

１１０ ８，１０４万
５，０００

－ＵＰＯＮＯＲＲＹＢ ＵＰＯＮＯＲ サン・テチエンヌ
・ド・サン・ジョ
ワール（３８）

液体輸送及び
電気ケーブル
用のポリエチ
レン製管と外
装の製造

７０ ２，２５０万

以上合計９社

７９ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４



国 籍 現地での企業名 親グループ名 所在地（県） 業務・製品 従業員数 資 本 金
（フラン）

イタリア －ＡＳＣＯＭＥＴＡＬ
ＡＬＬＥＶＡＲＤ

－ ル・シェラス（３８） 製鉄 ６１２ ８億

－ＣＡＭＩＶＡ ＦＩＡＴ サン・アルバン・
レス（７３）

消火車用設備
の設計製造

２２０ １，２２６万
３，４００

－ＣＩＡＰＥＭ ＥＬ．ＦＩ リヨン（６９） 洗濯機の設計
製造

１，１７０ ４６８７万
５０００

－ＥＮＩＣＨＥＭ
ＥＬＡＳＴＯＭＥＲＥＳ
ＦＲＡＮＣＥ

ＥＮＩＣＨＥＭ ル・ポン・ド・ク
レ （３８）

合成ゴムの開
発製造販売

２５０ ６億
６，１２２万
９，０００

－ＳＯＣＩＥＴＥ
ＥＵＲＯＰＥＥＮＮＥ
ＤＥ
ＦＡＢＲＩＣＡＴＩＯＮ
ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＬＬＥＳ

ＳＩＬＡ
ＴＥＬＥＣＯＭＭＡＮ
ＤＩＩＧＡＰ

チュラン（３８） 自動車用設備 ２２０ ４８０万

－ＳＴＭＩＣＲＯ
ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ

ＳＴＭＩＣＲＯ
ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ

サン・ジェニ・プ
リー（０１）

ＳＧＳ トムソ
ン・ミクロエ
レクトリクス
の管理本部

２８５ ２０億
２，７９３万
９，０００

－ＳＴＭＩＣＲＯ
ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ

ＳＴＭＩＣＲＯ
ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ

グルノーブル（３８）ＩＣの生産 １，３００ ２０億
２，７９３万
９，０００

－ＳＴＭＩＣＲＯ
ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ

ＳＴＭＩＣＲＯ
ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ

クロール（３８） ＩＣの研究開
発生産

１，２５０ ３０億

－ＴＲＥＦＩＭＥＴＡＵＸ ＫＭ ＥＵＲＯＰＥ
ＭＥＴＡＬ（ＫＮＥ）

ポン・ド・シェ
リュイ（３８）

非鉄冶金 ２６３ １億
６，６２８万

－ＶＤＧ ＢＯＲＭＩＯＬＩ
ＲＯＣＣＯ＆
ＦＩＧＬＩＯ

リーブ・ド・ギエ
（４２）

ガラス食器製
造販売

２６５ ８，００５万
８０００

など合計３１社、うち従
業員１００人以上が１６社

アイルラン
ド

－ＰＯＵＧＥＴ
ＳＯＬＡＭＩ

ＢＯＲＤＮＡＭＯＮＡ アランドン（３８） 腐植土と土壌
改良剤の製造

７０ １，０００万

－ＲＡＶＩＦＲＵＩＴ ＫＥＲＲＹ アネロン（２６） フルーツ加工 ７５ １１万
５，０００

－ＳＭＵＲＦＩＴ
ＬＥＭＢＡＣＥＬ

ＪＥＦＦＥＲＳＯＮ
ＳＭＵＲＦＩＴ

モントリマール
（２６）

紙袋の製造 １１８ ９，０００万

－ＳＭＵＲＦＩＴ
ＬＥＭＢＡＣＥＬ

ＳＭＵＲＦＩＴ アウスト・シュー
ル・シ（２６）

紙袋の製造 ４６ ９，０００万

－ＳＭＵＲＦＩＴ
ＳＯＣＡＲ

ＳＭＵＲＦＩＴ クレスト（２６） ダンボール包
装製造

１２７
２億１７６
万４００

－ＳＭＵＲＦＩＴ
ＳＯＣＡＲ

ＳＭＵＲＦＩＴ シャス・シュール
・ローヌ（３８）

ダンボール製
造

１５

以上合計６社

リ ヒ テ ン
シュタイン

－ＩＶＯＣＬＡＲ
ＦＲＡＮＣＥ

ＩＮＶＡＣＬＡＲ サン・ジョリオ
（７４）

歯科用品の販
売

７２ ５００万

以上１社

オランダ －ＡＢＩＬＩＳ
ＰＲＯＰＲＥＴＥ

ＶＥＮＤＥＸ サン・プリースト
・アン・ジャレ
（４２）

清掃 ５８０ ２，９３２万
４，６００

－ＡＢＩＬＩＳ
ＰＲＯＰＲＥＴＥ

ＶＥＮＤＥＸ リヨン（６９） 清掃 １，５００ －

－Ｌ’ＡＣＴＩＶＩＴＥ ＶＥＢＥＧＯ リヨン（６９） 清掃 ２，３００ －

－ＡＤＯＬＰＨＥ
ＬＡＦＯＮＴ

ＷＡＧＲＡＭ
ＥＱＵＩＴＹ
ＰＡＲＴＥＮＥＲＳ

ヴィルフランシュ
・シュール・サオ
ヌ（６９）

仕事着の製造 １５０ １，６１７万
５，７００

８０ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４

８



国 籍 現地での企業名 親グループ名 所在地（県） 業務・製品 従業員数 資 本 金
（フラン）

－ＣＯＭＰＡＧＮＩＥ
ＰＨＩＬＩＰＳ
ＥＣＬＡＩＲＡＧＥ

ＰＨＩＬＩＰＳ
ＥＣＬＡＩＲＡＧＥ

ミリベル（０１） 屋外用照明の
製造販売

３４０ １億
３，５１８万
５，９６０

－ＤＳＭ
ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ
ＰＬＡＳＴＩＣ
ＰＲＯＤＵＣＴＳ

ＤＵＴＣＨＳＴＡＴＥ
ＭＩＮＥＮ

ヴィルルバンヌ
（６９）

産業用半製品
の納入

１８８ ７，５０６万
３，３００

－ＥＲＩＣＯ ＥＲＩＣＯＢＶ アンドレイユ・
ブーテオン（４２）

電気部品の製
造

１４０ ７０万２００

－ＦＲＡＮＳ ＭＡＡＳ
ＳＵＤ

ＦＲＡＮＳＭＡＡＳ
ＮＥＤＥＲＬＡＮＤ

ジェナス（６９） 国際運輸 １２５ １，０００万

－ＪＥＴＳＥＲＶＩＣＥＳ ＢＶ
ＴＰＧ

ピエール・ベニー
ト（６９）

宅急便 １６０ ２８４万

－ＶＥＲＩＬＡＣ ＡＫＺＯＮＯＢＥＬ ポン・ダン（０１） 工業用塗料の
製造

１６０ １３５万

など合計２０社、うち従
業員１００人以上が１０社

ルクセンブ
ルク

－ＭＩＰ ＢＩＥＬＥＲ
ＶＥＢＴＵＲＥ

ポンシャラ（３８） 木製の窓製造 ７７ ３２５万

以上１社

スウェーデ
ン

－ＢＥＣＫＥＲ
ＩＮＤＵＳＴＲＩＥ

ＢＥＣＫＥＲ モンブリゾン（４２） 工業用塗料の
製造

１６２ １，９５０万

－ＥＣＯＭＡＴ
ＩＮＤＵＳＴＲＩＥ

ＶＯＬＶＯ ベリー （０１） 建設機械の設
計製造

３００ ３，２００万

－ＦＥＵＤＯＲ ＳＷＥＤＩＳＨ
ＭＡＴＣＨ

リリュー・ラ・
パップ（６９）

ライター製造 ２００ ４，５００万

－ＨＯＳＰＡＬ
ＩＮＤＵＳＴＲＩＥ

ＧＡＭＢＲＯ メイジウ（６９） 医療機器 ５００ １，４９８万
８，８００

－ＩＫＥＡ
ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ
ＦＲＡＮＣＥ

ＩＫＥＡ サン・クエンタン
・ファラヴィエ
（３８）

家具 １９２ １０万

－ＮＯＲＤＩＡ ＤＵＮＩ ポンシャラ（３８） 紙製品 ２００ ３６８万
９，０００

－ＰＲＯＴＥＣＴＡＳ ＳＥＣＵＲＩＴＡＳＡＢ リヨン（６９） 警備 ６００ １，０００万

－ＳＡＲＭＡ ＳＫＦ サン・ヴァリエ
（２６）

航空機機体製
造

３６６ ６，０００万

－ＴＲＡＮＳＲＯＬ ＳＫＦ シャンベリー（７３） トランスミッ
ションの設計
と製造

２４９ ８００万

－ＶＩＣＡＲＢ － フォンタニル・コ
ルニヨン（３８）

工業用機器 ２４３ ４００万

など合計１８社、うち従
業員１００人以上が１５社

イギリス －ＡＲＪＯ
ＷＩＧＧＩＮＳ

ＡＲＪＯＷＩＧＧＩＮＳ
ＡＰＰＬＥＴＯＮ

リーヴ・シュール
・フュール（３８）

製紙 ２９８ １３億
２，０００万

－ＣＡＮＳＯＮ＆
ＭＯＮＧＯＬＦＩＥＲ

ＡＲＪＯＷＩＧＧＩＮＳ
ＡＰＰＬＥＴＯＮ

アノネー（０７） 製紙 ５９３ ２，４７１万
４，２５０

－ＣＬＩＮＩＱＵＥ
ＣＨＩＲＵＲＧＩＣＡＬＥ
ＤＵＤＯＣＴＥＵＲ
ＣＯＮＶＥＲＴ

ＣＯＭＰＡＧＮＩＥ
ＧＥＮＥＲＡＬＥＤＥ
ＳＡＮＴＥ

ブール・アン・
ベッス（０１）

病院 ３００ １４１万
１，２００

－ＧＥＲＬＡＮＤ
ＳＡＶＯＩＥＬＥ
ＭＡＮＳ

ＧＥＲＬＡＮＤ ヴォグラン（７３） 舗装 ４０５ ３，７９６万
８，０００

－ＧＵＥＲＩＭＡＮＤ ＡＲＪＯＷＩＧＧＩＮＳ
ＡＰＰＬＥＴＯＮ

ヴォルップ（３８） 製紙 ４７６ ３億
５，０００万

８１ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４



国 籍 現地での企業名 親グループ名 所在地（県） 業務・製品 従業員数 資 本 金
（フラン）

－ＰＲＯＮＥＲ
ＣＯＭＴＥＬ

ＳＩＥＢＥ シャパレラン（３８） 電気部品 ３５０ ８２９万
３，１２０

－ＲＥＸＡＭ
ＲＥＢＯＵＬ

ＲＥＸＡＭ
ＢＥＡＵＴＹ
ＰＡＣＫＩＮＧ

クラン・ジュブリ
エ（７４）

金属部品 ４００ ２億
６，５００万

－ＳＩＥＢＥ
ＡＰＰＬＩＡＮＣＥ
ＣＯＮＴＲＯＬＳ

ＳＩＥＢＥ クルーズ（７４） 自動車用電気
部品

６４４ ６，０００万

－ＶＩＳＥＡＴＨＲＯＮ ＴＨＲＯＮ タッサン・ラ・
ドゥミ・リュンヌ
（６９）

情報機器など
のレンタル

３３０ １億
９，０９０万

など合計８２社、うち従
業員２００人以上が１９社

スイス －ＡＳＣＯＭＨＰＦ ＡＳＣＯＭ ボンヌヴィル（７４） テレコム ３７３ １，７３７万
１，５００

－ＡＳＣＯＭ
ＭＯＮＥＴＥＬ

ＡＳＣＯＭ ギエラン・グラン
ジュ（０７）

テレコム ３５０ １億
２，０００万

－ＣＨＡＲＬＥＳ
ＪＯＵＲＤＡＮ
ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ

ＣＨＡＲＬＥＳ
ＪＯＵＲＤＡＮ
ＨＯＬＤＩＮＧ

ロマン（２６） 靴製造 ５３８ ７，５００万

－ＣＩＢＡ
ＳＰＥＣＩＡＬＩＴＥ
ＣＨＩＭＩＱＵＥ

ＣＩＢＡ
ＳＰＥＣＩＡＬＩＴＹ
ＣＨＥＭＩＣＡＬＳ

サン・フォン（６９） 染料 ３５６ ２億
６，６３３万
４，６００

－ＬＡＢＯＲＡ－
ＴＯＩＲＥＳ
ＲＯＣＨＥ
ＮＩＣＨＯＬＡＳ

ＨＯＦＦＭＡＮＮＬＡ
ＲＯＣＨＥ

ガイヤール（７４） 薬品 ３３０ １，７１４万

－ＬＡＷＳＯＮ
ＭＡＲＤＯＮ
ＢＯＸＡＬ

ＡＬＵＳＵＩＳＳＥ
ＬＯＮＺＡ

ボールペール（３８） 金属容器製造 ３１７ ６，０００万

－ＭＡＲＴＩＮ ＢＯＮＳＴ ヴィルルバンヌ
（６９）

製紙用機械の
設計と製造

６６０ ７，１００万

－ＳＩＣＰＡ ＳＩＣＰＡ アンヌマッス（７４） 塗料とニス ３７２ ５，０００万

－ＳＴＡＵＢＬＩ
ＦＡＶＥＲＧＥＳ

ＳＴＡＵＢＬＩ ファヴェルジュ
（７４）

繊維用機械の
設計と製造

９５１ ４，８２４万

－ＳＴＡＵＢＬＩ
ＬＹＯＮ

ＳＴＡＵＢＬＩ シャッシュー（６９） 織り機の設計
と製造

２６０ ６５０万

など合計５９社、うち従
業員２００人以上が１６社

８２ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４

８



国 籍 現地での企業名 親グループ名 所在地（県） 業務・製品 従業員数 資 本 金
（フラン）

米国 －ＢＥＣＴＯＮ
ＤＩＳＫＩＮＳＯＮ
ＦＲＡＮＣＥ

ＢＥＣＴＯＮ
ＤＩＳＫＩＮＳＯＮ

ル・ポン・ド・ク
レ（３８）

外科用手術器
具

１，００９ ４億
１，８８２万

－ＣＡＲＲＩＥＲ ＵＴ
ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

モンリュエル（０１） 工業用機器 ７５０ ２億
２，１５６万
８，２００

－ＣＡＲＴＥＲＰＩＬＡＲ
ＦＲＡＮＣＥ

ＣＡＲＴＥＲＰＩＬＡＲ グルノーブル（３８） 建築用機器 １，８７３ ８億
２，５００万

－ＦＲＡＮＫＥＴ
ＰＩＧＮＡＲＤ

ＡＵＴＯＣＡＭ ティエズ（７４） 自動車用精密
部品

９５０ １１７万
５，０００

－ＨＥＷＬＥＴＴ
ＰＡＣＫＡＲＤ
ＦＲＡＮＣＥ

ＨＥＷＬＥＴＴ
ＰＡＣＫＡＲＤ

エイバン（３８） コンピュータ ２，０２５ ３億５８５
万

－ＨＥＸＣＡＬ
ＦＲＡＮＣＥ

ＨＥＸＣＡＬ
ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

ヴィルルバンヌ
（６９）

繊維 ６８０ ５，２１９万

－ＪＡＭＢＯＮ
Ｄ’ＡＯＳＴＥ

ＳＡＲＡＬＥＥ アオスト（３８） 生ハム ８００ ２億
２，６２５万

－ＭＥＲＩＡＬ
ＬＡＢＯＲＡＴＯＩＲＥ
ＬＹＯＮ
ＧＥＲＬＡＮＤ

ＭＥＲＩＡＬ リヨン（６９） 薬品 ６２５ １億５３６３
万５，４００

－ＳＰＩＴ ＩＴＷ ブール・レ・バラ
ンス（２６）

ビス・ボルト
製造

６８０ １億
２，５００万

－ＴＥＣＵＭＳＥＨ ＴＥＣＵＭＳＥＨ
ＰＲＯＤＵＣＴ＆ＣＯ

ラ・ヴェルピリ
エール（３８）

コ ン プ レ ッ
サーの製造

６２２ ９，４０３万

など合計１６５社、う
ち従業員２００人以上
が５４社

カナダ －ＣＡＳＣＡＤＥＳＬＡ
ＲＯＣＨＥＴＴＥ

ＣＡＮＳＡＤＥＳ ラ・ロシェット
（７３）

製紙 ３６０ ２，５４６万

－ＧＥＣＡＬＳＴＨＯＭ
ＶＥＬＡＮ

－ リヨン（６９） コック製造 １６５ ２，６００万

－ＭＯＮＮＥＴＳＥＶＥ － ウトリアズ（０１） 製材 １２７ ６７０万

－ＭＯＮＮＥＴＳＥＶＥ
２

－ サン・ヴュルバ
（０１）

木材 ４９ －

－ＰＨＯＴＯＷＡＴＴ ＭＡＴＲＩＸ ブルゴワン・ジャ
リウ（３８）

光起電力セル
などの設計と
生産

２４０ －

－ＳＴＩＶＡ ＬＯＵＩＳ
ＧＡＲＮＥＡＵ
ＳＰＯＲＴＩＮＣ

ユジーヌ（７３） 冬季スポーツ
用ウエア

９８ －

８３ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４

２．北 米



国 籍 現地での企業名 親グループ名 所在地（県） 業務・製品 従業員数 資 本 金
（フラン）

中国香港 －ＳＴＤＵＰＯＮＴ ＤＩＣＫＳＯＮ
ＣＯＮＣＥＰＴＳＬＴＤ

ファヴェルジュ
（７４）

ライターの製
造

５８１ ６，１０７万
４，０００

－ＶＴＥＣＨ
ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ
ＦＲＡＮＣＥ

ＶＴＥＣＨ フェルネイ・ヴォ
ルテール（０１）

教育用玩具の
設計と流通

４９ ２，０００万

日本 資料４参照

国 籍 現地での企業名 親グループ名 所在地（県） 業務・製品 従業員数 資 本 金
（フラン）

レバノン ＧＲＯＵＳＳＥＴ
ＦＲＡＮＣＥ

－ サンジュスト・サ
ン・ランベール
（４２）

ビス・ボルト
の製造

７３ １，０００万

イスラエル ＥＸＣＥＬＬＡ ＥＬＩＴＥＤＡＮＯＮＥ サン・テチエンヌ
（４２）

チョコレート
の製造

１５５ ９，８００万

トルコ ＢＥＬＡＩＲ
ＩＮＤＵＳＴＲＩＥ

ＺＯＲＬＵ タラール（６９） カーテンの製
造と販売

１４０ １，９３１万
４，９００

国 籍 現地での企業名 親グループ名 所在地（県） 業務・製品 従業員数 資 本 金
（フラン）

オーストラ
リア

ＭＥＭＴＥＣ
ＦＲＡＮＣＥ

ＭＥＭＴＥＣ テルネー（６９） 浴槽用フィル
ター

５４ ７，０００万

８４ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４

８

３．アジア

４．中近東

５．オセアニア



ＥＵ
ＥＵＲＯＰＥＡＮＵＮＩＯＮ

クロノロジー

〈２ 月〉

３日�オーストリアの極右政権誕生を受け、

政治対話の停止を軸にした外交制裁を

発動すると発表。

４日�欧州議会、自動車メーカーに対しＥＵ

域内で販売した車を使用後に無料で回

収することを義務付けるリサイクル法

案を賛成多数で可決。各メーカーは

２００６年までに全販売車の無料回収に応

じるほか、２０１５年までに車の８５％以上

の部品を再利用しなければならない。

８日�欧州委、インターネットを活用した情

報化社会を構築するため１８分野の行動

計画を発表。２０００年までに加盟国全て

の図書館や郵便局の職員がインター

ネットを使いこなせるよう指導するほ

か、２００２年を目処にＥＵ内の全学校を

インターネットで結ぶ予定。

９日�欧州委、インターネット取引を課税対

象とする方針を決定。音楽や書籍など

をネット経由でパソコンに取り込み購

入する消費者に付加価値税の負担を求

め、販売企業が消費者から代金ととも

に受け取った税を消費者のいる国に納

める仕組み。産業界からは電子商取引

の妨げになると批判。

１１日�ＥＵ、人種、民族、男女などの差別を

禁止する共同政策を作成する方向で検

討することを明らかにした。

１４日�ＥＵ、ユーゴスラビアへの制裁の一環

として実施している民間航空機の乗り

入れ禁止を一時解除し、半年後に再点

検することを決定。

１４～１５日�外相理事会開催。アムステルダム

条約を見直すため、ＩＧＣ（政府間会

議）を発足。主な議題は、①政策決定

における多数決制の拡大、②多数決の

際に加盟国が持つ投票権の配分見直し、

③欧州委委員数の見直し、など。

１５日�外相理事会で新しい防衛政策として、

地域紛争を監視する「政治・安全保障

委員会」を発足することを決定。

�ＥＵは米国が１１日に決定した鉄鋼輸入

制限の発動が正当性に欠けると判断、

ＷＴＯへの提訴を検討するとの見解を

発表。

�ＥＵはマルタ、ルーマニア、スロバキ

ア、ラトビア、リトアニア、ブルガリ

アの６カ国と新規加盟に向けた交渉を

開始。既に交渉を開始しているハンガ

リー、ポーランドなど６カ国を含めて、

ＥＵは２００３年以降、基準を満たした国

から順次加盟を承認する。

１７日�欧州委、全ての電気・電子製品の廃品

回収・再利用をメーカーに義務付ける

方針を決定。欧州委が作成した「電気

・電子製品廃品法案」によると、ＥＵ

加盟国で販売された家庭電化製品、コ

ンピュータ、自動販売機などほぼ全て

の電気・電子製品が対象。２００４年から

種類によって７０％から９０％の再利用を

義務付けるほか、回収などの費用は全

額メーカー側の負担とする。

２２日�ＥＵ・日本、外務省内で「日・ＥＵ規

制改革対話」の局長級会議を開催。

８５ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４



ＥＵはＮＴＴの東日本地域会社に対し、

新規参入業者が回線を利用する際に徴

収する接続料金を４０％以上大幅引き下

げする新算定方式を導入するよう要請。

これに対し日本側は、同方式は基本料

金の引き下げにつながると反論。

〈３ 月〉

３日�ＥＵ・米国・ロシア、リスボンで外相会

議を開催。チェチェン問題について協

議。

７日�ＥＵ、国際通貨基金次期専務理事に

ケ ー ラ ー 欧 州 復 興 開 発 銀 行

（ＥＢＲＤ）総裁を候補として挙げる

ことを決定。

６日�訪日中のディアマンプル欧州委委員

（雇用・社会政策担当）、ＥＵ域内で

拡大が見込まれるＩＴ産業の人材育成

を推進する方針を明らかに。先行する

米国を追撃するとともに、域内の完全

雇用を目指す。

１３日�オーストリアのシュッセル首相、ＥＵ

本部を訪問し、ＥＵ議長国ポルトガル

のグテレス首相と会談。シュッセル首

相は制裁解除への道筋をつけたい意向

であったが、グテレス首相は会談後、

早期に制裁解除する予定はない旨発表。

１４日�欧州委・米政府、欧米企業がインター

ネットを通して海外に送信する個人情

報を保護するための協定を締結する方

向で合意。同協定は、悪用業者の公表

や個人が希望するデータ削除などを徹

底するよう業界に促すとともに、米連

邦取引委員会（ＦＴＣ）や司法当局も

個人情報保護に配慮して訴訟などに対

応するよう求めている。今夏までに同

協定が発効する見込み。

１５日�欧州委、税制（付加価値税率一本化など）

についての決定も多数決制にすべきで

ある旨発表。今後、加盟国との調整に入

り、アムステルダム条約を見直す年末

の首脳会議までに結論を出す見込み。

２１日�在欧日系企業２５社、ＥＵの政策を監視

し提言するロビー団体を設立した旨発

表。ＥＵから認知されるような法人格

を取得し、正式なロビー団体として活

動を開始する。

２３日�ＥＵ、メキシコとの自由貿易協定に調

印（リスボン）。同協定により、メキシ

コは２００３年までにＥＵからの輸入製品

・サービスの約５０％を対象に関税を免

除、残りの分野についても２００７年まで

に農産物など一部の品目を除き関税を

ゼロとする、ＥＵも２００３年までにメキ

シコからの輸入製品に対する関税を撤

廃する。

２３～２４日�ＥＵ特別首脳会議（リスボン）開

催。ＩＴ革命に対応した経済改革の行

動計画を採択。インターネットの普及

を進めるため、年内に市内電話回線の

開放などを通して通話料を含むネット

利用料を大幅に引き下げるほか、２００１

年末までに加盟各国の通信市場を完全

に自由化する。また、緊急対応部隊創

設を柱とした共通防衛政策も採択。

２８～３１日�ラミー欧州委委員（通商問題担

当）、北京で中国のＷＴＯ加盟に関し閣

僚級交渉を実施。交渉では、電気通信、

金融・保険分野の市場開放などを巡っ

て意見が対立。

〈２ 月〉

２日�ブレア首相、国会において、現時点で

通貨統合へ参加することは賢明ではな

いが、将来の参加は支持する旨表明。

１０日�中銀、金融政策委員会で、０．２５ポイン

ト利上げし、政策金利を６．０％とする

ことを決定、即日実施。

英 国
ＵＮＩＴＥＤＫＩＮＧＤＯＭ

８６ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４



１１日�政府、北アイルランド行政府の機能を

停止し、英中央政府による直轄統治を

１２日から復活する旨発表。

１５日�カトリック系過激組織アイルランド共

和軍（ＩＲＡ）、武装解除交渉にあたる

中立委員会との協議を停止するとの声

明を発表。

２３日�中銀、２月の金融政策委員会議事録を

公表、８対１で金利引き上げを決定し

たことが明らかに。

２７日�ブレア首相、同日付インディペンデン

ト・オン・サンデー紙に遺伝子組み換

え食品に関し寄稿。

２９日�ジョージ中銀総裁、下院の財政特別委

員会で、ポンドの対ユーロ相場が過剰

に高い旨証言。

�日英両国政府、社会保障協定に正式署

名。公的年金の二重加入解消へ。

〈３ 月〉

２日�ストロー内相、ピノチェト元チリ大統

領の釈放を決定。

９日�政府、欧州通貨統合への参加に向けた

移行計画の第２弾を発表。

�中銀、金融政策委員会で、政策金利を

６．０％に据え置くことを決定。

１０日�ブレア首相、ロシア訪問。

�メージャー前首相、次回下院選挙に出

馬せず、政界を引退する意向を表明。

１３日�政府、欧州エアバス・インダストリー

ズの次期大型旅客機「Ａ３ＸＸ」の開

発計画に対し、５億３，０００万ポンドの

開発援助金支出を発表。

１５日�ロンドン証券取引所、株式会社化を臨

時会員総会で承認。

２１日�中銀、第５回の保有金売却を実施。

２２日�中銀、３月の金融政策委員会議事録を

公表、全会一致で金利据え置きを決定

したことが明らかに。

〈２ 月〉

１日�第２時短法（週３５時間労働制）が施行。

従業員２０人以上の企業（約８万社）は時

短導入へ。各地で抗議運動が展開され

る。

�欧州電力市場法案、国民議会（下院）で

最終採決。２０００年中に３０％が開放され、

ＥＤＦ（仏電力公社）の独占崩壊へ。

１３日�セガン元ＲＰＲ（フランス共和国連合）

総裁、パリ市長選挙に出馬する旨発言。

１８日�９９年で失業者は３３万３，６００人減少と雇

用省が発表。失業率は１０．６％まで低下。

�競争評議会、フランス・テレコムに対し、

ＡＤＳＬ市場の実質的な開放を要求。

�デュマ元外相、エルフからの不正献金

で起訴。憲法評議会議長職を３月１日

に辞任。

２１～２２日�チェコのゼマン首相が訪仏。同国

のＥＵ加盟支持を期待。

２２日�アルカテル（電気通信機器）、加ニュー

ブリッジ（同）の株式交換買収に成功。

�視聴覚高等評議会（ＣＳＡ）、インター

ネット・サイトのテレビ・コマーシャ

ルを解禁。流通、出版、映画等の広告

宣伝が可能に。

２８～２９日�シラク大統領、オランダを訪問。

〈３ 月〉

２日�ソテール経済・財政・産業相、２０００年

の仏経済成長率は３．５％程度になると

表明。

７日�ルノー（自動車）の三星自動車買収オ

ファー額（４億５，０００万ドル）を主要

債権銀行団が拒否。交渉継続へ。

�国民議会、男女雇用機会平等法を採択。

労使協議での男女平等問題の扱い義務

化、公務員部門の男女比率均等化など。

フランス
ＦＲＡＮＣＥ

８７ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４



９～１２日�シラク大統領、カリブ海の海外県

・領土を視察。就任後初めての訪問。

１４日�９９年の経常収支は３４５億ユーロ（速報

値）と経済・財政省が発表。

１５日�政府、「新経済調整法案」を閣議決定。

ＴＯＢ監督権限強化や小売流通業への

規制強化、企業の透明性向上措置など

を盛り込む。

１６日�ジョスパン首相、５００億フランにのぼ

る税収超過分の使途について、①付加

価値税（ＶＡＴ）１８０億フラン、②住民税

１１０億フラン、③所得税１１０億フランを

それぞれ減税し、災害保障や社会サー

ビスに約９０億フランを歳出すると発表。

１９～２２日�モロッコ国王モハメド６世がフラ

ンスを公式訪問。フランスは対モロッ

コ債権を投資に組み替える予定。

２０日�経済・財政省、省内組織改革案を撤回

すると発表。税務関連部局と税収窓口

の一本化に対し労組の合意が得られな

かったため。

�ヴィヴェンディ（コングロマリット）、

ルーマニア・ブカレストの給水サービ

スおよび水道管保全契約を落札。

�パリ、ブリュッセル、アムステルダム

の証券取引所が合併発表。株式時価総

額欧州第２位の取引所へ。２０００年９月

から始動。

２１日�首相、年金制度改革の基本方針を発表。

公務員部門の保険料納付期間延長、年

金基金の上積みなどの対策を検討。

２２日�仏エルフとベルギー・トタール・フィ

ナの合併が正式承認。新会社トタール

・フィナ・エルフ発足。

２３日�フランス・テレコムと独モビルコム

（通信）が資本提携を発表。次世代携

帯電話事業落札が主な目的とされる。

２７日�首相、大幅な内閣改造を実施。新たに

８名が入閣、４名が更迭。蔵相にファ

ビウス元首相、教育相にラング元教育

相などミッテラン時代の大物政治家を

登用。内閣は４名増の３３名に。

２８日�パリ証券取引所、ＩＴ．ＣＡＣ、ＩＴ．ＣＡＣ

５０の２つのハイテク関連銘柄指標を導

入すると発表。株式時価総額でパリ市

場の３分の１を占める。

２９日�ＭＥＤＥＦのセイエール会長、自らの

役員報酬額を公表。企業情報公開の圧

力を受けて。

３１日�仏独蔵相会談（於グルノーブル）。「強

いユーロ」の必要性で認識一致。

〈２ 月〉

５日�連邦政府、高速リニアモーターカー

「トランスラピッド」ベルリンーハン

ブルク間の路線画中止を発表。２年以

内に新たな路線を選定。

６日�アムステルダム発バーゼル行きの深夜

特急列車、ケルン近くのブリュールで

脱線事故。死傷者１００人超。

１０日�金属産業労働組合（ＩＧメタル）、金属

産業経営者連盟（ゲザムトメタル）と

労使交渉開始。ＩＧメタルは５．５％の賃

上げと早期退職制度拡充を要求、物別

れに終わる。

１５日�欧州委員会、ドイツが英国産牛肉の輸

入禁止措置を続けていることは法に反

すると指摘。早急な解禁を要請。

�連邦議会のティールゼ議長、９８年のキ

リスト教民主同盟（ＣＤＵ）の政治資

金収支報告書に多額の記載漏れがあっ

たとして、同党に対し４，１３０万マルク

の返納を要求。２０００年の政党助成金に

ついても１，９００万マルクから５５０万マル

クに減額。

１６日�ＣＤＵのショイブレ党首、次回党大会

での党首への出馬を断念、辞意を表明。

�極右政党ドイツ国民連合（ＤＶＵ）に

ドイツ
ＧＥＲＭＡＮＹ
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属していた議員ら、オーストリアの自

由党を手本に自由ドイツ国民党を結成。

２５日�日本労働組合総連合会の鷲尾会長、ド

イツ労働総同盟（ＤＧＢ）のシュルテ

会長とベルリンで、労働者の立場から

国際経済機構などの改革を求める共同

声明発表。

２８日�シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州議

会選挙で、社会民主党（ＳＰＤ）勝利。

議席数はＳＰＤ４１議席、ＣＤＵ３３議席、

自由民主党（ＦＤＰ）７議席、緑の党

５議席、ＳＳＷ３議席。

２９日�連邦議会の会派ＣＤＵ・キリスト教社

会同盟（ＣＳＵ）の院内総務にメルツ

議員就任。

〈３ 月〉

５日�緑の党のレステル代表、５月の党大会

で代表への立候補はしないとして、辞

意を表明。

６日�金属産業の労使交渉が再開したものの、

再び物別れに終わる。

７日�フィッシャー外相、イランを公式訪問。

ハタミ大統領と会談。

�ＩＭＦ専務理事候補であったコッホ

ウェーザー大蔵次官、候補を正式に辞

退。

９日�ドイツ銀行とドレスナー銀行、合併で

合意したと発表。

�コール前首相、次回の連邦議会選挙に

は出馬しないと発言、今期限りの引退

を表明。同時に、ヤミ献金疑惑で党が

負担する罰金のうち６３０万マルクを支

払う意向も表明。

１０日�韓国の金大中大統領、ベルリンでシュ

レーダー首相と会談。経済協力などで

意見交換。

１３日�連邦大蔵省、韓国と所得・資産の二重

課税防止に関する協定を締結したと発

表。両国議会の批准を経て、２００１年か

ら発効。

１４日�ＩＧメタル、全国諮問委員会で賃金交

渉の平和的解決は困難とし、警告スト

を示唆。

１８日�緑の党、カールスルーエでの臨時党大

会で原子力発電所を運転開始から３０年

以内に閉鎖するという政府方針を承認。

２２日�化学産業で労使交渉が２１ヵ月の長期協

定で妥結。賃上げは、６月に２．２％、

２００１年６月に２．０％と緩やかな伸びに

とどまる。

�シャーピング連邦国防相、連邦軍の全

職場を女性に開放する方針を表明。欧

州司法裁判所が１月、ドイツの基本法

が女性の武器取り扱いを禁じているの

は、男女平等を定めた欧州連合規則に

反すると判断したのを受けて。

２８日�ＩＧメタル、ノルトライン・ウェスト

ファーレン州で２年間の労働協約を妥

結。賃上げは５月に３％、２００１年５月

に２．１％。

２９日�連邦政府、閣議で、両親のうちいずれ

か一方に認めていた最長３年間の育児

休業を、両親が同時に取れるようにす

る法改正を閣議決定。２００１年の施行を

目指し連邦議会に提出。

３０日�連邦政府、英国産牛肉の禁輸措置撤廃

を決定。

〈２ 月〉

２日�韓国の金大中大統領、伊を公式訪問。

韓国大統領の伊訪問は初。

５日�イランを公式訪問中のディーニ外相、

イランのハタミ大統領と会談。

１０日�不正経理操作疑惑で有罪判決を受け、

控訴していた最大野党フォルツァ・イ

タリアのベルルスコーニ党首に逆転無

罪判決。

イタリア
ＩＴＡＬＹ
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２２日�ダレーマ首相、ダマスカスでシリアの

アサド大統領と会談。

２８日�政府、日本で２００１年３月から開催され

る「日本におけるイタリア２００１」を公

式発表、経済界などに協力を要請。

〈３ 月〉

１日�イタリア統計局、９９年のＧＤＰを前年

比１．４％増と発表。財政赤字の対ＧＤＰ

比は１．９％。

２４日�ダレーマ首相、ＥＵ特別首脳会議で

２００１年のＧＤＰの伸びが３％に達する

との見通しを発表。

２９日�朝鮮民主主義人民共和国を訪問中の

ディーニ外相、白南淳外相と会談。

３０日�死亡事故を減らすため、２輪車のヘル

メット着用義務を強化。５０㏄以下では

２人乗りも禁止。

〈２ 月〉

２４日�行政裁判所、国内唯一のボルセラ原子

力発電所を２００３年末に閉鎖する政府決

定を無効とする判決。

〈３ 月〉

２８日�アルテス第一院議長夫妻、来日し天皇、

皇后両陛下と会見。

〈２ 月〉

２日�国立放射性廃棄物・核分裂物質機関

（ＯＮＤＲＡＦ）、フランスで再処理され

た放射性廃棄物の本国への最初の返送

が「数週間以内に」開始されると公表。

９日�持ち株会社ジュヴェールトが独建設第

２位のフィリップ・ホルツマンの株式

取得に関し損害賠償を求めドイツ銀行

オランダ
ＮＥＴＨＥＲＬＡＮＤＳ

ベルギー
ＢＥＬＧＩＵＭ

を告訴する意向を表明。

１０日�ベルギーの司法当局、クレッソン前欧

州委員（研究・教育担当）の外交官特

権の解除を欧州委員会から要請されて

いることを発表。

１１日�連邦政府、閣議でユーロ紙幣・硬貨導入

のシナリオを承認。２００１年９月１日か

ら銀行や郵便局への供給を開始、１２月

１５日から大型店や小売店などの流通部

門や個人への供給を始めることが決定。

１７日�クアデン中銀総裁、財政赤字の削減を

加速すべきと発言。財源の減税や社会

保障負担削減への割り当てに反対して。

ベルギーの９９年のＧＤＰ成長率は２．３％

だった（中銀発表）。

２１日�オンケリンクス雇用相、ファンデンブ

ルック社会問題相およびフランスのオ

ブリ雇用・連帯相、イタリアのサル

ヴィ労働・社会保障相、リスボン雇用

特別サミットのための共通文書「完全

雇用と社会的連帯の欧州のために」に

署名。

２３日�フェルホフスタット首相、英国のブレ

ア首相とリスボン雇用特別サミットの

ための共通文書を発表。「能動的な福

祉国家」への転換を提言。

�中銀、１月の景気総合指数はプラス

３．６で、前月（プラス４．７）に比べ若干

下降していると発表。

〈３ 月〉

４日�イラン外務省、在ベルギー・イラン大

使を召喚。イラン系ベルギー人がイラ

ンの刑務所で肉体的・精神的な拷問を

受けたとしてイラン・ラフサンジャニ

下院議長（当時）を起訴したのが理由。

１２～１４日�ミッシェル外相、コンゴ民主共和

国を皮切りにアンゴラ、ジンバブエ、

ウガンダを訪問。

２８日�首相、ベルギー軍の規模を縮小すると
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同時に装備の近代化を促進する意向を

明らかに。欧州の共通安全保障に関す

るシンポジウムにて。

〈２ 月〉

３日�中銀、公定歩合を０．２５ポイント引き上

げ、３．２５％にすることを決定。

２３日�内閣改造実施。

〈３ 月〉

９日�ラスムセン首相、通貨統合参加の賛否

を問う国民投票を９月２８日に実施する

ことを発表。

１６日�中銀、公定歩合を０．２５ポイント引き上

げ、３．５％にすることを決定、１７日か

ら実施。

〈２ 月〉

１１日�英政府、北アイルランド自治機能停止。

１５日�ＩＲＡ、武装解除協議を拒否する声明

発表。

１８日�松下寿電子工業㈱、アイルランド工場

閉鎖を発表。

２９日�初の国防白書発表。

〈３ 月〉

１日�ハーニー副首相、２０万人の海外移民政

策を提唱。

８日～１８日�アハーン首相、東ティモール、

オーストラリア、米国訪問。クリント

ン米大統領らと、北アイルランド問題

を中心に会談。

２３日�労使、次期パートナーシップ「繁栄と公

正のためのプログラム」受け入れ決定。

２８日～３０日�ダブリン・バス、鉄道ストライ

キ実施。５０万人の足に影響。

デンマーク
ＤＥＮＭＡＲＫ

アイルランド
ＩＲＥＬＡＮＤ

〈２ 月〉

１日�外国人居住者の社会保障利用などの権

利拡大を大幅に認めた新外国人法が施

行。

６日�社会労働党と共産党中心の統一左翼、

３月の総選挙に向けて連立政権構想に

合意。人民戦線内閣以来の社共統一に

より、政権奪回に意欲。

８日�スペイン人女性がモロッコ人男性に殺

害されたことを契機に、移民排斥デモ

が活発化、一部暴動に進展。スペイン

南部アンダルシア地方では、移民排斥

を叫ぶ民衆がモロッコ人地区を襲撃、

放火などが散発。

２２日�バスク自治州で爆弾テロが発生、社会

労働党地方支部の書記長ら２名が殺害。

バスク地方の分離・独立を求める非合

法組織「バスク祖国と自由」（ＥＴＡ）

による停戦破棄から２度目の事態に政

府も取り締まりを強化。

〈３ 月〉

９日�ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア

銀行（ＢＢＶＡ）、メキシコ大手の金融機

関バンコメルの株式３０％の取得を発表。

１２日�上下院で任期満了に伴う総選挙を実施、

好調な経済を反映し与党民衆党が両院

で過半数議席を獲得する圧倒的な勝利。

首相には引続きアスナール氏が就任す

るも、今期限りでの退任を示唆。

２３日�トヨタ自動車名誉会長の豊田章一郎氏、

スペイン政府よりイサベル女王勲章を

授与。

�全国管区裁判所、ピノチェト元チリ大

統領の告発に続き、グアテマラ軍政時

代の指導者の人権抑圧行為に対する捜

査を開始すると発表。

スペイン
ＳＰＡＩＮ
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〈３ 月〉

２日�政府、大洪水に見舞われたモザンビー

クに対し、２国間の直接債務３００億エ

スクードを帳消しにすると発表。

３日�ポルトガルの主要なエネルギーおよび

通信会社、東ティモール問題の解決に

伴い、同地域でのインフラ再建のため

の投資増に意欲。

１３日�モーラ財務経済相、２０００年の対ブラジ

ル投資について前年並みの７，０７０億エ

スクードに達する見込みと発表。引続

き高水準を維持し、ポルトガル対外投

資の牽引役となるとの期待を表明。

１６日�政府、国営石油事業およびガス事業の

第２回民営化計画を発表。政府所有資

本の１５％を市場に放出。

１８日�ポルトガル電力（ＥＤＰ）、向こう２～

３年間で３，０００億エスクードを電気通

信事業に投資すると発表。電気通信事

業をＥＤＰグループの第２の核事業に

と意欲。

〈２ 月〉

４日�シミティス首相、９月に予定されてい

た総選挙を４月９日に実施すると発表。

８日�ステファノプロス大統領、国会の３００議

席中２６９票を獲得、圧倒的多数で再選。

〈３ 月〉

９日�政府、ＥＵに対し２００１年からのユーロ

導入を正式申請。

１０日�国防省、ロッキード社から戦闘機Ｆ１６

を計５０機購入すると発表。空軍装備充

実を図る。

ポルトガル
ＰＯＲＴＵＧＡＬ

ギリシャ
ＧＲＥＥＣＥ

〈２ 月〉

１日�国民党と自由党、右派連立政権樹立で

合意。ＥＵ加盟１４カ国は制裁措置の発

動を示唆、米国などは大使の召還など

の外交制裁措置を相次いで発表。

２日�自由党の政権参加に対し、大規模な市

民参加の反対デモが頻発。

３日�クレスティル大統領、国民党と自由党

のシュッセル、ハイダー両党首に対し、

閣僚名簿の内２名（自由党）の差し替

えおよび民主主義を尊重する宣言への

署名を要求、これらの実施を見届けた

上で両党の連立政権を承認。これを受

け、国民党と自由党の右派連立政権が

正式に発足。先の政権で副首相兼外相

を務めたシュッセル国民党党首が首相、

自由党のハイダー党首は閣外にとどま

り、諸外国の憂慮の声に配慮。

４日�ＥＵ加盟１４カ国、２国間の外交関係を

大幅に制限するなどの制裁措置を発動。

米国政府も駐在大使の一時召喚などの

制裁措置を発動すると発表。

８日�野党第２党の緑の党、新内閣は国際的

な孤立を招いたとし、連立政権樹立後

初めての下院本会議冒頭で内閣不信任

案を提出するも反対多数で否決。

１７日�前首相で社会民主党のクリマ氏、野党

転落の責任を取り党首を辞任。

１９日�右派連立政権樹立に抗議し、ウィーン

で１５万人規模のデモ。

２８日�ハイダー氏、自由党党首の辞任を発表。

ＥＵ加盟１４カ国は事態を慎重に見守る

とし外交制裁を継続。

〈３ 月〉

８日�シュッセル首相、ＥＵ本部を訪問しプ

ロディＥＵ委員長に外交制裁の解除を

オーストリア
ＡＵＳＴＲＩＡ
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要請。

１３日�ウィーン市観光局、連立政権樹立後約

１ヵ月余りで、ホテル宿泊約５万件の

キャンセルがあったと発表。諸外国の

外交制裁による経済への影響を憂慮。

３１日�シュッセル首相、スイスを訪問しオギ

大統領らと会談。首相就任後初の外国

の公式訪問で新政権への理解と協力を

要請。

〈２ 月〉

４日�中央銀行、１１月に続き短期買いオペ金

利を０．５ポイント引上げ、３．７５％に。

〈３ 月〉

６日�銀行持ち株会社メリタノルトバンケン、

デンマーク第二位の銀行ウニダンマル

クと合併することを発表。北欧最大の

銀行誕生。

１０日�社会民主労働党、臨時党大会にてユー

ロ参加の是非について、参加で党方針

を確定するも最終決定を国民投票に委

ねることに決定。

１４日�ボルボ、大手トラックメーカーのスカ

ニア買収を欧州委の否決により断念。

国内輸送業者の事情を考慮したもの。

２０日�エリアソン外務次官を団長とする外務

省代表団、訪朝し姜錫柱第一外務次官

および金永南最高人民会議常任委員長

らと会談。

〈２ 月〉

６日�任期満了に伴う大統領選、タルヤ・ハ

ロネン外相の当選により、初の女性大

統領誕生。

２３日�製紙大手のストラ・エンソ社、米国の

スウェーデン
ＳＷＥＤＥＮ

フィンランド
ＦＩＮＬＡＮＤ

コンソリデーテッド・ペーパーズを４８

億ドルで買収することで合意。世界最

大手の製紙会社誕生。

〈２ 月〉

１日�内閣、第１１回年金制度改革案提出。受

給開始年齢の一律引き上げ、付加価値

税の引き上げなどに各政党は反発。

７日�連邦政府、オーストリア新外相のスイ

ス訪問を歓迎する意向を表明。

〈３ 月〉

１日�連邦政府、９２年末以前の難民希望者に

滞在許可。

６日�国連加盟を求める署名提出、国民投票

実施へ。

１２日�国民投票にて司法改革案承認。政府機

関の男女比率均等化、対外受精禁止ほ

か２件は否決。

１４日�連邦議会、オギ国防相の推進する海外

武装組織への従軍承認。

２３日�主要政策金利の誘導目標圏０．７５ポイン

ト引き上げ。２．５％から３．５％の範囲に。

３１日�オーストリアのシュッセル首相スイス

訪問。国内外から反感あるも、政府歓

迎。

〈３ 月〉

９日�議会、首相の反対するガス燃焼発電所

の建設案可決。首相辞任表明。

１７日�労働党内閣発足。

２３日�中銀、ＧＤＰ成長率を０．５ポイント上方

修正、２．７５％に加速の見通し。

３０日�石油生産規制の緩和、ＯＰＥＣの増産合

意に同調。

スイス
ＳＷＩＴＺＥＲＬＡＮＤ

ノルウェー
ＮＯＲＷＡＹ

９３ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４



主 要 経 済 指 標

英 国 フランス ドイツ イタリア

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

１９９４年 ４．４ ２．３ ９．３ ２．７ １．８ １２．４ ２．３ ２．７ ９．６ ２．２ ３．９ １１．１
９５年 ２．８ ２．９ ８．０ ２．１ １．８ １１．８ １．７ １．７ ９．４ ２．９ ５．４ １１．６
９６年 ２．６ ３．０ ７．３ １．５ １．７ １２．３ ０．８ １．４ １０．４ ０．９ ３．９ １１．６
９７年 ３．５ ２．８ ５．５ ２．０ １．２ １２．５ １．５ １．９ １１．４ １．５ ２．０ １１．７
９８年 ２．２ ２．６ ４．７ ３．４ ０．７ １１．９ ２．２ １．０ １１．１ １．３ １．９ １１．８
９９年 ２．０ ２．３ ４．３ ２．７ ０．５ １１．２ １．５ － － １．４ １．７ １１．４

１９９８年７～９月 １．９ ２．５ ４．６ ＊０．４ － － ２．０ － － １．３ １．８ １１．４
１０～１２月 １．５ ２．５ ４．６ ＊０．７ － － １．９ － － ０．２ １．６ １１．９

１９９９年１～３月 １．４ ２．５ ４．５ ＊０．４ － － ０．８ － － ０．８ １．３ １１．９
４～６月 １．６ ２．３ ４．５ ＊０．８ － － １．３ － － ０．８ １．６ １１．７
７～９月 ２．１ ２．２ ４．３ ＊１．０ － － １．５ － － １．２ １．８ １１．１
１０～１２月 ２．９ ２．２ ４．２ ＊０．９ － － ２．３ － － ２．１ ２．１ １１．１

１９９９年１月 － ２．６ ４．５ － ０．２ １１．４ － ０．２ １１．５ － １．４ －
２月 － ２．４ ４．６ － ０．２ １１．４ － ０．２ １１．６ － １．３ －
３月 － ２．７ ４．５ － ０．４ １１．４ － ０．４ １１．１ － １．４ －
４月 － ２．４ ４．５ － ０．４ １１．３ － ０．７ １０．７ － １．６ －
５月 － ２．１ ４．５ － ０．４ １１．４ － ０．４ １０．２ － １．７ －
６月 － ２．２ ４．４ － ０．３ １１．３ － ０．４ １０．１ － １．６ －
７月 － ２．２ ４．３ － ０．４ １１．２ － ０．６ １０．３ － １．８ －
８月 － ２．１ ４．２ － ０．５ １１．３ － ０．７ １０．３ － １．８ －
９月 － ２．１ ４．２ － ０．７ １１．１ － ０．７ １０．１ － １．８ －
１０月 － ２．２ ４．２ － ０．８ １１．０ － ０．８ ９．９ － ２．１ －
１１月 － ２．２ ４．１ － ０．９ １０．８ － １．０ １０．０ － ２．１ －
１２月 － ２．２ ４．１ － １．３ １０．６ － １．２ １０．３ － ２．１ －

２０００年１月 － ２．１ ４．０ － １．６ １０．５ － １．６ １１．０ － ２．２ －
２月 － ２．２ ４．０ － １．４ １０．２ － １．８ １０．９ － ２．４ －

スペイン ポルトガル ギリシャ オランダ

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

１９９４年 ２．３ ４．７ ２４．２ ０．８ ５．２ ６．９ １．５ １０．９ ９．６ ３．２ ２．７ ７．５
９５年 ２．７ ４．７ ２２．９ １．９ ４．２ ７．３ ２．０ ８．９ １０．０ ２．３ ２．０ ７．０
９６年 ２．３ ３．６ ２２．２ ３．０ ３．１ ７．３ ２．６ ８．２ ９．８ ３．１ １．４ ６．６
９７年 ３．８ ２．０ ２０．８ ３．６ ２．２ ６．７ ３．２ ５．５ １０．３ ３．６ ２．２ ５．５
９８年 ４．０ １．８ １８．８ ３．９ ２．８ ５．０ ３．５ ４．８ ９．９ ３．７ ２．０ ４．１
９９年 ３．７ ２．３ １５．９ － － － ※３．５ － － ３．５ ２．２ ３．２

１９９８年７～９月 ３．８ ２．０ １８．６ ３．８ ３．１ ４．７ － ５．１ １０．３ ３．２ １．８ ４．０
１０～１２月 ３．７ １．５ １８．２ ３．５ ３．１ ４．９ － ４．３ １０．２ ３．３ １．８ ３．８

１９９９年１～３月 ３．６ １．８ １７．０ ２．８ ２．８ ４．８ － － － ３．０ ２．２ ３．７
４～６月 ３．７ ２．３ １５．６ ２．８ ２．５ ４．５ － － － ３．１ ２．３ ３．１
７～９月 ３．８ ２．４ １５．４ － ２．０ ４．２ － － － ４．０ ２．３ ３．１
１０～１２月 ３．９ ２．７ １５．４ － ２．０ ４．１ － － － ４．３ ２．１ ２．９

１９９９年１月 － １．５ － － ２．７ － － ３．７ ９．９ － ２．２ ３．８
２月 － １．８ － － ２．８ － － ３．７ － － ２．１ ３．８
３月 － ２．２ － － ３．０ － － ３．４ － － ２．２ ３．５
４月 － ２．４ － － ２．８ － － ２．８ － － ２．２ ３．３
５月 － ２．２ － － ２．３ － － ２．４ － － ２．３ ３．１
６月 － ２．２ － － ２．３ － － ２．１ － － ２．３ ３．０
７月 － ２．２ － － ２．１ － － ２．１ － － ２．１ ３．１
８月 － ２．４ － － １．９ － － ２．０ － － ２．６ ３．１
９月 － ２．５ － － ２．０ － － ２．０ － － ２．２ ３．０
１０月 － ２．５ － － ２．０ － － ２．２ － － ２．１ ３．０
１１月 － ２．７ － － ２．０ － － ２．６ － － ２．２ ２．７
１２月 － ２．９ － － ２．０ － － ２．７ － － ２．２ ２．９

２０００年１月 － ２．９ － － ２．１ － － ２．６ － － ２．６ ２．９
２月 － ３．０ － － － － － ２．９ － － ２．９ －

１）ＧＤＰ成長率は前年比および前年同期比 ＊は前期比 ※は推定値
２）消費者物価上昇率は前年比、前年同期比および前年同月比
３）ポルトガルの実質ＧＤＰ成長率・四半期の値は、９９年より半期（１月～６月、７月～１２月）平均値
資料：各国統計による。ドイツのＧＤＰ成長率は９９年４月よりＥＵ基準に変更。

９４ ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４

統計資料



ベルギー ルクセンブルク デンマーク アイルランド オーストリア

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

２．４ ２．４ １３．９ ９．１ ２．２ ２．６ ５．５ ｎ．ａ． ８．２ ５．５ ２．４ １４．１ ２．４ ３．０ ６．５
２．３ １．５ １４．１ ４．１ １．９ ２．９ ２．８ ｎ．ａ． ７．２ ８．３ ２．５ １２．１ １．７ ２．２ ６．６
０．９ ２．１ １３．８ ５．３ １．４ ３．３ ２．５ ２．０ ６．８ ７．７ １．６ １１．５ ２．０ １．９ ７．０
３．２ １．６ １３．３ ７．５ １．４ ３．７ ３．１ １．９ ５．６ １０．７ １．５ ９．８ ２．５ １．３ ７．１
２．９ １．０ １２．６ ７．５ １．０ ３．３ ２．５ １．３ ５．１ ８．９ ２．４ ７．４ ３．３ ０．９ ７．２
※２．８ １．１ １１．７ － １．０ － １．６ ２．１ － － － － － ０．６ ６．７
－ － － － － － ３．４ １．２ ５．０ １０．３ － ７．１ － ０．９ ６．０
－ － － － － － ２．６ １．１ ４．７ ６．７ － ６．５ － ０．７ ７．４
－ － － － － － ０．６ １．４ ４．７ ９．０ － ６．０ － ０．５ ８．５
－ － － － － － ２．２ １．７ ４．５ ７．８ － ５．７ － ０．４ ６．２
－ － － － － － １．５ ２．３ ４．４ － － ５．５ － ０．５ ５．３
－ － － － － － ２．０ ２．８ ４．９ － － － － １．０ ６．６
－ １．０ １２．２ － △１．４ ３．６ － １．２ ４．９ － △０．８ ６．２ － ０．５ ９．１
－ １．０ １２．０ － ０．５ ３．５ － １．３ ４．７ － ０．６ ６．０ － ０．５ ９．０
－ １．２ １１．７ － ０．６ ３．３ － １．７ ４．６ － ０．３ ５．９ － ０．４ ７．６
－ １．２ １１．３ － １．３ ３．２ － １．７ ４．６ － ０．５ ５．７ － ０．２ ７．０
－ ０．８ １１．０ － １．２ ３．０ － １．６ ４．５ － ０．５ ５．８ － ０．５ ６．１
－ ０．７ １０．９ － １．２ ２．９ － １．９ ４．５ － ０．３ ５．７ － ０．４ ５．５
－ ０．７ １２．０ － △０．２ ２．９ － ２．０ ４．４ － △０．４ ５．６ － ０．４ ５．３
－ ０．９ １２．７ － １．３ ２．９ － ２．４ ４．４ － ０．６ ５．５ － ０．５ ５．３
－ １．２ １２．２ － １．７ ３．１ － ２．４ ４．３ － ０．４ ５．４ － ０．５ ５．４
－ １．３ １１．８ － １．９ ３．１ － ２．６ ４．９ － ０．１ ５．２ － ０．８ ５．８
－ １．５ １１．３ － １．９ ３．１ － ２．７ ４．８ － ０．２ ５．１ － ０．８ ６．６
－ １．９ １１．３ － ２．４ ３．３ － ３．１ ４．９ － １．１ － － １．４ ７．８
－ １．８ １１．３ － ３．２ － － ２．８ ５．０ － △０．２ － － １．２ ８．４
－ ２．０ １１．０ － ２．７ － － ２．８ ４．９ － ０．８ － － － －

スウェーデン フィンランド スイス ノルウェー アイスランド

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

実質ＧＤＰ
成長率

消費者物
価上昇率 失業率

３．３ ２．２ ８．０ ４．５ １．１ １６．６ １．０ ０．９ ４．７ ５．７ １．４ ５．４ ２．０ １．７ ４．７
３．９ ２．５ ７．７ ４．０ １．０ １５．４ ０．８ １．８ ４．２ ３．７ ２．４ ４．９ ３．２ １．７ ５．０
１．３ ０．５ ８．１ ４．１ ０．６ １４．６ ０．０ ０．８ ４．７ ４．８ １．３ ４．９ ４．９ ２．３ ４．４
１．８ ０．５ ８．０ ５．６ １．２ １２．７ １．７ ０．５ ５．２ ３．５ ２．６ ４．１ ４．５ １．８ ３．９
２．９ △０．１ ６．５ ４．９ １．４ １１．４ ２．１ ０．０ ３．９ ２．０ ２．２ ３．２ ５．０ １．９ ２．８
－ － － ３．５ １．２ １０．２ １．７ ０．８ ２．７ ０．８ ２．３ ３．２ － － －
３．５ △０．６ ７．１ ４．８ １．２ １０．２ １．８ ０．１ ３．４ １．６ ２．３ ３．２ － １．３ ２．２
３．８ △１．０ ５．５ ３．９ ０．９ １０．１ １．２ △０．１ ３．３ ０．２ ２．３ ３．１ － １．９ ２．３
４．５ △０．１ ５．７ ２．７ ０．７ １０．９ １．０ ０．３ ３．３ ０．８ ２．３ ３．１ － １．４ ２．４
４．１ ０．２ ５．４ ３．４ １．２ １１．７ １．１ ０．６ ２．７ ０．９ ２．５ ３．３ － １．９ ２．３
－ ０．７ ６．０ ２．８ １．１ ８．９ １．６ ０．９ ２．４ ０．７ ２．３ ３．２ － ４．１ １．９
－ － － ３．５ １．７ ９．３ － － － ０．９ ２．０ ３．４ － － －
－ △０．３ ６．２ － ０．５ １１．０ － ０．１ ３．５ － ２．３ ３．２ － １．５ －
－ △０．１ ５．６ － ０．８ １０．７ － ０．３ ３．４ － ２．５ ３．１ － １．８ －
－ ０．１ ５．４ － ０．８ １０．９ － ０．５ ３．１ － ２．５ ３．３ － ２．０ －
－ ０．１ ５．３ － １．１ １１．５ － ０．６ ２．９ － ２．４ ３．４ － １．９ －
－ ０．２ ４．９ － １．４ １３．３ － ０．６ ２．７ － ２．５ ３．３ － ２．０ －
－ ０．４ ５．９ － １．１ １０．３ － ０．６ ２．６ － ２．４ ３．４ － １．９ －
－ ０．２ ６．４ － １．２ ８．６ － ０．７ ２．５ － １．９ ３．３ － ３．２ －
－ ０．７ ６．１ － １．１ ９．０ － ０．９ ２．４ － １．９ ３．３ － ４．１ －
－ １．０ ５．５ － １．１ ９．１ － １．２ ２．３ － ２．１ ３．１ － ４．９ －
－ ０．９ ５．２ － １．３ ９．５ － １．２ ２．３ － ２．５ ３．２ － ５．３ －
－ ０．９ ５．２ － １．６ ９．４ － １．３ ２．４ － ２．８ ３．３ － － －
－ １．３ － － ２．０ ９．１ － １．７ ２．５ － ２．８ ３．７ － － －
－ － － － ２．２ １０．６ － １．６ ２．６ － ２．９ ３．６ － － －
－ － － － ２．７ １１．３ － １．６ ２．４ － ３．２ － － － －

注１：９７年１月からのオーストリアの消費者物価上昇率は、調整品目・方法をＥＵ基準に合わせるとともに
９６年＝１００としたＣＰＩに基づく新統計。

注２：アイルランドの実質ＧＤＰ成長率は、９６年よりＣｅｎｔｒａｌＳｔａｔｉｓｔｉｃｓＯｆｆｉｃｅ統計値。月別消費者物価上昇率は前月比。
注３：デンマークの失業率は９９年１０月よりＥＵ基準に変更。

９５ＪＥＴＲＯ ユーロトレンド ２０００．４

統計資料



２０００年４月７日現在

国 名 通 貨 略 号 交換レート 備考

ユーロ圏１１カ国 ユーロ ＥＵＲ １０１．９０

フ ラ ン ス 仏フラン Ｆ．ＦＲ． １５．５４ ６．５５９５７

ド イ ツ 独マルク Ｄ．Ｍ． ５２．１０ １．９５５８３

イ タ リ ア 伊リラ ＬＩＴ． ５．２７ １，９３６．２７

オ ラ ン ダ オランダ・ギルダー Ｄ．ＧＬ． ４６．２４ ２．２０３７１

ベ ル ギ ー ベルギー・フラン Ｂ．ＦＲ． ２５２．５７ ４０．３３９９

ス ペ イ ン スペイン・ペセタ Ｓ．ＰＥＳＥＴＡ ６１．２４ １６６．３８６

ポ ル ト ガ ル ポルトガル・エスクード Ｐ．ＥＳＣ ０．５１ ２００．４８２

アイルランド アイルランド・ポンド ＩＲＥＬＡＮＤ£ １２９．３８ ０．７８７５６４

オーストリア オーストリア・シリング Ａ．ＳＣＨ． ７．４１ １３．７６０３

フィンランド フィンランド・マルカ ＭＡＲＫＫＡ １７．１４ ５．９４５７３

英 国 英ポンド ＳＴＧ．£ １６９．７８

デ ン マ ー ク デンマーク・クローネ Ｄ．ＫＲ． １３．７８

ギ リ シ ャ ドラクマ ＤＲ． ０．３０

ス イ ス スイス・フラン Ｓ．ＦＲ． ６４．７５

スウェーデン スウェーデン・クローネ Ｓ．ＫＲ． １２．５１

ノ ル ウ ェ ー ノルウェー・クローネ Ｎ．ＫＲ． １２．６７

アイスランド アイスランド・クローネ Ｉ．ＫＲ． １．４３

注：１）交換レートは、現地通貨当たりの円貨額（売り相場）を表示。
ユーロ圏１１カ国の備考欄は、１ＥＵＲに対する各国通貨の交換レート。

２）イタリア、ベルギー、スペインはそれぞれ１００ＬＩＴ．、１００Ｂ．ＦＲ．、１００Ｓ．ＰＥＳＥＴＡ当たりの円貨額。
出所：東京三菱銀行ＥＸＣＨＡＮＧＥＱＵＯＴＡＴＩＯＮＳ（Ｏｐｅｎｉｎｇ）、ただしギリシャ、アイスランドは４月１０日付け

ＦＩＮＡＮＣＩＡＬＴＩＭＥＳ“ＦＴＧＵＩＤＥＴＯＷＯＲＬＤＣＵＲＲＥＮＣＩＥＳ”による４月７日現在のレート。

■各 ■国 ■通 ■貨 ■交 ■換 ■レ ■ー ■ト

注２
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注２
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